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第１章  都市計画対象事業の名称 

 

名古屋都市計画事業 茶屋新田土地区画整理事業 

     

第２章  都市計画決定権者の名称 

 

名古屋市 

 

第３章  事業者の名称 

 

（仮称）茶屋新田土地区画整理組合 

 

第４章  都市計画対象事業の目的及び内容 

１  都市計画対象事業の目的 

茶屋新田地区は、名古屋市の南西部に位置し、農業を中心とした土地利用がされているが、北

側の春田野地区、福田地区の土地区画整理事業等により市街化がされている。南陽大橋が開通し、

広域的な幹線道路の整備も進みつつある。この土地区画整理事業は、これらを活かした良好な市

街地の形成を行うため、道路、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るもので

ある。 

また、本地域は上位計画で次のように位置付けされている。 

①｢愛知 2010 計画｣では｢名古屋市の南西部地域では、都市農業の振興に努めるとともに、水や

緑に恵まれた良好なまちづくりをめざす。｣と示されている。 

②｢名古屋新世紀計画 2010｣では｢現在、市街化調整区域となっている市南西部の茶屋新田地区

については、周辺の河川などへの影響に配慮し組合施行の土地区画整理事業による市街地の

形成をはかります。｣と示されている。 

③｢名古屋市都市計画マスタープラン｣では「現在、市街化調整区域となっている市南西部の茶

屋新田地区については、周辺の河川などへの影響に配慮し組合施行の土地区画整理事業によ

る市街地の形成をはかります。」と示されている。 
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２  都市計画対象事業の内容 

（1） 都市計画対象事業の種類 

土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業   

 

（2） 都市計画対象事業が実施されるべき区域の位置 

都市計画対象事業が実施されるべき区域（以下、「事業実施区域」という。）は、名古屋市南

西部に位置する水田を主体とする区域であり、概ね、西側は２級河川戸田川、東側は１級河川

新川・１級河川庄内川、北側は東海橋線、南側は戸田荒子線で囲まれた市街化調整区域で、愛

知県名古屋市港区大西一丁目、西茶屋二丁目の各全部及び秋葉二丁目、秋葉三丁目、大西二丁

目、大西三丁目、川園一丁目、川園二丁目、西茶屋一丁目、西茶屋三丁目、東茶屋一丁目、東

茶屋二丁目、東茶屋三丁目、東茶屋四丁目の各一部から成る図 4.2-1 に示す位置とする。 

 

（3） 都市計画対象事業の規模 

施行区域の面積         147.5ha 

 

（4） 都市計画対象事業に係る土地の利用計画 

ア  公共施設の配置 

土地利用計画は、図 4.2- 2 に示すとおりである。 

（ｱ） 道路計画 

事業実施区域及びその周辺には名古屋環状２号線（国道 302 号）、都市計画道路戸田荒子

線（市道）、都市計画道路万場藤前線（市道）があり、これらを基幹として区画道路を配置

する。 

また、都市計画道路戸田荒子線（市道）については、幅員 28ｍに拡幅する。 

（ｲ） 公園・緑地計画    

公園は、地区面積の３％以上の面積を確保することとし、誘致距離等を考慮のうえ適正

配置する。また、緑地については適宜配置する。 

公園・緑地の規模は、表 4.2- 1 に示すとおりである。 

 

表 4.2- 1  公園・緑地の規模 

番号 規模 

① 約 0.3ha 

② 約 0.7ha 
③ 約 1.1ha 
④ 約 0.9ha 
⑤ 約 0.1ha 
⑥ 約 0.1ha 
⑦ 約 3.2ha 

注）公園・緑地の位置は、図 4.2- 2 に示すとおりである。 
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（ｳ） 下水道計画 

ａ  雨水排水 

雨水は、側溝等により排水し、事業実施区域外へは水路を経由して、東小川へ排出し、

さらに日光川へ排出する。 

また、雨水の流出増に対応するため、各流域毎の面積１ha あたり 700ｍ3の容量の調整

池を設置する。 

ｂ  汚水排水 

汚水は、下水道を整備し、打出終末処理場において処理する。 

 

イ  宅地の利用計画 

住居系を主体とし、ゆとりある良好な居住環境を備えた住宅地の用途とする。  

幹線道路の沿道には、沿道サービス機能及び商業機能を主とした沿道型商業施設の用途を

配置する。 

土地の利用目的ごとの概ねの面積は、表 4.2- 2 に示すとおりである。 

 

表 4.2- 2 土地の利用計画 

土地の区分 
面積 
(ha) 

割合 
(％) 

道路 27.1 18.4 

公園・緑地 6.4 4.3 

水路 0.4 0.3 

調整池 3.6 2.4 

宅地 110.0 74.6 

計 147.5 100.0 

注）宅地には、その他の公益的施設として 

斎場用地及び関連整備用地を含む。 

   

ウ その他の公益的施設の計画 

公益的施設は斎場施設等を想定し、施行区域面積 147.5ha のうち斎場用地面積が約 5.1ha、

関連整備用地面積が約 1.2ha である。 
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（5） 都市計画対象事業の工事計画の概要 

工事期間としては、概ね 10 年間を想定した工事計画とした。工事内容は地権者等と調整しな

がら工事を進めていくことになるため、現段階では詳細な工事計画を策定することは困難であ

るが、準備工、整地工、水路築造工、道路築造工等として可能な限り具体化した工事計画とし

た。 

整地工は、既設道路の高さを基本に、地区外から約 930,000ｍ３の土砂を搬入する盛土工を主

体とし、搬入する土砂については土壌汚染に係る安全性が確保された土を使用する。 

また、調整池や水路等の整備にあたっては、掘削工事を行う。掘削工事により発生する土砂

は約 76,000ｍ３であり盛土材として再利用する工事計画とした。 

工事用車両の主な運行ルートは、名古屋環状２号線（国道 302 号）、東海橋線及び戸田荒子線

である。 

工事工程の概要は、表 4.2- 3 に示すとおりである。 

 

表 4.2- 3  工事工程の概要 

工事時期 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

準備工           

整地工                     

水路築造工                     

道路築造工                     

埋設管工                     

調整池築造工                     

公園等整備工事                     

建物移築                     

斎場建設工事                     

注）整地工には仮設沈砂池の築造を含む。 
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３  環境配慮事項 

本事業の計画策定時に環境に配慮した事項は以下に示すとおりである。 

（1） 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

事業実施区域内及び北側と東側には、住居や学校・保健・医療機関などの保全対象の施設が

存在することから、それらの施設等への影響を回避・低減させるため排出ガス対策型及び低騒

音・低振動型の建設機械の積極的な採用と工事用道路は幹線道路を使用するとともに工事用車

両の分散化を図り、工事施工ヤードは事業実施区域外に設置しない等の工事計画とした。また、

住宅地に近接している箇所では建設機械の複合同時稼働を極力避けることとした。 

事業実施区域内の雨水は、東小川等を経由し日光川に排水していることから、それらの河川

への雨水による汚濁の影響を回避・低減させるため、造成工事に先行して仮設の沈砂池を設け

る工事計画とした。 

造成工事で使用する盛土材は、土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類による土壌の

汚染に係る環境基準への適合、産業廃棄物に該当しないことの確認等の安全性が確保された土

を搬入することとした。 

（2） 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

事業実施区域周辺の動植物への影響を回避・低減させるため、工事用道路は幹線道路を使用

して工事用車両の分散化を図り、工事施工ヤードは事業実施区域外に設置しない工事計画とし

た。 

事業実施区域内の雨水は、東小川等を経由し日光川に排水していることから、それらの河川

に生息・生育する動植物への雨水による汚濁の影響を回避・低減させるため、造成工事に先行

して仮設の沈砂池を設ける工事計画とした。 

（3） 人と自然との豊かな触れ合いの確保及び地域の歴史的文化的特性を生かした快適な環境の創

造 

事業実施区域及びその周辺は、水田と中高層及び低層の住居が存在していることから、人と

自然との触れ合いができ、多様な動植物の生息・生育が確保される公園・緑地を配置する土地

利用計画とした。 

（4） 環境への負荷の低減 

工事の実施に伴う建設発生土については、造成工事における盛土材として使用するとともに、

他事業での建設発生土についても、土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類による土壌

の汚染に係る環境基準への適合、産業廃棄物に該当しないことの確認等、安全性を確保し、可

能な限り活用し、建設発生土の再利用を促進する工事計画とした。 

また、既存工作物の撤去に伴い発生するアスファルトがら等については、再資源化施設へ搬

出するなど、有効利用に努める。 



 

 

 

 

 

 

 

第５章 都市計画対象事業実施区域及び 

その周囲の概況 
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第５章  都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

事業実施区域及びその周囲は名古屋市南西部に位置しており、事業実施区域及びその南側と西

側は水田を主体とした地域であり、北側と東側は市街地となっている。 

事業実施区域及びその周囲の概況の把握範囲は、概ね、西側は２級河川福田川、東側は１級河

川庄内川、北側は国道１号、南側は国道 23 号に囲まれる地区を含む名古屋市南西部（以下、「事

業実施区域周辺」という。）とし、主に既存資料により概況を把握した。 

なお、把握した情報の特性や使用した資料により、把握範囲は適宜拡大することとした。（以

下、拡大した把握範囲を「事業実施区域及びその周辺」という。） 

 

第１節  自然的状況 

１  大気環境の状況 

（1） 気象の状況 

事業実施区域の位置する名古屋市は、中部日本の太平洋側、濃尾平野の南部海岸沿いにあり、

南部は伊勢湾に面し、北部から西部にかけて庄内川が流れ、東部は丘陵地となっている。 

名古屋市は濃尾平野の中央部を吹走してくる北西の風の道にあたり、冬季には北西の風が卓

越している。夏季は、鈴鹿山脈越えの西風によるフェーン現象等により高温が出現しやすく、

さらに海風の侵入により湿度が高い。（以上｢名古屋の気候環境｣（昭和 55 年大和田道雄著）に

よる。） 

名古屋市における、1971 年から 2000 年の 30 年間の気象状況は、表 5.1.1- 1 に示すとおり

である。 

また、事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時監視測定局である南陽支所では、風向･風

速及び気温・湿度の観測がされている。南陽支所の位置は、図 5.1.1- 1 に示すとおりである。 

平成 16 年度における風向･風速及び気温・湿度は、表 5.1.1- 2 に示すとおりであり、年間

を通して北西の風向が卓越し、夏季の８月には南東の風向が卓越していた。 
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表 5.1.1- 1  名古屋市の気象状況(名古屋地方気象台) 

項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 年間

最多風向 NNW NW NW NNW NNW SSE SSE SSE NNW NNW NNW NNW NNW

風速 

(m/s) 
 3.0  3.3   3.5   3.2   3.0   2.7   2.6   2.7  2.6   2.6   2.6   2.7    2.9

平均気温 

(℃) 
 4.3  4.7   8.2  14.1  18.5  22.3  26.0  27.3  23.4  17.6  11.9   6.7   15.4

降水量 

(mm) 
43.2 64.1 115.2 143.3  155.7 201.5 218.0 140.4 249.8 116.9  79.5  36.8 1564.6

注 1）平均値は、各要素の月別の値を統計年数(欠測等がなければ 30 年)について算術平均して求めたもので

あり、10 年ごとに見直される。 

2）表中の風速については 30 年分の資料がなく、統計年が 26 年(1975 年から 2000 年)のため準平年値と

なる。 

出典：｢日本気候表  その１｣ (平成 13 年  気象庁)より作成 

 

表 5.1.1- 2 風向・風速及び気温･湿度（南陽支所） 

項目 4 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 年間

最多風向 NW NW NW NW SE NW NW NW NW NW NW NW NW 

風速

(m/s) 
 2.7  2.4  2.4  2.5  2.7  2.3  2.1  1.9  2.1  2.6  2.7  2.4  2.4

平均気温

(℃) 
16.2 20.6 24.8 29.6 28.2 26.0 19.0 14.8 9.1 5.0 5.3 8.2 17.3

平均湿度

(％) 
54.5 71.3 70.4 67.7 71.7 73.0 71.0 67.0 64.1 61.3 63.0 61.0 66.4

出典：名古屋市公害総合監視センター調べ 
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（2） 大気質の状況 

事業実施区域及びその周辺に設置されている大気汚染常時監視測定局は、南陽支所と惟信高

校の２局である。 

また、粉じん（降下ばいじん）は、港区の国際留学生会館において測定されており、ダイオ

キシン類は富田支所で測定されている。 

大気質の測定地点は、図 5.1.1- 2 に示すとおりである。 

測定結果は、表 5.1.1- 3 に示すとおりである。
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ア  二酸化硫黄 

二酸化硫黄については、日平均値の２％除外値が平成 11～15 年度に南陽支所で 0.008～

0.016ppm、平成 10～14 年度に惟信高校で 0.011～0.017ppm 、また１時間値の最高値が平成

11～15年度に南陽支所で0.023～0.161ppm、平成10～14年度に惟信高校で0.031～0.139ppm 

であり、両測定局とも平成 12 年度を除き、環境基準（昭和 48 年環境庁告示第 35 号）及び

環境目標値（昭和 49 年名古屋市告示第 184 号）を達成している。 

平成 12 年度においては、三宅島の火山噴火の影響で９月中旬に高濃度日が２日続いたた

め、例年に比べてやや濃度が高くなっている。（出典：「平成 12 年度  大気汚染調査報告」（愛

知県）） 

 

表 5.1.1- 3(1)  二酸化硫黄の測定結果 

環境基準との対比 

有効測 

定日数 
測定時間 年平均値 

１ 時 間 値 が

 0.1ppm を超え

た時間数とそ

の割合 

日 平 均 値 が

0.04ppm を超

えた日数とそ

の割合 

１ 時 間

値 の 最

高値 

日 平 均

値の２％

除 外 値

日平均値が

0.04ppm を超

えた日が２

日以上連続

したことの

有無 

環境基準

の達成状

況 

環境目標

値の達成

状況 

測

定

局 

年度 

(日)  (時間) (ppm) (時間) (％) (日)  (％) (ppm) (ppm) 有×、無〇 
達 成 〇

非達成×

達 成 〇

非達成×

H11 358 8617 0.004 0 0 0 0 0.023 0.008 ○ ○ ○ 

H12 365 8702 0.005 3 0.0 2 0.5 0.141 0.014 × × × 

H13 365 8700 0.005 0 0 0 0 0.086 0.016 ○ ○ ○ 

H14 352 8431 0.004 2 0.0 0 0 0.126 0.012 ○ ○ ○ 

南

陽

支

所 

H15 342 8184 0.004 1 0.0 0 0 0.161 0.011 ○ ○ ○ 

H10 363 8708 0.006 0 0 0 0 0.031 0.012 〇 ○ ○ 

H11 365 8747 0.006 0 0 0 0 0.041 0.011 〇 ○ ○ 

H12 364 8722 0.007 2 0.0 2 0.5 0.139 0.014 × × × 

H13 365 8735 0.007 0 0 0 0 0.079 0.017 〇 ○ ○ 

惟

信

高

校 

H14 365 8734 0.007 1 0.0 0 0 0.106 0.016 ○ ○ ○ 

注 1）南陽支所での測定は、平成 15 年度末で廃止された。 

2）惟信高校での測定は、平成 14 年度末で廃止された。 

3）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

（昭和 48 年環境庁告示第 35 号） 

環境目標値：１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であるこ 

と。（昭和 49 年名古屋市告示第 184 号） 

出典：「平成 10～15 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）及び「平成 10～15 年度  大気環境調査報告書」（名

古屋市環境局）より作成 
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イ  二酸化窒素 

二酸化窒素については、日平均値の年間 98％値が南陽支所で 0.043～0.045ppm、惟信高校

で 0.040～0.047ppm であり、両測定局とも環境基準（昭和 53 年環境庁告示第 38 号）を達成

し、環境目標値（昭和 54 年名古屋市告示第 41 号）には惟信高校で平成 16 年度に達成して

いるが、南陽支所では達成しない状態が続いている。 

一酸化窒素については、日平均値の年間 98％値が南陽支所で 0.064～0.085ppm、惟信高校

で 0.055～0.080ppm である。 

窒素酸化物については、日平均値の年間 98％値が南陽支所で 0.105～0.126ppm、惟信高校

で 0.090～0.121ppm である。 

 

表 5.1.1- 3(2)  二酸化窒素の測定結果 

環境基準との対比 

有効測 

定日数 
測定時間 年平均値 日平均値が 0.06

ppm を超えた日

数 と そ の 割 合

日平均値が 0.04

ppm 以上 0.06ppm

以下の日数とそ

の割合 

１ 時 間

値の最高

値 

日 平 均 

値 の 年 

間 98％ 

値 

環境基準 

の達成状 

況 

環境目標

値の達成

状況 
測

定

局 

年度 

(日) (時間) (ppm) (日) (％) (日) (％) (ppm) (ppm) 
達 成 〇 

非達成× 

達 成 〇

非達成×

H12 364 8698 0.026 0 0 41  11.3 0.082 0.045 ○ × 

H13 363 8684 0.026 1 0.3 29 8.0 0.085 0.044 ○ × 

H14 364 8704 0.025 0 0 35  9.6 0.086 0.044 ○ × 

H15 365 8733 0.024 0 0 15  4.1 0.086 0.043 ○ × 

南

陽

支

所 
H16 351 8463 0.023 0 0 18  5.1 0.081 0.043 ○ × 

H12 355 8584 0.025 0 0 44 12.4 0.090 0.047 ○ × 

H13 365 8733 0.024 0 0 15  4.1 0.078 0.042 ○ × 

H14 365 8728 0.024 0 0 36  9.9 0.094 0.045 ○ × 

H15 365 8722 0.025 0 0 38 10.4 0.086 0.047 ○ × 

惟

信

高

校 
H16 347 8267 0.021 0 0  8  2.3 0.090 0.040 ○ ○ 

注）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

（昭和 53 年環境庁告示第 38 号） 

環境目標値：１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であること。（昭和 54 年名古屋市告示第 41 号） 

出典：「平成 12～16 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）及び「平成 12～16 年度  大気環境調査報告書」（名

古屋市環境局）より作成 
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表 5.1.1- 3(3)  一酸化窒素の測定結果 

有効測定日数 測定時間 年平均値
１時間値の 

最高値 

日平均値の 

年間 98％値 

 測

定

局 

年度 

(日) (時間) (ppm) (ppm) (ppm)  

H12 364 8698 0.022 0.351 0.085  

H13 363 8684 0.020 0.237 0.074  

H14 364 8704 0.019 0.424 0.082  

H15 365 8733 0.018 0.226 0.084  

南

陽

支

所 
H16 351 8463 0.016 0.284 0.064  

H12 355 8584 0.018 0.368 0.075  

H13 365 8733 0.016 0.259 0.064  

H14 365 8728 0.017 0.394 0.080  

H15 365 8722 0.016 0.248 0.075  

惟

信

高

校 
H16 347 8267 0.012 0.259 0.055  

出典：「平成 12～16 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）より作成 

 

表 5.1.1- 3(4)  窒素酸化物（NO＋NO２）の測定結果 

有効測定日数 測定時間 年平均値
１時間値の

最高値 

日平均値の

年間98％値

  NO2 
 

NO＋NO2 
(年平均値) 

測

定

局 

年度 

(日) (時間) (ppm) (ppm) (ppm) (％) 

H12 364 8698 0.047 0.414 0.126 54.5 

H13 363 8684 0.045 0.281 0.117 56.8 

H14 364 8704 0.044 0.497 0.123 56.9 

H15 365 8733 0.041 0.275 0.120 57.6 

南

陽

支

所 
H16 351 8463 0.039 0.340 0.105 59.4 

H12 355 8584 0.043 0.442 0.116 58.8 

H13 365 8733 0.040 0.335 0.099 60.2 

H14 365 8728 0.041 0.478 0.121 58.5 

H15 365 8722 0.042 0.317 0.121 60.7 

惟

信

高

校 
H16 347 8267 0.033 0.312 0.090 64.2 

出典：「平成 12～16 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）より作成 
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ウ  浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質については、日平均値の２％除外値が、南陽支所では 0.066～0.085 mg/ m3、

惟信高校で 0.072～0.103 mg/m3 である。南陽支所では平成 12～16 年度、惟信高校では平成

13～16 年度に環境基準（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）及び環境目標値（昭和 60 年名古屋

市告示第 360 号）を達成している。 

 

表 5.1.1- 3(5)  浮遊粒子状物質の測定結果 

環境基準との対比 

有効測 

定日数 
測定時間 年平均値 

１ 時 間 値 が

0.20mg/m3 を

超えた時間数

とその割合 

日 平 均 値 が

0.10mg/m3 を

超えた日数と

その割合 

１時間

値の最

高値 

日 平 均

値の２％

除 外 値

日 平均 値 が 

0.10mg/m3 を 

超え た 日が

２日以上連続

し た こ と の 

有無 

環境基準

の達成状

況 

環境目標

値の達成

状況 

測

定

局 

年度 

(日) (時間) (mg/m3) (時間) (％) (日) (％) (mg/m3) (mg/m3) 有×、無〇 
達 成 〇

非達成×

達 成 〇

非達成×

H12 360 8620 0.036  7 0.1  2 0.6 0.308 0.085 ○ ○ ○ 

H13 365 8699 0.035  7 0.1  1 0.3 0.232 0.073 ○ ○ ○ 

H14 358 8541 0.031  1 0.0  1 0.3 0.201 0.076 ○ ○ ○ 

H15 358 8576 0.029  1 0.0  0 0 0.211 0.066 ○ ○ ○ 

南

陽

支

所 

H16 365 8713 0.034  0 0  0 0 0.176 0.071 ○ ○ ○ 

H12 362 8708 0.045 21 0.2  9 2.5 0.282 0.103 ○ × × 

H13 365 8741 0.041  9 0.1  2 0.5 0.242 0.089 ○ ○ ○ 

H14 362 8701 0.037  3 0.0  2 0.6 0.314 0.088 ○ ○ ○ 

H15 362 8636 0.036  1 0.0  1 0.3 0.205 0.079 ○ ○ ○ 

惟

信

高

校 

H16 365 8697 0.032  0 0  0 0 0.182 0.072 ○ ○ ○ 

注）環境基準：１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3 以下であること。 

（昭和 48 年環境庁告示第 25 号） 

  環境目標値：１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3 以下であるこ

と。（昭和 60 年名古屋市告示第 360 号） 

出典：「平成 12～16 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）及び「平成 12～16 年度  大気環境調査報告書」（名

古屋市環境局）より作成 
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エ  降下ばいじん 

港区の国際留学生会館における降下ばいじんの年平均値は、2.1～3.4 t/km2/月である。 

 

表 5.1.1- 3(6)  降下ばいじんの年平均値の経年変化 

単位：t/km2/月 

年    度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成 10 年度 平成 11 年度

港区(国際留学生会館) 2.9 2.1 3.4 2.8 2.4 

名古屋市平均 2.9 2.3 3.1 2.9 2.5 

注）降下ばいじんについては平成 11 年度で調査が終了していることから、平成７～11 年度の測定結果 

を記載した。  

出典：「平成 12 年版  名古屋市環境白書（資料編）」（名古屋市）より作成 
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出典：「平成７～11 年度  大気汚染調査報告」（愛知県）より作成 

 

図 5.1.1- 3  国際留学生会館における降下ばいじんの経月変化 



- 19 - 

オ  ダイオキシン類 

富田支所における平成 13～16 年度のダイオキシン類の年平均値は、0.077～0.14 

pg-TEQ/m3 であり、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準（平成 11 年環境庁告

示第 68 号）を達成している。 

 

表5.1.1- 3(7)  環境大気中のダイオキシン類の測定結果 

単位：pg-TEQ/m3 

年度 春季 夏季 秋季 冬季 
年 間 
平均値 

環境基
準の達
成状況 

環境基準

平成 13 年度 0.096 0.075 0.14 0.24 0.14 ○ 

平成 14 年度 0.11 0.066 0.13 0.17 0.12 ○ 

平成 15 年度 0.076 0.081 0.097 0.11 0.091 ○ 

平成 16 年度 0.087 0.031 0.10 0.088 0.077 ○ 

年 間 平 均

値で 0.6 

pg-TEQ/m3

以下 

出典：「平成13～16年度大気汚染調査報告」（愛知県）より作成 

 

（3） 騒音の状況 

ア  環境騒音 

事業実施区域及びその周辺では、平成 16 年度に表 5.1.1- 4 及び図 5.1.1- 4 に示す地点

において環境騒音が調査されている。 

 

表 5.1.1- 4  環境騒音調査地点 

調査地点 測定場所 用途地域 環境基準の類型

① 中川区富田町江松 準工業 Ｃ 

② 港区新茶屋五丁目 未指定 Ｂ 

③ 港区東茶屋一丁目 未指定 Ｂ 

④ 港区知多二丁目 第１種住居 Ｂ 

⑤ 港区船頭場三丁目 準工業 Ｃ 

⑥ 港区明正一丁目 準工業 Ｃ 

⑦ 港区当知三丁目 第１種住居 Ｂ 

⑧ 港区多加良浦町 第１種住居 Ｂ 

⑨ 港区宝神町会所裏 第１種住居 Ｂ 

出典：「名古屋市の騒音  環境騒音編（平成 16 年度）」(名古屋市環境局)より作成 
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調査結果は表 5.1.1- 5 に示すとおりであり、昼間の時間１地点、夜間の時間１地点で環

境基準を上回っていた。 

 

表 5.1.1- 5  環境騒音調査結果 

                                           単位：dB 

騒音レベル(ＬＡｅｑ) 環境基準 
調査地点 

昼間 夜間 昼間 夜間 
用途地域 

① 52 45 60 50 準工業 

② 50 43 55 45 未指定 

③ 54 47 55 45 未指定 

④ 49 39 55 45 第１種住居 

⑤ 52 43 60 50 準工業 

⑥ 60 48 60 50 準工業 

⑦ 56 43 55 45 第１種住居 

⑧ 50 41 55 45 第１種住居 

⑨ 54 44 55 45 第１種住居 

注1） 騒音レベルのうち  は、環境基準を上回った値である。 

 2)  昼間とは午前６時から午後10時までを、夜間とは午後10時から翌日の午前 

６時までをいう。 

出典：「名古屋市の騒音  環境騒音編（平成 16 年度）」（名古屋市環境局）より作成 
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イ  道路交通騒音 

事業実施区域及びその周辺では、平成 15 年度に道路交通騒音が表 5.1.1- 6 に示す地点に

おいて調査されている。 

国道 302 号では環境基準達成率が 100％であった。 

 

表 5.1.1- 6  道路交通騒音調査結果 

面的評価区間 面的評価結果 等価騒音 

レベル 

(dB) 
環境基準達成率 

(％) 
道路名 

起 点 終 点 
区間延長

（km) 
昼間 夜間 昼間 夜間 昼夜 

区間内

全戸数

(戸) 

国道１号 
中川区昭和橋

通 

中川区下之一

色町 
2.8  72  68 80 67 67 831 

国道１号 
中川区下之一

色町 
港区南陽町 1.9  69  66 90 76 76 608 

国道 302 号 港区南陽町 港区南陽町 1.5  62  59 100 100 100 329 

国道 302 号 港区南陽町 
中川区服部二

丁目 
1.7  62  57 100 100 100 400 

県道名古屋 

第２環状線 

港区小賀須二

丁目 
港区当知一丁目 1.7  70  66 94 79 79 383 

県道名古屋 

十四山線 

港区小賀須二

丁目 

港区春田野二

丁目 
1.5  68  65 96 79 79 503 

県道名古屋 

十四山線 

港区春田野二

丁目 
港区南陽町 2.4  70  67 76 59 59 339 

注）面的評価とは、道路から 50ｍ範囲内の全ての住居等について、騒音レベルを推計し、環境基準値 

と比較し、環境基準を達成する住居等の戸数及び割合を算出することにより行う評価。 

出典：「名古屋市の騒音  自動車騒音・振動編（平成 15 年度）」（名古屋市環境局）より作成 



- 23 - 

（4） 振動の状況 

事業実施区域及びその周辺では、平成 15 年度に道路交通振動が表 5.1.1- 7 に示す地点にお

いて調査されている。 

いずれの地点においても振動規制法第 16 条第１項に基づく道路交通振動の限度の値を下回

っていた。 

 

表 5.1.1- 7  道路交通振動調査結果 

単位：dB 

道路交通振動の限度 
道路名 測定地点の住所 

振動レベル

（Ｌ10） 昼間 夜間 
用途地域 

国道１号 中川区下之一色町 46 70 65 近隣商業 

国道 302 号 港区東蟹田 44 70 65 準工業 

県道名古屋 

第２環状線 
港区明正町 48 70 65 準工業 

県道名古屋 

十四山線 
港区七反野二丁目 45 70 65 近隣商業 

県道名古屋 

十四山線 
港区西福田四丁目 46 70 65 未指定 

注）振動レベルは昼間 10 分間における振動レベルの 80％レンジの上端値である。 

出典：「名古屋市の騒音  自動車騒音・振動編（平成 15 年度）」（名古屋市環境局）より作成 
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２  水環境の状況 

（1） 水象の状況 

事業実施区域の東側には、表 5.1.2- 1 に示す１級河川庄内川、１級河川新川、西側には２

級河川日光川、２級河川戸田川、２級河川福田川がある。 

また、事業実施区域内の雨水は、南側に位置する茶屋新田排水機場より準用河川東小川に流

入し、さらに、下流端の戸田茶屋排水機場より日光川へ流入しており、事業実施区域は日光川

水系となっている。 

 

表 5.1.2- 1  水象の状況 

水系名 河川名 河川延長(ｍ) 流域面積(km2) 

庄内川 庄内川 52,697   1,013.0 

庄内川 新  川 24,278     245.4 

日光川 日光川 41,034     296.2 

日光川 戸田川 6,911      13.7 

日光川 福田川 15,875      37.3 

日光川 東小川 597       4.4 

出典：「平成８年４月１日現在 愛知県河川一覧表」（愛知県土木部）及び「市政 2001」 

(名古屋市）より作成 
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（2） 水質の状況 

事業実施区域及びその周辺では、図 5.1.2- 1 に示すように、日光川（日光大橋）、庄内川（庄

内新川橋）、新川（日の出橋）、戸田川（新東福橋）及び福田川（新西福橋）の５地点で水質調

査が実施されている。平成 12～16 年度の水質調査結果（年平均値・75％値）は表 5.1.2- 2 に

示すとおりである。 

 

「水質汚濁に係る環境基準」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号）の類型のうち、庄内川はＤ類

型、日光川と新川はＥ類型に指定されており、日光川の日光大橋は、環境基準点である。 

庄内川、新川、戸田川、福田川では、名古屋市公害防止条例（平成 15 年 10 月からは、市民

の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例）に基づく「水質汚濁に係る環境目標値」（昭

和 49 年名古屋市告示第 184 号）（以下、「環境目標値」という。）の地域区分のうち「Ｂ区分」

が指定されている。 

 

日光川では、ｐＨの年平均値が 6.9～7.1、ＤＯの年平均値が 4.3～6.3mg/L、ＳＳの年平均

値が 8 ～11mg/L であった。ＢＯＤの 75％値は 4.5～6.8mg/L であり、環境基準Ｅ類型（環境

基準：10mg/L 以下）に適合していた。 

庄内川では、ｐＨの年平均値が 7.1～7.2、ＤＯの年平均値が 6.6～7.4mg/L、ＳＳの年平均

値が 10～12mg/L であった。ＢＯＤの 75％値は 1.9～3.0mg/L であり、環境目標値（Ｂ区分：

8mg/L 以下）に適合していた。 

新川では、ｐＨの年平均値が 7.1～7.2、ＤＯの年平均値が 4.5～5.7mg/L、ＳＳの年平均値

が 9～17mg/L であった。ＢＯＤの 75％値は 2.8～5.8mg/L であり、環境目標値（Ｂ区分：8mg/L

以下）に適合していた。 

戸田川では、ｐＨの年平均値が 8.7～9.2、ＤＯの年平均値が 13～15mg/L、ＳＳの年平均値

が 28～35mg/L であった。ＢＯＤの 75％値は 10～16mg/L であり、環境目標値（Ｂ区分：8mg/L

以下）に適合していなかった。 

福田川では、ｐＨの年平均値が 7.0～7.1、ＤＯの年平均値が 4.6～5.9mg/L、ＳＳの年平均

値が 8～12mg/L であった。ＢＯＤの 75％値は 6.6～8.7mg/L であり、平成 12、14、15、16 年

度は環境目標値（Ｂ区分：8mg/L 以下）に適合していた。 

健康項目は、日光川（日光大橋）ではいずれの項目においても、環境基準を達成していた。 





- 27 - 

表 5.1.2- 2(1) 水質調査結果 
 

地  点 ①日光川（日光大橋） ②庄内川（庄内新川橋） 

年  度 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 

ｐＨ(年平均値) 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 

ＤＯ(年平均値) 6.3 4.3 5.0 5.2 5.3 7.4 6.9 6.6 7.0 6.8 

(75％値) 6.8 5.0 5.0 4.5 4.7 1.9 2.6 2.4 3.0 2.2 
ＢＯＤ 

(年平均値) 6.0 4.9 4.4 3.9 3.5 2.0 2.3 2.3 2.5 1.9 

ＳＳ(年平均値) 11 9 8 10 8 12 11 11 11 10 

環境基準の達成状況 注2） ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － 

環境目標値の達成状況 注3） － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ 

 

表 5.1.2- 2(2) 水質調査結果 
 

地  点 ③新川（日の出橋） ④戸田川（新東福橋） 

 年  度 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 

ｐＨ(年平均値) 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 8.7 9.2 9.2 8.9 9.0 

ＤＯ(年平均値) 5.0 4.5 5.7 5.6 5.5 15 15 15 14 13 

(75％値) 3.6 5.8 3.4 2.8 2.9 16 14 12 12 10 
ＢＯＤ 

(年平均値) 3.0 4.6 3.2 2.7 2.7 13 12 11 10 10 

ＳＳ(年平均値)  9 12 17 12 12 33 35 33 33 28 

環境基準の達成状況 注2） － － － － － － － － － － 

環境目標値の達成状況 注3） ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 

 
表 5.1.2- 2(3) 水質調査結果 

 

地  点 ⑤福田川（新西福橋） 

 年  度 12 13 14 15 16 

ｐＨ(年平均値) 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 

ＤＯ(年平均値) 4.8 4.6 4.8 4.8 5.9 

(75％値) 6.6 8.7 7.0 7.0 6.6 
ＢＯＤ 

(年平均値) 4.9 6.2 5.4 5.4 4.9 

ＳＳ(年平均値) 10 10 12  8  8 

環境基準の達成状況 注2） － － － － － 

環境目標値の達成状況 注3） ○ × ○ ○ ○ 

 
注 1）  ｐＨ   ：水素イオン濃度          ＤＯ   ：溶存酸素量(mg/L)       

      ＳＳ   ：浮遊物質量(mg/L)        ＢＯＤ ：生物化学的酸素要求量(mg/L) 
 
2）ＢＯＤに係る環境基準の達成状況を示した。 

なお、庄内川（庄内新川橋）、新川（日の出橋）については環境基準点でないため、また、戸田川（新

東福橋）、福田川（新西福橋）は、環境基準が指定されていないため「－」とした。 
 
3）ＢＯＤに係る環境目標値の達成状況を示した。 

なお、日光川（日光大橋）については、環境目標値が指定されていないため「－」とした。 
 

出典：｢平成 12～16 年度  公共用水域及び地下水の水質調査結果｣（愛知県）及び｢平成 12～16 年度 公共用

水域及び地下水の水質常時監視結果｣（名古屋市環境局）より作成 
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（3） 水底の底質の状況 

事業実施区域及びその周辺では図 5.1.2- 1 に示す①日光川（日光大橋）と②庄内川（庄内

新川橋）で水底の底質調査が実施されている。平成 12～16 年度の水底の底質調査結果は、表

5.1.2- 3 に示すとおりである。 

日光川日光大橋では「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を

含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 14 年環境省告示第 46 号）に定める環境基準の

150 pg-TEQ/g 以下であった。 

いずれの調査地点においても、「底質の暫定除去基準」（昭和 50 年 10 月 28 日付け環水管第

119 号）に定める総水銀（基準値 25ppm）とＰＣＢ（基準値 10ppm）は、基準値以下であった。 

 

表 5.1.2- 3(1)  水底の底質調査結果（①日光川日光大橋） 

調  査  年  度 
測  定  項  目 

平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度

 臭気 川 藻 臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 下水臭 

 強熱減量（％）     6.1 15.0 7.1 9.7 9.8 

 含水率（％）      54.9 60.8 41.1 44.5 41.0 

 酸化還元電位（mV）    -160 -180    -230    -420    -160 

礫（2mmメッシュ以上：％）     8.9 <0.1     1.9     1.1     3.5 

砂質（63μｍメッシュ以上：％）      69.5 46.4      94.6      37.7      63.7 
粒度
分布 

泥質（％）      21.6 53.6       3.5      61.2      32.8 

 ｐＨ       6.9 6.8       6.9       6.8       6.7 

 ＣＯＤ（mg/g）      35 58      24      35      35 

 全硫化物（mg/g）       0.42  0.84       0.23        0.55        0.34 

 ヨウ素消費量（mg/g）       8.1 17.0       6.7     －     － 

 カドミウム（ppm）       1.0 1.5       0.96       0.95       2.2 

 全シアン（ppm）      <0.5 <0.5      <0.5      <0.5      <0.5 

 鉛（ppm）      90 76      32      40      70 

 砒素（ppm）      22 24      26      31      17 

 総水銀（ppm）       0.40  0.41       0.51        0.25        0.09 

 アルキル水銀（ppm）      <0.01  <0.01      <0.01       <0.01       <0.01 

 ＰＣＢ（ppm）       0.27  0.07       0.06        0.17        0.02 

 フェノール類（ppm）       1.5 5.0       0.4       0.2       1.9 

 銅（ppm）     110 140      84     110     160 

 亜鉛（ppm）     590 1,000     180     680     550 

 クロム（ppm）     130 210     170     160      85 

 全窒素（ppm） 2200 4300 1900 3400 2900 

 全燐（ppm） 6900 13000     770    9600    7200 

 ダイオキシン類（pg-TEQ/g）      47 42       8.7     －       6.1 

注) 表中の－は未調査の項目である。  

出典：｢平成 12～16 年度  公共用水域及び地下水の水質調査結果｣（愛知県）、｢平成 12～16 年度  公共用水

域等水質調査結果(資料編)｣（愛知県）及び｢平成 13～17 年版  環境白書」（愛知県）より作成 
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表 5.1.2- 3(2)  水底の底質調査結果（②庄内川庄内新川橋） 

調  査  年  度 
測  定  項  目 

平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度

 臭気 硫化水素臭 硫化水素臭 海藻臭 硫化水素臭 下水臭 

 強熱減量（％）       5.2  2.6       4.1        5.6        8.1  

 含水率（％）      38.1  31.7      24.3       33.5       41.0  

 酸化還元電位（mV）    -50 -340    -370    -380    -180 

礫（2mmメッシュ以上：％） 4.2      <0.1      <0.1      <0.1       0.4 

砂質（63μｍメッシュ以上：％） 41.9  96.2       74.3       65.1       57.5  

粒
度
分
布 泥質（％） 54.0   3.8       25.7       34.9       42.1 

 ｐＨ       7.2  7.5       8.1        7.1        6.5  

 ＣＯＤ（mg/g）      18  2.6      10       13       25  

 全硫化物（mg/g）       1.0 0.24       0.08       0.69       0.25 

 ヨウ素消費量（mg/g）       4.9  2.9       2.8       －      － 

 カドミウム（ppm）       0.62 0.22       0.51       0.43       1.8 

 全シアン（ppm）      <0.5  <0.5      <0.5       <0.5       <0.5  

 鉛（ppm）      35  13      25       26       90  

 砒素（ppm）       7.6  2.4       4.3        9.5        6.2  

 総水銀（ppm）       0.13  0.06       0.13        0.10        0.56 

 アルキル水銀（ppm）      <0.01  <0.01      <0.01       <0.01       <0.01  

 ＰＣＢ（ppm）      0.07   <0.01      0.06        0.28        0.02    

 フェノール類（ppm）       1.5  0.1       0.7        0.6        0.5  

 銅（ppm）      61  19      41       40      130  

 亜鉛（ppm）     470  200     240      240      430  

 クロム（ppm）      42  15      29       23       32  

 全窒素（ppm）    1800 520     960    1100    3000  

 全燐（ppm）    990  260     380      650      960  

注) 表中の－は未調査の項目である。  

出典：｢平成 12～16 年度  公共用水域及び地下水の水質調査結果｣（愛知県）より作成 
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（4） 地下水の水質及び水位の状況 

ア  地下水の水質 

事業実施区域及びその周辺では表 5.1.2- 4 に示す地点で、地下水の水質調査が実施され

ている。平成 12～16 年度の地下水の水質調査結果は、表 5.1.2- 5 に示すとおりである。 

いずれの調査地点においても調査を実施した項目については、「地下水の水質汚濁に係る

環境基準」（平成９年環境庁告示第 10 号）に適合している。 

 

表 5.1.2- 4  地下水の水質調査地点 

調査年度 調査地点 使用用途 井戸の区分 

平成 12 年度 港区小碓一丁目 工業用水 深井戸 

平成 13 年度 中川区富田町大字江松字三日月 その他 深井戸 

平成 14 年度 中川区明徳町 工業用水 深井戸 

平成 15 年度 港区川間町 その他 深井戸 

平成 16 年度 港区当知二丁目 その他 深井戸 

注）深井戸とは、第一不透水層より下層で被圧地下水を採取する井戸である。 

出典：「平成 12～16 年度  公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」（名古屋市環境局）より作成 
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表 5.1.2- 5  地下水の水質調査結果                            

単位：mg/L  

  調査地点 

 調査項目 

港区小碓一

丁目 

中川区富田

町大字江松

字三日月 

中川区明徳

町 
港区川間町 

港区当知二

丁目 

カドミウム  <0.001 <0.001  <0.001  <0.001  <0.001 

全シアン  <0.1 <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

鉛  <0.005  <0.005  <0.005  <0.005  <0.005 

六価クロム  <0.04 <0.04  <0.04   <0.04  <0.04 

砒素  <0.005 <0.005  <0.005   0.009   0.005 

総水銀  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005 

アルキル水銀  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005 

ＰＣＢ  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005 

ジクロロメタン  <0.002 <0.002  <0.002  <0.002  <0.002 

四塩化炭素  <0.0002 <0.0002  <0.0002  <0.0002  <0.0002 

1,2-ジクロロエタン  <0.0004 <0.0004  <0.0004  <0.0004  <0.0004 

1,1-ジクロロエチレン  <0.002 <0.002  <0.002  <0.002  <0.002 

シス-1，2-ジクロロエチレン  <0.004 <0.004  <0.004  <0.004  <0.004 

1,1,1-トリクロロエタン  <0.0005 <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005 

1,1,2-トリクロロエタン  <0.0006 <0.0006  <0.0006  <0.0006  <0.0006 

トリクロロエチレン  <0.002 <0.002  <0.002  <0.002  <0.002 

テトラクロロエチレン  <0.0005 <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005 

1,3-ジクロロプロペン  <0.0002 <0.0002  <0.0002  <0.0002  <0.0002 

チウラム  <0.0006 <0.0006  <0.0006  <0.0006  <0.0006 

シマジン  <0.0003 <0.0003  <0.0003  <0.0003  <0.0003 

チオベンカルブ  <0.002 <0.002  <0.002  <0.002  <0.002 

ベンゼン  <0.001 <0.001  <0.001  <0.001  <0.001 

セレン  <0.002 <0.002  <0.002  <0.002  <0.002 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  <0.10 <0.10   0.59   0.35   0.11 

ふっ素   0.37   0.31   0.13   0.28   0.39 

ほう素   0.05   0.06   0.29   0.98   0.06 

  環境基準の適合 ○ ○ ○ ○ ○ 

  注 1）○は、調査を実施したすべての項目について環境基準に適合していることを示す。  

2）平成 14～16 年度は年１回の調査結果、平成 12、13 年度は年２回の平均値の調査結果である。 
 

   出典：「平成 12～16 年度  公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」（名古屋市環境局）より作成 
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イ  地下水位 

事業実施区域及びその周辺の地下水位の測定結果は、表 5.1.2- 6 に示すとおりである。 

地下水位の状況は、地下水汲み上げの影響により、夏季に低下、冬季に上昇する傾向を繰

り返しながら近年は緩やかな上昇を示している。 

 

表 5.1.2- 6 地下水位の観測結果 

                                                                             単位：ｍ 

                    年 

測定地点 
平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年

南  陽 １月 5.87 5.86 5.36 5.30 4.84 

(港  区) ８月 7.02 6.90 6.26 5.64 5.79 

東 亞 合 成 １月 5.46 5.30 4.63 4.55 4.50 

(港  区) ８月 5.87 5.22 4.74 4.61 4.36 

東海コンクリート １月 8.60 8.29 8.35 7.35 欠測 

(港  区) ８月 9.04 8.53 8.17 欠測 廃止 

注 1）数値は原点(T.P.=0m)から水面までの距離を示す。 

2）南陽(南陽中学校)の水位は１月及び 8 月における１時間ごとの値の月平均値、その他の水位は 1 月

及び 8 月における午前 10 時の測定値の月平均値である。 

出典：「平成 17 年版 名古屋市環境白書（資料編)」（名古屋市）より作成 
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３  土壌及び地盤の状況 

（1） 文献調査による土壌の状況   

事業実施区域及びその周辺の近傍の中川区、港区における土壌汚染に関する調査は、平成７

年度と平成 11 年度に実施されており、調査結果は表 5.1.3- 1 に示すとおりである。カドミウ

ム等９項目及びチウラム等４項目において「土壌の汚染に係る環境基準」（平成３年環境庁告示

第 46 号、改正平成６年環境庁告示第 25 号）に適合している。 

 

表 5.1.3- 1(1) 土壌汚染調査結果 

単位：mg/L 

調査地点 ｶﾄﾞﾐｳﾑ シアン 有機燐 鉛 
六価

クロム
砒素 総水銀

アルキル

水銀 
ＰＣＢ 

環境基準

の適合 

検体1 <0.001 <0.01 <0.1 <0.005 <0.01 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 中川区 

中須町 
検体2 <0.001 <0.01 <0.1 <0.005 <0.01 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

○ 

中川区助光三丁目 <0.001 － － <0.005 － <0.005 <0.0005 － － ○ 

中川区荒子二丁目 <0.001 － － <0.005 － <0.005 <0.0005 － － ○ 

検体1 <0.001 <0.01 <0.1 <0.005 <0.01 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 港区 

宝神四丁目 
検体2 <0.001 <0.01 <0.1 <0.005 <0.01 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

○ 

港区新茶屋四丁目 <0.001 － － <0.005 － <0.005 <0.0005 － － ○ 

港区善南町 <0.001 － － <0.005 － <0.005 <0.0005 － － ○ 

環境基準 0.01以下
検出され

ないこと 

検出され

ないこと
0.01以下 0.05以下 0.01以下 0.0005以下

検出され 

ないこと 
検出され 

ないこと  

注 1）平成 7 年度調査結果 

2）表中の－は未調査の項目である。 

3）○は、調査を実施したすべての項目について環境基準に適合していることを示す。 

出典：「平成８年版  名古屋市環境白書（資料編）」（名古屋市）より作成 

 

表 5.1.3- 1(2) 土壌汚染調査結果 

                                                 単位：mg/L 

調査項目 中川区吉津四丁目 中川区荒子二丁目 環境基準 環境基準の適合

 チウラム <0.0006 <0.0006 0.006以下 ○ 

 シマジン <0.0003 <0.0003 0.003以下 ○ 

 チオベンカルブ <0.002 <0.002 0.02以下 ○ 

 セレン <0.002 <0.002 0.01以下 ○ 

注 1）平成 11 年 10 月調査 

2）○は、調査を実施したすべての項目について環境基準に適合していることを示す。 

出典：｢平成 12 年版 名古屋市環境白書（資料編）｣（名古屋市）より作成 
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（2） 既往調査（名古屋市が事業実施区域で行った現地調査であり、以下「既往調査」という。）

による土壌の状況 

ア  既往調査（平成 10 年度） 

既往調査は平成 10 年 11 月に実施し、調査地点は図 5.1.3- 1 に示す３地点である。 

調査は表層土で実施し、「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年環境庁告示第

46 号）に定める測定方法とした。 

調査結果は、表 5.1.3- 2 に示すとおりである。 

いずれの地点もカドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキ

ル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレ

ン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、

チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、砒素（農用地･田に限る）、銅（農用地･田に限る）の

26 項目は土壌の汚染に係る環境基準に適合していた。 

また、カドミウム、砒素、鉛、総水銀の４項目については、底質調査方法（昭和 63 年９

月８日付け環水管第 127 号）に定める測定も実施した。 

いずれの地点も「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」（平成 11 年１月 29 日付け  環

水企第 29 号、環水土第 11 号）における含有量参考値（土壌の飛散や表面流出を防止する等

の観点から必要に応じ対策を講じようとする場合の参考値となる基準）以下であった。 

事業実施区域内には埋立処分場及び土壌汚染対策法の対象となる有害物質使用特定施設を

設置していた工場はない。 
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表 5.1.3- 2(1) 土壌調査結果（平成３年環境庁告示第 46 号に基づく試験） 

分 析 項 目 単位  No.１  No.２  No.３ 定量下限値 環境基準 

カドミウム mg/L   ND   ND   ND 0.001   0.01 以下 

全シアン mg/L   ND   ND   ND 0.1 検出されないこと

有機燐 mg/L   ND   ND   ND 0.1 検出されないこと

鉛 mg/L 0.008 0.007 0.006 0.005   0.01 以下 

六価クロム mg/L   ND   ND   ND 0.01   0.05 以下 

砒素 mg/L   ND   ND   ND 0.005   0.01 以下 

総水銀 mg/L   ND   ND   ND 0.0005   0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L   ND   ND   ND 0.0005 検出されないこと

ＰＣＢ mg/L   ND   ND   ND 0.0005 検出されないこと

ジクロロメタン mg/L   ND   ND   ND 0.002   0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L   ND   ND   ND 0.0002   0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L   ND   ND   ND 0.0004   0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L   ND   ND   ND 0.002   0.02 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L   ND   ND   ND 0.004   0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L   ND   ND   ND 0.001   1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L   ND   ND   ND 0.0006   0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L   ND   ND   ND 0.002   0.03 以下 

テトラクロロエチレン mg/L   ND   ND   ND 0.0005   0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L   ND   ND   ND 0.0002   0.002 以下 

チウラム mg/L   ND   ND   ND 0.0006   0.006 以下 

シマジン mg/L   ND   ND   ND 0.0003   0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L   ND   ND   ND  0.002   0.02 以下 

ベンゼン mg/L   ND   ND   ND 0.001   0.01 以下 

セレン mg/L   ND   ND   ND 0.002   0.01 以下 

砒素(農用地･田に限る) mg/kg 1.0 1.0   ND 0.4  15 未満 

銅  (農用地･田に限る) mg/kg 5.9 2.8 5.8 0.5 125 未満 

注）N D は定量下限値未満であることを示す。 

 

表 5 . 1 .3-  2 ( 2 )  土壌調査結果（底質調査方法に基づく含有量試験） 

分 析 項 目 単 位 No.１ No.２ No.３ 含有量参考値 

カドミウム mg/kg 0.23 0.23 0.16 9 

砒素 mg/kg 4.5 5.5 2.9 50 

鉛 mg/kg 26 26 15 600 

総水銀 mg/kg 0.13 0.15 0.02 3 
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イ  既往調査（平成 15 年度） 

既往調査は平成 15 年 12 月 11 日に実施し、調査地点は図 5.1.3- 2 に示す斎場施設の建設

予定地１地点である。 

調査方法は「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年環境庁告示第 46 号）、「土壌

汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」

（平成 12 年 1 月  環境庁水質保全局土壌農薬課編）及び底質調査方法（昭和 63 年９月８日

付け環水管第 127 号）に定める方法とした。 

試料は、表層（地表から深さ５cm）の土壌と深さ５cm から 50cm までの土壌を各５地点採

取し、混合して１つの分析試料とした。 

なお、揮発性有機化合物の試料は１地点より採取し、分析試料とした。ダイオキシン類に

ついては地表から深さ５cm の土壌を各５地点採取し、混合して１つの分析試料とした。 

調査結果は、表 5.1.3- 3 に示すとおりであり、いずれの項目においても土壌の汚染に係

る環境基準に適合しており、土壌汚染対策法に定める含有量基準以下であった。 

また、いずれの地点も「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」（平成 11 年１月 29 日

付け  環水企第 29 号、環水土第 11 号）における含有量参考値（土壌の飛散や表面流出を防

止する等の観点から必要に応じ対策を講じようとする場合の参考値となる基準）以下であっ

た。 
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表 5 . 1 .3-  3 ( 1 )   土壌調査結果 

                平成３年環境庁告示第 46 号及び平成 11 年環境庁告示第 68 号に基づく試験 

分 析 項 目 単位 調査結果 定量下限値 環境基準 

カドミウム mg/L <0.001  0.001   0.01 以下 

全シアン mg/L <0.1  0.1 検出されないこと 

有機燐 mg/L <0.1  0.1 検出されないこと 

鉛 mg/L 0.009 0.005   0.01 以下 

六価クロム mg/L <0.01  0.01   0.05 以下 

砒素 mg/L 0.008  0.005   0.01 以下 

総水銀 mg/L <0.0005  0.0005   0.0005 以下 

アルキル水銀 mg/L <0.0005  0.0005 検出されないこと 

ＰＣＢ mg/L <0.0005 0.0005 検出されないこと 

ジクロロメタン mg/L <0.002  0.002   0.02 以下 

四塩化炭素 mg/L <0.0002  0.0002   0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004  0.0004   0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002  0.002   0.02 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 0.004   0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.001 0.001   1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 0.0006   0.006 以下 

トリクロロエチレン mg/L <0.002 0.002   0.03 以下 

テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 0.0005   0.01 以下 

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 0.0002   0.002 以下 

チウラム mg/L <0.0006 0.0006   0.006 以下 

シマジン mg/L <0.0003 0.0003   0.003 以下 

チオベンカルブ mg/L <0.002 0.002   0.02 以下 

ベンゼン mg/L <0.001 0.001   0.01 以下 

セレン mg/L <0.002 0.002   0.01 以下 

ふっ素 mg/L 0.50 0.05   0.8 以下 

ほう素 mg/L 0.04 0.02   1 以下 

ダイオキシン類 pg－TEQ/g 0.43 － 1000 以下 
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表 5 . 1 .3-  3 ( 2 )   土壌調査結果（土壌汚染対策法に基づく含有量試験） 

分 析 項 目 単 位 調査結果 土壌含有量基準 

カドミウム及びその化合物 mg/kg <5   150 以下 

六価クロム化合物 mg/kg <2   250 以下 

シアン化合物 mg/kg <1    50 以下 

水銀及びその化合物 mg/kg    <0.05   15 以下 

セレン及びその化合物 mg/kg   <0.5  150 以下 

鉛及びその化合物 mg/kg 8  150 以下 

砒素及びその化合物 mg/kg 0.7  150 以下 

ふっ素及びその化合物 mg/kg 36 4000 以下 

ほう素及びその化合物 mg/kg <5 4000 以下 

 

表 5 . 1 .3-  3 ( 3 )  土壌調査結果（底質調査方法に基づく含有量試験） 

分 析 項 目 単 位 調査結果 含有量参考値 

カドミウム mg/kg 0.07 9 

砒素 mg/kg 2.6 50 

鉛 mg/kg 12 600 

総水銀 mg/kg 0.048 3 
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（3） 文献調査による地盤の状況 

事業実施区域及びその周辺では図 5.1.3- 3 に示す地点で、地盤沈下の状況が観測されてい

る。平成 12～16 年の地盤沈下量の観測結果を表 5.1.3-  4 に示す。港区新茶屋において 132cm、

また港区当知において 58cm の累積沈下量が観測されているが、これは沈下の著しかった昭和

40 年代に大きく累積したものである。現在は沈静化しており、新茶屋における過去５年間では

0.02cm 沈下している。 

 

表 5.1.3- 4 地盤沈下量の観測結果 

単位：cm 

年度 

 

観測地点 

測定開始 

 

平成 12 年 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 

測定開始か

らの累積沈

下量 

港区当知一丁目 

（国 1478） 

昭和36年 

2月 
△0.26 0.06 △0.24 △0.19 0.18 58.32 

港区新茶屋四丁目 

（Ｎ201） 

昭和37年 

 2月 
△0.31 0.12 0.06 △0.16 0.31 131.57 

注 1）△は地盤の隆起を示す。 

  2）観測地点の( )は、水準点番号を示す。 

出典：「平成 17 年版 名古屋市環境白書（資料編）」（名古屋市）より作成 
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事業実施区域周辺では、図 5.1.3- 4 に示す地点でボーリング調査が実施されている。 

ボーリング柱状図は図 5.1.3- 5 に示すとおりであり、事業実施区域周辺では沖積層（南陽

層）が分布し、下位には洪積層（熱田層）が分布する。  

事業実施区域周辺における沖積層の層厚は 10～40ｍであり、下部粘土層、上部砂層、最上部

粘土層に区分される。 

標準貫入試験結果から沖積層におけるＮ値の平均値は、粘性土層（粘土層及びシルト層）で

３、砂層で 11 であり、特に、粘性土層は、Ｎ値０の範囲もある極めて軟弱な地盤である。 
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（4） 既往調査による地盤の状況 

既往調査は平成 14 年３月に実施し、調査地点は図 5.1.3- 6 に示す１地点である。 

調査結果は、図 5.1.3- 7 に示すとおりである。 

沖積層は、深さ 1.15～5.7ｍに砂層、5.7～15.0ｍに粘性土層が分布し、Ｎ値はそれぞれ 4

～18、0～4 の範囲である。 

15.0ｍ以深に分布する洪積層は、砂層が優勢であり、Ｎ値は 9～50 以上の範囲である。 

沖積層の粘性土層を対象に乱さない試料を３箇所で採取し、室内土質試験を実施した。試験

方法は、日本工業規格に定める方法とし、土質試験結果は、表 5.1.3- 5 に示すとおりである。 
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表 5.1.3- 5  土質試験結果 

 

深        さ 
6.00m～ 

6.65m 

11.00m～ 

11.85m 

14.00m～ 

14.85m 

湿潤密度      ρt g/cm3 1.818 1.570 1.743 

乾燥密度     ρd g/cm3 1.357 0.925 1.223 

土粒子の密度   ρs g/cm3 2.669 2.690 2.693 

自然含水比    ｗｎ    ％ 34.0 69.7 43.2 

間 隙 比     ｅ 0.967 1.907 1.220 

一
般 

飽 和 度     Ｓｒ    ％ 93.9 98.3 95.3 

石     分   (75mm 以上)％ 0 0 0 

礫     分   ( 2 ～75mm)％ 0 0 0 

砂     分 (0.075～ 2mm)％ 22     3 34 

シルト分(0.005～0.075mm)％ 62 43 39 

粘土分   （0.005mm 未満）％ 16 54 27 

最大粒径               mm 0.250 0.425 4.75 

均等係数        Ｕｃ 19 - - 

50％粒径      D50   mm 0.033 0.0043 0.025 

粒
度 

20％粒径      D20   mm 0.0073 - 0.0027 

液性限界      ｗL   ％ 36.8 76.0 36.9 

塑性限界      ｗｐ   ％ 25.0 32.5 21.6 
特
性 

テ
ン
シ
ー

コ
ン
シ
ス

塑性指数      Ｉｐ 11.8 43.5 15.3 

地盤材料の 

分  類  名 

砂質シルト 

低液性限界 

粘土 

高液性限界 

砂質粘土 

低液性限界 分
類 

分類記号 (MLS) (CH) (CLS) 

試験方法 段階載荷 段階載荷 段階載荷 

圧縮指数       ＣC    0.27 0.70 0.48 
圧

密 
圧密降伏応力   ｐC kN/m２ 601 108 139 
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４  地形及び地質の状況 

（1） 地形の状況 

事業実施区域周辺は、濃尾平野南部に位置している。 

濃尾平野は新第三紀中新世～鮮新世頃から始まった濃尾傾動地塊運動により、西に傾斜しな

がら沈降した盆地に形成された平野である。（出典：「濃尾平野の地盤沈下と地下水」（昭和

60 年 東海三県地盤沈下調査会編） 

濃尾平野の地形分類図は、図 5.1.4- 1 に示すとおりである。 

濃尾平野の大半は、低平な沖積平野からなる。上流側から下流側へ①扇状地帯、②自然堤防

と後背湿地帯からなる氾濫平野、③三角州・干拓地帯と推移しており、事業実施区域は、濃尾

平野南部の干拓地帯に属している。 

事業実施区域の北西側に広がる三角州は、大部分が河川の沖積作用や海水準の低下などによ

って、奈良時代（約 1,200 年前）以降に陸化した低湿地である。（出典：「名古屋南部地域の

地質」（昭和 61 年 通商産業省工業技術院地質調査所）） 

事業実施区域が位置する干拓地は、主として江戸時代以降に造成されたものであり、潮汐低

地を人為的に陸域とした部分である。干拓・埋立の進展状況は、図 5.1.4- 2 に示すとおりで

あり、事業実施区域は、17 世紀後半に造成された地域である。 

図 5.1.4- 3 に示すとおり、三角州及び干拓地の大半は、海水準以下のゼロメートル地帯で

あり、極めて平坦な地形である。 

また、水害の状況は図 5.1.4- 4 に示すとおりであり、平成 12 年９月の東海豪雨では事業実

施区域の北側の一部において浸水していた。 

なお、事業実施区域周辺には、下記に該当する学術上または希少性の観点から重要な地形は

存在しない。 

①｢文化財保護法｣（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物、名

勝及び特別名勝 

②「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年愛知県条例第６号）に基づき指定される県指定の

天然記念物 

③「名古屋市文化財保護条例」（昭和 47 年名古屋市条例第４号）に基づき指定される市指

定の天然記念物 

④「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」（昭和 48 年愛知県条例第 3 号）に基づ

く自然環境保全地域 

⑤「第１回自然環境保全基礎調査(愛知県すぐれた自然図)」（1976 年 環境庁）に示され

ている地形 

⑥「第３回自然環境保全基礎調査（自然景観資源調査報告書）」（平成元年 環境庁）に

記載された地形 

⑦「日本の地形レッドデータブック第１集」（1994 年 日本の地形レッドデータブック作

成委員会）に記載された地形 
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（2） 地質の状況 

濃尾平野の地質層序は、表 5.1.4- 1 に示すとおりである。 

濃尾平野の地下には、完新世の南陽層、更新世の濃尾層、第一礫層、熱田層、第二礫層、海

部累層、第三礫層、弥富累層、更新世～鮮新世の東海層群の各層が累重している。 

濃尾平野東縁の丘陵地では、東海層群の下位には中新統があり、その下位には中・古生層及

び花崗岩が潜在することが確認されており、事業実施区域を含む濃尾平野南部についても同様

であるものと考えられている。（出典：「名古屋南部地域の地質」（昭和 61 年 通商産業省

工業技術院地質調査所） 

事業実施区域及びその周辺の地質平面図は図 5.1.4- 5 に示すとおりである。 

事業実施区域及びその周辺の表層に堆積する沖積層（南陽層）は、新生代第四紀完新世に生

成した堆積物であり、自然堤防・砂州堆積物の微高地の堆積物と潮汐低地・後背湿地・河道堆

積物の低湿地堆積物に大別される。 

自然堤防・砂州堆積物は、淡褐色を呈する中粒～細粒砂を主体とする。 

潮汐低地・後背湿地・河道堆積物の堆積物は、砂や軟弱な粘土・シルトよりなる。後背湿地・

河道堆積物は一般に腐食性に富み、部分的に泥炭状になっている。 

図 5.1.4- 5 に示されるように、事業実施区域における沖積層の基底面は北及び西に深く、

南及び東に浅くなる傾向にある。 

事業実施区域及びその周辺の地質断面図は、図 5.1.4- 6 に示すとおりである。 

事業実施区域の沖積層（南陽層）は、粘土・シルト及び砂の互層で構成されており、事業実

施区域の西側では埋没谷を埋めて層厚 40ｍに達する。 

なお、事業実施区域周辺には、下記に該当する学術上または希少性の観点から重要な地質は

存在しない。 

①｢文化財保護法｣（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物、名

勝及び特別名勝 

②「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年愛知県条例第６号）に基づき指定される県指定の

天然記念物 

③「名古屋市文化財保護条例」（昭和 47 年名古屋市条例第４号）に基づき指定される市指

定の天然記念物 

④「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」（昭和 48 年愛知県条例第 3 号）に基づ

く自然環境保全地域 

⑤「第１回自然環境保全基礎調査(愛知県すぐれた自然図)」（1976 年 環境庁）に示され

ている地質 

⑥「第３回自然環境保全基礎調査（自然景観資源調査報告書）」（平成元年 環境庁）に

記載された地質 

⑦「日本の地形レッドデータブック第１集」（1994 年 日本の地形レッドデータブック作

成委員会）に記載された地質 
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表 5.1.4- 1 濃尾平野の地質層序及び地史 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「名古屋南部地域の地質」（昭和61年 通商産業省工業技術院地質調査所）より作成 

 

地 史

完新世 南 陽 層

濃 尾 層

第 一 礫 層

埋没低地
段 丘 群

熱田層
上 部

下 部

第 二 礫 層

海 部 累 層

第 三 礫 層

弥 富 累 層

東 海 層 群鮮新世

中新世 （中 新 統）

古第三紀

白 亜 紀

ジュラ紀

三 畳 紀

二 畳 紀

新

第

三

紀

中

期

前
期

美濃帯の中・古生層

中
生
代

古
生
代

現濃尾平野面の形成
縄文海進

更新世最末期小海面上昇

最終氷期海面最低下期

海面低下期の海面小変動

熱田期の濃尾平野面の形成

海面小変動期

御岳火山の活動

熱田海進（最終間氷期）

氷期海面低下期

小氷期・間氷期の繰り返し

氷期

氷河性海面変動の繰り返し

湖盆の消滅

東海湖期

湖盆の発生

平坦化期

第一瀬戸内海の海進期

地向斜時代

基
盤
の
波
曲
変
形

湖
盆
沈
降
軸の

北
遷

濃
尾
傾
動
地
塊
の
沈
降
運
動

断
層
地
塊
運
動
の
活
発
化

猿
投
変
動（

萠
芽
期
）

静穏期
中新世後期の断裂運動

地 層 名地 質 時 代

新

生

代

後

期
第

四

紀

更

新

世

注）地層名欄の区分線は ：不整合、 ：整合を示す。注）地層名欄の区分線は ：不整合、 ：整合を示す。 
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５  動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

（1） 文献調査による動物相の概況 

事業実施区域及びその周辺の自然環境は水田が大部分を占める。このほか河川の下流域や河

口の一部にヨシ群落を中心とした河川敷の自然環境が分布するほか、所々に畑地・草地が点在

しており、まとまった面積を有する森林は全く見られない。名古屋市港区・中川区では市街地

も目立ち、港湾部の埋立地は工業地となっている。このような環境では、単純な植生を反映し

て、動物相もまた貧弱である。 

文献調査によると、事業実施区域及びその周辺における動物相は、哺乳類では、イタチ（①：

本ページ下段に示す出典の文献番号を示す。）、コウベモグラ（①）等が耕作地や草地に生息し、

クマネズミ（②）、ドブネズミ（②）、アブラコウモリ（①）等が市街地に生息している。 

鳥類ではシギ・チドリ類、カモ類、サギ類などが河川や水田等の低地に生息し、オオタカ（④）、

ハイタカ（②）、チョウゲンボウ（④）等の猛禽類が餌を求めて飛来する。また市街地には、ス

ズメ（①）、カラス（①）、ツバメ（③）等が生息する。 

爬虫類ではカメ類が河川に生息し、ヘビ類は餌となるカエル類が豊富な水田を中心に広く生

息している。住宅地にはヤモリ（①）等が、生息している。また、両生類は水田環境の広がり

を反映して、トノサマガエル（②）やダルマガエル（①）等、多くのカエル類の生息が確認さ

れている。 

魚類では、内湾にはボラ（③）やハゼ（③）等、河川にはコイ（③）やフナ（③）等、水田

や農業用水路にはメダカ（①）やドジョウ（②）等が生息している。 

昆虫類ではコウチュウ目、チョウ目、カメムシ目、バッタ目の昆虫が多く生息し、種構成を

見ると草地の環境に適応した種が多い。また水田や水路等に生息するトンボ目昆虫も多く確認

されている。クモ類はジョロウグモ（②）等が生息する。 

 

出典：①｢名古屋市及び近隣に生息する動物に関する調査報告｣（平成 5 年 3 月 名古屋市環境保全

局） 

②｢愛知の動物 愛知文化シリーズ(3)｣(昭和 59 年 愛知県郷土資料刊行会) 

③｢中川区史｣(昭和 62 年 10 月 中川区制施行 50 周年記念誌編集委員会) 

④｢愛知の野鳥 1995｣(平成 8 年 3 月 愛知県農地林務部自然保護課) 

なお、とりまとめにおいては以下の文献も参照した。 

｢第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 愛知県｣(昭和 56 年 環境庁) 

｢愛知県の両生類・は虫類｣(平成 8 年 3 月 愛知県) 

｢新修名古屋市史 第 8 巻自然編｣(平成 9 年 3 月 新修名古屋市史編集委員会) 

｢飛島村史｣（平成 12 年 3 月 飛島村史編さん委員会・飛島村史調査編集委員会） 

｢名古屋の史跡と文化財（新訂版）｣(平成 2 年 3 月 名古屋市教育委員会) 

｢名古屋の野鳥｣(平成 3 年 2 月 名古屋市農政緑地局) 

｢名古屋の野鳥｣(平成 8 年 3 月 名古屋市農政緑地局) 
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｢名古屋の野鳥｣(平成 13 年 3 月 名古屋市緑政土木局) 

｢愛知の文化財｣(平成 10 年 3 月 愛知県教育委員会文化財課) 

｢自然環境保全基礎調査 愛知県すぐれた自然図｣(昭和 51 年 環境庁) 

｢愛知県の昆虫(上･下)｣(上巻：平成 2 年 3 月・下巻：平成 3 年 3 月 愛知県農地林務部自

然保護課) 

｢第 2 回自然環境保全基礎調査 日本の重要な両生類・は虫類  東海版｣(昭和 57 年 3 月 

環境庁) 

｢第 2 回自然環境保全基礎調査 日本の重要な昆虫類 東海版｣(昭和 55 年 6 月 環境庁) 

｢保全を要する自然環境要素分布調査報告書｣(平成元年 3 月 愛知県農地林務部) 

｢愛知県鳥獣保護区等位置図｣(平成 13 年度 愛知県) 

｢愛知県の絶滅のおそれのある野生生物 レッドデータブックあいち－動物編－｣(平成 14

年 3 月 愛知県) 

｢名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックなごや２００４－動物編

－｣(平成 16 年 3 月  名古屋市） 

 

（2） 既往調査による動物の生息状況 

既往調査における調査方法は表 5.1.5- 1、調査時期は表 5.1.5- 2 に示すとおりである。 

既往調査の調査範囲は、事業実施区域である。 

 

表 5.1.5- 1 既往調査の調査方法 

調 査 項 目 調 査 手 法 

哺乳類 目視確認、フィールドサイン法、トラップ法 

鳥類 ラインセンサス法、定点観察法、任意観察 

両生類・爬虫類 目視確認、捕獲確認、鳴き声確認 

魚介類（魚類、貝類、甲殻類） 目視確認、捕獲確認 

昆虫類 任意採集、ライトトラップ法、ベイトトラップ法 

陸産貝類 任意採集 
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表 5.1.5- 2 既往調査の調査時期 

調査項目 調査時期 

哺乳類 平成 10 年 

6 月 8 日～ 

6 月 9 日 

平成 10 年 

7 月 29 日～ 

7 月 30 日 

平成 10 年 

9 月 3 日～ 

9 月 4 日 

平成 10 年 

12 月 21 日～

12 月 22 日 

ラインセンサス

調査 

定点観察調査 

平成 10 年 

6 月 16 日 

平成 10 年 

7 月 30 日 

平成 10 年 

10 月 13 日 

平成 10 年   

12 月 25 日  
鳥
類 

任意観察調査 平成 10 年 

6 月 17 日 

平成 10 年 

7 月 31 日 

平成 10 年 

10 月 14 日 

平成 10 年   

12 月 24 日  

両生類・爬虫類 平成 10 年 

6 月 8 日～ 

6 月 9 日     

平成 10 年 

7 月 29 日～ 

7 月 30 日 

平成 10 年 

9 月 3 日～ 

9 月 4 日      

 

魚介類 平成 10 年 

5 月 26 日～ 

6 月 8 日 

平成 10 年 

8 月 18 日 

    

昆虫類 平成 10 年 

6 月 8 日～ 

6 月 9 日     

平成 10 年 

7 月 29 日～ 

7 月 30 日 

平成 10 年 

9 月 3 日～ 

9 月 4 日      

 

陸産貝類 平成 10 年 

6 月 8 日～ 

6 月 9 日     

平成 10 年 

7 月 29 日～ 

7 月 30 日 

平成 10 年 

9 月 3 日～ 

9 月 4 日      

 

 

ア  哺乳類 

既往調査によると、アブラコウモリ、クマネズミ、ヌートリアの２目３科３種が確認され

た。このうちヌートリアは南アメリカ原産の外来種である。水辺を好む大型のネズミ類で、

河川・水路沿いや水田において足跡が確認された。またアブラコウモリは、夜間に調査地域

全域で多数確認された。クマネズミは住宅地で死骸を確認した。イタチやウサギ等の中型・

大型哺乳類は確認されなかった。 

イ  鳥類 

既往調査によると、11 目 27 科 64 種が確認された(ラインセンサス調査、定点観察調査、

任意確認調査の合計確認種数)。 

調査地域は水田を主体とした環境であり、サギ類、カモ類、シギ・チドリ類など水環境と

の結びつきの強い種が多く確認された。 

サギ類では、アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ等が水田や水路で採餌する行動が

確認された。 

カモ類では、マガモ、オナガガモが秋季から冬季に渡来し、水田や河川で休息する行動が

確認されたほか、留鳥であるカルガモが水田で繁殖しているのが確認された。 
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シギ・チドリ類では、ムナグロ、オジロトウネン、アオアシシギ、オグロシギ等が主とし

て秋季に旅鳥として渡来し、水田や休耕田で休息、採餌する行動が確認されたほか、留鳥で

あるケリの繁殖が休耕田で確認された。 

また、スズメ、カワラヒワ、キジバト、ムクドリ、ヒヨドリ等の住宅地・耕作地周辺に生

息する種も多く確認された。 

ウ  両生類・爬虫類 

既往調査によると、トノサマガエル、ダルマガエル等１目２科５種の両生類、クサガメ、

アオダイショウ等２目３科５種の爬虫類が確認された。 

調査地域は、水田地帯が広がっており、アマガエル、トノサマガエル、ダルマガエル、ヌ

マガエルといったカエル類が多く確認された。またカエル類等を餌とするシマヘビ、アオダ

イショウの生息も確認された。調査地域内を流れる水路や小河川ではウシガエル、クサガメ、

ミシシッピーアカミミガメが確認された。カナヘビは調査地域のほぼ全域で確認された。 

エ  魚介類 

既往調査によると、２目４科７種の魚類、３目４科４種の貝類及び甲殻類等が確認された。 

いずれも調査地域周辺の河川、水路等で比較的普通にみられる種であった。魚類で確認個

体数が多いのは、ギンブナ、モツゴ、カダヤシであった。また、メダカは近年都市部を中心

に減少しているとされるが、調査地域内では戸田川沿いの水路、地域中央部の水路及び地域

東部の水路で少数確認された。貝類ではヒメタニシ、甲殻類ではアメリカザリガニ、カイエ

ビ、スジエビが確認された。 

オ  昆虫類 

既往調査によると、14 目 107 科 304 種が確認された。確認種数はコウチュウ目昆虫が 87

種と最も多く、次いでチョウ目昆虫、カメムシ目昆虫、バッタ目昆虫、ハチ目昆虫の順であ

る。 

調査地域は森林が皆無で、大部分が水田として利用され、住宅地がこれに次ぐ広がりを持

つ。また戸田川堤防や調査地域南東部の道路予定地等に帯状に草地が残されている。 

このため確認された種は、食植性のコガネムシ類やハムシ類を始めとしたコウチュウ目昆

虫、幼虫が植物の葉を餌とするチョウ目昆虫、ヨコバイ、カメムシ等イネ科の害虫を主とす

るカメムシ目昆虫、食植性のバッタ目昆虫が多かった。その他、他の昆虫を捕食したり他昆

虫に寄生するハチ目昆虫も多かった。 

また人家周辺に生息するハエ目昆虫や、水田、水路などを利用する止水性のトンボ目昆虫

も比較的多く確認された。 

カ  陸産貝類 

既往調査によると、オカチョウジガイ、ナメクジ、ウスカワマイマイ等１目４科９種の陸

産貝類が確認された。いずれもこの地域の平地において比較的普通に見られる種類である。 
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（3） 動物の重要な種及び注目すべき生息地 

文献及び既往調査で確認された動物種のうち、学術上又は希少性の観点から重要な種（以下、

「重要な種」という）は、表 5.1.5- 3 に示すとおりである。 

また、既往調査における重要な種の確認位置は、図 5.1.5- 1 に示すとおりである。 

文献調査によると、事業実施区域及びその周辺の注目すべき生息地としては、港区藤前地区

の沖に広がる鳥獣保護区として「国設藤前干潟」があり、一部は特別保護地区となっている。

「愛知の野鳥 1995」によれば、「藤前干潟」は国内でも屈指の規模の干潟であり、多くのシ

ギ・チドリ類が渡りの中継地や越冬地としている。 

既往調査によると、事業実施区域には集団繁殖地、集団越冬地等の注目すべき生息地は確認

されなかった。 
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表 5.1.5- 3(1) 重要な動物種 

選定基準 確認状況
区 分 目 名 科 名 種  名 

1） 2） 3） 4） 5） 文献 既往

ｶﾔﾈｽﾞﾐ    VU EN ○  ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ 

ｱｶﾈｽﾞﾐ     VU ○  

ｲﾇ ﾀﾇｷ     VU ○  

哺乳類 

ﾈｺ 

ｲﾀﾁ ｲﾀﾁ     VU ○  

ﾖｼｺﾞｲ    EN EN ○  

ﾁｭｳｻｷﾞ   NT  NT ○ ○

ｻｷﾞ 

ｶﾗｼﾗｻｷﾞ   DD   ○  

ｺｳﾉﾄﾘ ｺｳﾉﾄﾘ 特 N CR   ○  

ｸﾛﾂﾗﾍﾗｻｷﾞ   CR   ○  

ｺｳﾉﾄﾘ  

ﾄｷ 

ｸﾛﾄｷ   DD   ○  

ﾏｶﾞﾝ 国  NT   ○  

ﾋｼｸｲ 国  VU   ○  

ｱｶﾂｸｼｶﾞﾓ   DD   ○  

ﾂｸｼｶﾞﾓ   EN   ○  

ｱｶﾊｼﾞﾛ   DD   ○  

ﾄﾓｴｶﾞﾓ   VU VU VU ○  

ﾋﾞﾛｰﾄﾞｷﾝｸﾛ    VU  ○  

ｶﾓ ｶﾓ 

ｶﾜｱｲｻ    NT  ○  

ﾐｻｺﾞ   NT NT NT ○  

ﾊﾁｸﾏ   NT VU VU ○  

ｵｼﾞﾛﾜｼ 国 N,I EN   ○  

ｵｵﾀｶ  N VU NT NT ○ ○

ﾂﾐ    NT NT ○  

ﾊｲﾀｶ   NT NT NT ○  

ｻｼﾊﾞ    VU  ○  

ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ    NT  ○  

ﾀｶ 

  

ﾁｭｳﾋ   VU EN VU ○ ○

ﾀｶ 

  

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ  N VU EN VU ○ ○

ｷｼﾞ ｷｼﾞ ｳｽﾞﾗ   DD DD DD ○  

ｸｲﾅ    NT NT ○  ﾂﾙ ｸｲﾅ 

  ﾋｸｲﾅ    VU VU ○  

ﾀﾏｼｷﾞ ﾀﾏｼｷﾞ    VU VU ○  

ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ    NT  ○ ○

ｼﾛﾁﾄﾞﾘ     VU ○  

ﾁﾄﾞﾘ  

ﾀﾞｲｾﾞﾝ    Lp*  ○  

ｵｼﾞﾛﾄｳﾈﾝ    NT  ○ ○

ｳｽﾞﾗｼｷﾞ    VU VU ○  

ﾊﾏｼｷﾞ    Lp**  ○  

ｺｵﾊﾞｼｷﾞ    NT  ○  

ｵﾊﾞｼｷﾞ    NT  ○  

ﾐﾕﾋﾞｼｷﾞ    NT  ○  

ｴﾘﾏｷｼｷﾞ    NT  ○ ○

ｷﾘｱｲ    VU  ○  

鳥類 

ﾁﾄﾞﾘ  

ｼｷﾞ 

  

ｼﾍﾞﾘｱｵｵﾊｼｼｷﾞ   DD DD DD ○  

注） *ダイゼンの越冬群として指定、 **ハマシギの越冬群として指定 
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表 5.1.5- 3(2) 重要な動物種 

選定基準 確認状況
区 分 目 名 科 名 種  名 

1） 2） 3） 4） 5） 文献 既往

ｵｵﾊｼｼｷﾞ    NT  ○  

ｶﾗﾌﾄｱｵｱｼｼｷﾞ  N CR CR  ○  

ﾂﾙｼｷﾞ    VU EN ○ ○

ｱｶｱｼｼｷﾞ   VU NT NT ○  

ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ    VU NT ○ ○

ｵｸﾞﾛｼｷﾞ    VU VU ○ ○

ｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ    NT VU ○  

ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ    NT NT ○  

ﾎｳﾛｸｼｷﾞ   VU VU VU ○  

 ｼｷﾞ 

ｵｵｼﾞｼｷﾞ   NT CR VU ○  

ｾｲﾀｶｼｷﾞ ｾｲﾀｶｼｷﾞ   EN VU NT ○  

ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ   VU EN NT ○  

ｵｵｱｼﾞｻｼ   VU   ○  

ﾁﾄﾞﾘ  

ｶﾓﾒ 

ｺｱｼﾞｻｼ  I VU NT VU ○ ○

ｼﾞｭｳｲﾁ    VU  ○  ﾎﾄﾄｷﾞｽ ﾎﾄﾄｷﾞｽ 

ﾂﾂﾄﾞﾘ    NT  ○  

ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ     VU ○  

ｺﾉﾊｽﾞｸ    CR EN ○  ﾌｸﾛｳ  ﾌｸﾛｳ 

ｱｵﾊﾞｽﾞｸ    NT VU ○  

ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ ﾖﾀｶ    NT CR ○  

ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ﾔﾏｾﾐ    VU  ○  

ﾂﾊﾞﾒ ｺｼｱｶﾂﾊﾞﾒ     NT ○  

ﾓｽﾞ ｱｶﾓｽﾞ   NT   ○  

ﾐｿｻｻﾞｲ ﾐｿｻｻﾞｲ    NT  ○  

ｺﾏﾄﾞﾘ    VU  ○  

ｺﾙﾘ    NT  ○  

ﾏﾐｼﾞﾛ    EN  ○  

ｸﾛﾂｸﾞﾐ    VU  ○  

ﾂｸﾞﾐ  

ｱｶﾊﾗ    VU  ○  

ﾋﾀｷ ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ    NT  ○  

ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ ｻﾝｺｳﾁｮｳ    NT  ○  

鳥類 

ｽｽﾞﾒ 

ﾎｵｼﾞﾛ ﾉｼﾞｺ   NT DD DD ○  

ｲｼｶﾞﾒ ｸｻｶﾞﾒ     NT ○ ○ｶﾒ 

ｽｯﾎﾟﾝ ｽｯﾎﾟﾝ   DD DD DD ○  

爬虫類 

ﾄｶｹﾞ ﾍﾋﾞ ｼﾏﾍﾋﾞ     NT ○ ○

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ     VU ○ ○両生類 ｶｴﾙ  ｱｶｶﾞｴﾙ 

ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ   VU NT CR ○ ○

ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ       NT ○  

ｻｹ ｱﾕ ｱﾕ       NT ○  

ｾﾞｾﾞﾗ       VU ○  ｺｲ ｺｲ 

ｲﾁﾓﾝｼﾞﾀﾅｺﾞ    EN VU EN ○  

魚類  

ﾒﾀﾞｶ ﾒﾀﾞｶ ﾒﾀﾞｶ   VU NT VU ○ ○

ﾑｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ     NT ○ ○

ﾍﾞﾆｲﾄﾄﾝﾎﾞ   VU EN CR ○  

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ 

ﾋﾇﾏｲﾄﾄﾝﾎﾞ   CR+EN EN EX ○  

ﾅｺﾞﾔｻﾅｴ    NT NT ○  

昆虫類 ﾄﾝﾎﾞ 

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ 

ﾒｶﾞﾈｻﾅｴ    NT NT ○  
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表 5.1.5- 3(3) 重要な動物種 

選定基準 確認状況 
区 分  目 名 科 名 種  名 

1） 2） 3） 4） 5） 文献 既往

ﾈｱｶﾖｼﾔﾝﾏ    VU VU ○  

ｱｵﾔﾝﾏ    VU NT ○  

ﾏﾙﾀﾝﾔﾝﾏ     VU ○  

ｶﾄﾘﾔﾝﾏ       NT ○  

ﾔﾝﾏ 

ﾔﾌﾞﾔﾝﾏ       NT ○  

ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ﾄﾗﾌﾄﾝﾎﾞ     VU NT ○  

ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ  N CR+EN CR CR ○  

ﾄﾝﾎﾞ 

ﾄﾝﾎﾞ 

ｷﾄﾝﾎﾞ       NT ○  

ﾊﾞｯﾀ ﾊﾞｯﾀ ﾊﾈﾅｶﾞｲﾅｺﾞ       NT  ○

ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ       NT ○ ○ｾﾐ 

ﾊﾙｾﾞﾐ       NT ○  

ｲﾄｱﾒﾝﾎﾞ ｲﾄｱﾒﾝﾎﾞ   VU     ○  

ｺｵｲﾑｼ       DD ○  

ｶﾒﾑｼ 

ｺｵｲﾑｼ 

ﾀｶﾞﾒ   VU EN EX ○  

ｺﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ﾑﾂﾎﾞｼﾂﾔｺﾂﾌﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ    NT CR ○  

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ   NT VU EX ○  

ｺｶﾞﾀﾉｹﾞﾝｺﾞﾛｳ   CR+EN EX EX ○  

ﾏﾙｶﾞﾀｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     VU EX ○  

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 

ｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ   CR+EN EX EX ○  

ﾎｿｶﾞﾑｼ ﾔﾏﾄﾎｿｶﾞﾑｼ     NT DD ○ ○

ﾀﾏﾑｼ ﾀﾏﾑｼ       NT ○  

ｺｳﾁｭｳ 

ﾂﾁﾊﾝﾐｮｳ ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ       EN ○  

ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ       EN ○  

ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾋｵﾄﾞｼﾁｮｳ       NT ○  

ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ﾋｶｹﾞﾁｮｳ       NT ○  

昆虫類 

ﾁｮｳ 

ﾔﾏﾏﾕｶﾞ ｼﾝｼﾞｭｻﾝ       NT ○  

ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ     NT NT ○  クモ類 

  

ｸﾓ 

ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｶｺｳｺﾓﾘｸﾞﾓ       VU ○  

ｵｵﾀﾆｼ       NT ○  ﾀﾆｼ 

ﾏﾙﾀﾆｼ   NT NT CR ○  

ﾆﾅ 

ｴｿﾞﾏﾒﾀﾆｼ ﾏﾒﾀﾆｼ   NT   CR ○  

ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ   NT NT NT ○  

貝類等 

ｲｼｶﾞｲ ｲｼｶﾞｲ ｲｼｶﾞｲ     CR CR ○  

8 区分 30 目 60 科 124 種 
4

種

7

種
45 種 

80

種 

85

種 

123

種 

20

種

注：重要な動物種の選定基準 

1)「文化財保護法｣（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物  

特：特別天然記念物、天：国指定天然記念物 

「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年愛知県条例第６号）に基づき指定される県指定の天然記念物   

県：県指定天然記念物 

「名古屋市文化財保護条例」（昭和 47 年名古屋市条例４号）に基づき指定される市指定の天然記念物 

市：名古屋市指定天然記念物 
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2)「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年法律第 75 号）に基づく希少野

生動植物種 

 Ｎ：国内希少野生動植物種、Ｉ：国際希少野生動植物種 

3)「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（爬虫類・両生類）」（平成 12 

年 2 月 環境庁） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（哺乳類）」（平成 14 年 3 月  

環境省） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（鳥類）」（平成 14 年 8 月  

環境省） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（汽水・淡水魚類）｣ （平成 15 

年 5 月  環境省） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（陸・淡水産貝類）｣ （平成 17 

年 7 月  環境省） 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（クモ形類・甲殻類等）｣ （平

成 18 年 1 月  環境省） 

「無脊椎動物（昆虫類、貝類、クモ類、甲殻類等）のレッドリストの見直しについて」 （平成 12 年 

４月 12 日環境庁報道発表資料）の掲載種 

EX：絶滅           CR：絶滅危惧 IＡ類   EN：絶滅危惧 IＢ類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類   NT：準絶滅危惧      DD：情報不足 

Lp：絶滅のおそれのある地域個体群 

4)「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックあいち－動物編－」（平成 14 年３月 

 愛知県）の掲載種 

EX：絶滅           CR：絶滅危惧 IＡ類   EN：絶滅危惧 IＢ類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類     NT：準絶滅危惧      DD：情報不足 

Lp：地域個体群（鳥類：藤前干潟および庄内川河口周辺の越冬群） 

5)「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックなごや２００４－動物編－」（平成 

16 年 3 月  名古屋市）の掲載種 

EX：絶滅          CR：絶滅危惧 IＡ類   EN：絶滅危惧 IＢ類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類   NT：準絶滅危惧       DD：情報不足 
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（4） 文献調査による植物の生育、植生の概況 

事業実施区域及びその周辺の現存植生は、図 5.1.5- 2 に示すとおりである。 

事業実施区域及びその周辺は平地、低地、河川からなり、まとまった森林植生は見られない。

なお、社寺が点在するものの、樹林としてまとまった面積を持つ社寺林はほとんど存在しない。 

ほとんど植生が存在しない市街地・工場地帯を除くと、事業実施区域及びその周辺の植生は

大部分が水田雑草群落となっており、一部に畑地雑草群落や、クズ-カナムグラ群落、セイタ

カアワダチソウ群落といった雑草群落が点在している。また庄内川・新川・日光川の河川敷に

はヨシ（①：本ページ下段に示す出典の文献番号を示す。）やオギ（④）の群落が広がっており、

河口部の塩性湿地にはウラギク（④）やシバナ（④）が生育している。 

このような環境であるため、事業実施区域及びその周辺の植物相は、イヌビエ（④）、スズメ

ノテッポウ（②）、セリ（④）等の水田雑草や、チガヤ（②）、セイタカアワダチソウ（②）、ス

スキ（③）、スギナ（②）、エノコログサ（②）等の荒地雑草・路傍雑草を中心に構成されてい

る。 

 

出典：①｢新修名古屋市史 第 8 巻自然編｣(平成 9 年 3 月 新修名古屋市史編集委員会) 

②｢飛島村史｣（平成 12 年 3 月 飛島村史編さん委員会・飛島村史調査編集委員会） 

③｢中川区史｣(昭和 62 年 10 月 中川区制施行 50 周年記念誌編集委員会) 

④｢名古屋市の植生自然度及び自然保護に関する調査報告｣(平成 5 年 3 月 名古屋市環

境保全局) 

なお、とりまとめにおいては以下の文献も参照した。 

｢名古屋の史跡と文化財（新訂版）｣(平成 2 年 3 月 名古屋市教育委員会) 

｢愛知の文化財｣(平成 10 年 3 月 愛知県教育委員会文化財課) 

｢自然環境保全基礎調査 愛知県すぐれた自然図｣(昭和 51 年 環境庁) 

｢名古屋市港区誌｣(昭和 62 年 10 月 港区制施行五十周年記念事業実行委員会) 

｢第 2 回自然環境保全基礎調査 日本の重要な植物群落 東海版｣(昭和 54 年 12 月 環 

境庁) 

｢第 3 回自然環境保全基礎調査 日本の重要な植物群落Ⅱ 東海版｣(昭和 63 年 8 月 環 

境庁) 

｢名古屋市の植生｣(昭和 49 年 7 月・平成 3 年 3 月 名古屋市) 

｢緑化推進関係資料集｣(平成 9 年 10 月 名古屋市農政緑地局) 

｢保全を要する自然環境要素分布調査報告書｣(平成元年 3 月 愛知県農地林務部) 

｢愛知県の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックあいち－植物編－｣(平成 13 

年 9 月 愛知県) 

「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックなごや２００４－植物編－」 

（平成 16 年 3 月  名古屋市） 
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（5） 既往調査による植物の生育、植生の状況 

既往調査における調査方法及び調査時期は表 5.1.5- 4 に示すとおりである。 

既往調査の調査範囲は、事業実施区域である。 

 

表 5.1.5- 4  調査方法及び調査時期 

調査項目 調査手法 調査時期 

植物相調査 踏査確認 早春：平成 11 年 3 月 5 日 

春季：平成 10 年 5 月 28 日 

夏季：平成 10 年７月 9 日 

秋季：平成 10 年 11 月 9 日 

植生調査 コドラート調査 早春：平成 11 年 3 月 5 日 

春季：平成 10 年 5 月 28 日 

夏季：平成 10 年７月 9 日 

秋季：平成 10 年 11 月 9 日 

 

ア  植物の生育状況 

既往調査によると、確認された植物種は 51 科 173 種であった（植栽種は含めない）。 

事業実施区域は水田が最も広い面積を占め、住宅地、工場、畑地及び樹園地がその中に点

在していた。まとまった面積を持つ森林が存在しない状況であり、植物相は、水田雑草(イ

ヌビエ、タガラシ、スズメノテッポウ、コナギ、カヤツリグサ、セリ等)、路傍雑草(ヨモギ、

アキノエノコログサ、ヒメジョオン、ナズナ等)、畑地雑草(メヒシバ、エノコログサ、シロ

ザ、スズメノカタビラ、ギシギシ、スイバ等)を中心に構成されていた。また、土手などの

小規模な草地にはススキ、セイタカアワダチソウ、チガヤ等が生育しており、水路沿いでは

ヨシが帯状に生育していた。木本類は極めて少なく、わずかにエノキ、ケヤキの小木が確認

されたのみであった 

また、セイタカアワダチソウ、アメリカセンダングサ、オニウシノケグサ、セイヨウタン

ポポ、シロツメクサ等の帰化植物が多く確認された。調査地域で確認された植物種全体に占

める帰化植物種の割合(帰化植物率)は約３割であった。 

イ  植生の状況 

既往調査によると、調査地域には大きく分けてオギ群落・セイタカアワダチソウ群落・水

田・畑地・樹園地の５植生が成立していた。主体は水田をはじめとする耕作地であり、水田

が最も広い面積を占めており、ウリカワ－コナギ群落、スズメノテッポウ－タガラシ群落等、

様々なタイプの水田雑草群落が成立していた。水田地帯に島状に点在する畑地では、メヒシ

バ－ハコベ群落等の畑地雑草群落が成立していた。 

耕作地以外では、事業実施区域南東部の道路予定地(盛土上)に、比較的まとまった面積を

持つオギ群落が成立していた。道路脇にはヨモギ、メヒシバ、ナズナなどが生育する路傍雑

草群落が道路に沿って帯状に分布していた。また戸田川沿いの土手にそって小規模なセイタ

カアワダチソウ群落が成立していた。各所の農業用水路沿いにヨシ群落が確認されたが、い
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ずれもごく小面積であった。 

（6） 植物の重要な種及び群落 

文献及び既往調査で確認された植物種の内、学術上又は希少性の観点から重要な種（以下、

「重要な種」という。）は、表 5.1.5- 5 に示すとおりである。 

また、事業実施区域及びその周辺には「名古屋市緑化推進条例」(昭和 53 年名古屋市条例第

15 号、平成 17 年３月 29 日「緑のまちづくり条例」に改正)に基づく名古屋市保存樹が、港区

内に４件、中川区内には６件存在するが事業実施区域内には存在しない。名古屋市保存樹は表

5.1.5- 6 に示すとおりである。 

なお、植物の重要な群落は文献及び既往調査では確認されなかった。 

 

表 5.1.5- 5 重要な植物種 

選定基準 確認状況 
分類系 科名 種名 

1） 2） 3） 4） 5） 文献 既往

シダ植物 ｻﾝｼｮｳﾓ ｻﾝｼｮｳﾓ     VU VU EX ○  

ﾔﾅｷﾞ ｷﾇﾔﾅｷﾞ      NT VU ○  

ﾅｶﾞﾊﾞﾉｳﾅｷﾞﾂｶﾐ       EN ○  

ｱｷﾉﾐﾁﾔﾅｷﾞ       VU ○  

ﾀﾃﾞ 

ｺｷﾞｼｷﾞｼ     VU NT VU ○  

ｱｶｻﾞ ﾎｿﾊﾞﾊﾏｱｶｻﾞ       NT ○  

ﾏﾂﾓ ﾏﾂﾓ      NT NT ○  

ｱﾌﾞﾗﾅ ｺｲﾇｶﾞﾗｼ     NT  VU ○  

ﾏﾒ ﾊﾏｴﾝﾄﾞｳ       VU ○  

ﾐｿﾊｷﾞ ﾐｽﾞﾏﾂﾊﾞ     VU   ○  

離弁花類 

ｱｶﾊﾞﾅ ｳｽｹﾞﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ     NT  EN ○  

ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ     VU  VU ○  ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ 

ｶﾜﾁﾞｼｬ     NT   ○  

ｱﾘﾉﾄｳｸﾞｻ ｵｸﾞﾗﾉﾌｻﾓ     VU VU VU ○  

ｶﾜﾗﾊﾊｺ       VU ○  

ｶﾜﾗﾆﾝｼﾞﾝ       NT ○  

ｷｸ 

ｳﾗｷﾞｸ     VU  VU ○  

ﾄﾁｶｶﾞﾐ      NT EX ○  

合弁花類 

ﾄﾁｶｶﾞﾐ 

ｺｳｶﾞｲﾓ      EN EX ○  

ｼﾊﾞﾅ ｼﾊﾞﾅ     VU NT EN ○  

ｺｳﾎﾞｳ       VU ○  ｲﾈ 

ﾜｾｵﾊﾞﾅ       EX ○  

ｳﾏｽｹﾞ       VU ○  

ｼｵｸｸﾞ       NT ○  

ｲｿﾔﾏﾃﾝﾂｷ       EN ○  

単子葉植物 

ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ 

ｲｾｳｷﾔｶﾞﾗ       NT ○  

合計 16 科 26 種 0 種 0 種 10 種 8 種 24 種 26 種 0 種

注：重要な植物種の選定基準 

1)「文化財保護法｣（昭和25年法律第214号）に基づく天然記念物及び特別天然記念物 

「愛知県文化財保護条例」（昭和30年愛知県条例第６号）に基づき指定される県指定の天然記念物 
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「名古屋市文化財保護条例」（昭和47年名古屋市条例第４号）に基づき指定される市指定の天然記念物 

 

2)「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年法律第75号）に基づく希少野生動植物種 

 

3)「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（植物Ⅰ）」（2000年  環境庁）の掲載種 

VU：絶滅危惧Ⅱ類     NT：準絶滅危惧 

「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（植物Ⅱ）」（2000年  環境庁）の掲載種 

 

4)「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックあいち－植物編－」（平成13年 9月 愛知県）の

掲載種 

EX：絶滅          CR：絶滅危惧 IＡ類     EN：絶滅危惧 IＢ類 

       VU：絶滅危惧Ⅱ類     NT：準絶滅危惧            

 

5)「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデータブックなごや２００４－植物編－」（平成16年3月  名

古屋市） 

EX：絶滅          CR：絶滅危惧 IＡ類     EN：絶滅危惧 IＢ類 

       VU：絶滅危惧Ⅱ類     NT：準絶滅危惧            

 

 

表 5.1.5- 6  名古屋市保存樹 

指定番号 樹 種 所 在 地 

中川-23 ｲﾁｮｳ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

中川-24 ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

中川-25 ｲﾁｮｳ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

中川-26 ｸｽﾉｷ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

中川-27 ｲﾁｮｳ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

中川-28 ｸｽﾉｷ 中川区下之一色町字南ノ切 20 浅間社 

港-５ ｸｽﾉｷ 港区宝神町字会所裏７１３ （宗）熱田社  

港-６ ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ 港区明正１－１８ 三十一神明社 

港-８ ﾂﾂｼﾞ 港区多加良浦町五丁目２５  

港-18 ｲﾌﾞｷ 港区西福田四丁目 1208 浄恩寺 
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（7） 生態系の状況 

ア  自然環境の類型化 

事業実施区域及びその周辺における広域的な生態系の概況を把握するため、自然環境を地

形、水域及び植生等のまとまりに着目し類型区分した自然環境類型区分図（｢図 5.1.4- 1  濃

尾平野の地形分類図｣、｢図 5.1.4- 5 地質平面図｣及び｢図 5.1.5- 2 現存植生図｣を基に作

成した。）は、図 5.1.5- 3 に示すとおりである。 

事業実施区域は、地形的には 17 世紀に造成された干拓地に属し、その北側は三角州平野

となっている。事業実施区域及びその周辺は全体的に標高の低い、極めて平坦な地形となっ

ており、土地の利用状況は水田及び市街地が主体である。 

既存資料及び既往調査によると、事業実施区域及びその周辺の自然環境は、水田環境が大

部分を占めている。このほかの自然環境としては、河川下流域や河口の一部にヨシ群落を中

心とした河川敷の環境が分布するほか、畑地環境、草地環境が点在する程度であり、まとま

った森林環境は全くみられない。 

以上のことから、事業実施区域及びその周辺の生態系は、自然環境のうち最も広い面積を

占める水田環境を中心とした生態系によって特徴づけられる。 
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イ  注目種等の選定 

当地域の水田生態系における食物連鎖について、動植物の既存資料及び既往調査を基にま

とめると、図 5.1.5- 4 のような模式図となる。すなわち、イネ等の作物や水田雑草を餌と

する昆虫類が生息し、これを捕食するカエル類や小鳥等がその上位に位置している。 

また、各種の植物種子を餌とする鳥類が当地を餌場として利用しているとともに、サギ類

やシギ・チドリ類等の鳥類が、水田に生息するカエルや小水路に生息する小魚等の小動物を

採餌していると考えられる。 

このような水田生態系を構成する生物種・群集について、生態系の上位に位置する上位性、

生態系の特徴を典型的に現す典型性、特殊な環境であることを示す指標となる特殊性の視点

に着目すると、以下に示す種が注目すべき生物種・群集として挙げられる。 

 

①上位性 

上位性については、水田生態系の食物連鎖の頂点に位置する種として、オオタカ、ハヤ

ブサ、チュウヒといった猛禽類が挙げられる。しかし、事業実施区域及びその周辺には猛

禽類の繁殖地、休息地となる環境が存在しないことから、事業実施区域及びその周辺を重

要な生息地として利用するとは考えにくい。そこで、さらに下位の種に注目すると、水田

等の水辺環境を主な生息地とし、両生類や昆虫類等の小動物を捕食するサギ類及びシギ・

チドリ類が挙げられる。 

 

②典型性 

典型性については、水田との関わりが高い種として、植物では水田雑草、動物では草地

性の昆虫類、カエル類や魚介類、さらにそれらを餌とする水鳥等が挙げられる。 

既往調査の結果、事業実施区域及びその周辺にはアマガエル、トノサマガエル、ダルマ

ガエルといったカエル類が多く確認された。カエル類は、昆虫類の捕食者として、またサ

ギ類及びシギ・チドリ類の被食者として、水田生態系における生物間の相互作用に重要な

役割を担っていると考えられる。このうち、ダルマガエルは、事業実施区域及びその周辺

においては多くの生息が確認されているものの、全国的には分布域が狭く、生息状況が悪

化している種であり、当地域の水田生態系における生物群集の多様性を特徴づける種とし

て注目される種である。 

また、既往調査の結果、事業実施区域及びその周辺に広がる水田環境の中を流れる小水

路において、メダカが広い範囲で確認された。メダカは、愛知県内においては大・中河川

の支流や用水路等に広く分布するが、生息条件の悪化により個体数が減少しつつある。こ

のような状況下にあって、本種が事業実施区域及びその周辺の広い範囲に生息しているこ

とは、当地域の水田生態系における生物群集の多様性を特徴づける種として注目される。 

 

 





- 85 - 

③特殊性 

特殊性については、事業実施区域及びその周辺には湧水湿地等の特殊な環境は分布しな

いことから、この視点から注目される種は存在しない。 

 

以上のように、当地域を特徴づける水田生態系を代表する注目種等としては、上位性の視

点からサギ類及びシギ・チドリ類が、また、典型性の視点からダルマガエルとメダカが抽出

される。 
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６  景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

（1） 景観の状況 

事業実施区域周辺は、濃尾平野南部に位置し、極めて平坦な沖積平野である。 

事業実施区域の北側と東側では中高層及び低層の住居等による市街地景観であり、事業実施

区域及びその南側と西側では市街化調整区域で水田の広がる田園景観を主体としている。 

事業実施区域及びその周辺の主要な眺望点は、図 5.1.6- 1 に示す「戸田川緑地」の展望塔

（地上 16ｍ）と「名古屋港ポートビル」の展望室（地上 53ｍ）であるが、現地踏査によると

建築物により遮られ、事業実施区域を望むことができなかった。 

また、事業実施区域内には以下に該当する地域・地区等は存在せず、河川風景、海岸風景、

植物の自生地等で優れた景観資源として認められるものは存在しない。 

①「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号 ）により指定された名勝 

②「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号）に基づく自然環境保全地域 

③「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号 ）に基づく公園 

④「第３回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報告書」（平成元年 環境庁）に記載さ

れた自然景観 

⑤「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」（昭和 48 年愛知県条例第３号）に基づく

自然環境保全地域 

⑥「都市緑地保全法」（昭和 48 年法律第 72 号）に基づく緑地保全地区 

⑦「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号 ）に基づく風致地区 

⑧「生産緑地法」（昭和 49 年法律第 68 号）に基づく生産緑地地区 
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（2） 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

事業実施区域周辺には、図 5.1.6- 2 に示すように史跡散策路がある。 

なお、事業実施区域周辺には、下記に該当する地域・地区等は存在せず、また、自然探勝路、

ハイキングコース、海水浴場、スターウォッチング等の人と自然との触れ合いの活動の場は存

在しない。 

①「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）により指定された名勝 

②「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号）に基づく自然環境保全地域 

③「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく公園 

④「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」（昭和 48 年愛知県条例第３号）に基づく

自然環境保全地域 

⑤「都市緑地保全法」（昭和 48 年法律第 72 号）に基づく緑地保全地区 

⑥「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく風致地区 
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第２節  社会的状況 

１  人口及び産業の状況 

（1） 人口の状況 

事業実施区域が属する名古屋市、港区及び南陽学区（図 5.2.5- 1 を参照）の人口の状況は、

表 5.2.1- 1 に示すとおりである。 

平成 17 年の名古屋市の人口は 2,215,031 人、港区は 151,861 人、南陽学区は 8,244 人であ

る。 

平成 17 年の１km２あたりの人口密度は、名古屋市全体では 6,785 人、港区では 3,325 人、

南陽学区では 1,118 人であり、南陽学区は、名古屋市全体と比較すると人口密度は低い。 

 

表 5.2.1- 1  人口の状況 

人口（人） 人口増減 世 帯 数 人口密度 面積 
地域 

平成 12 年 平成 17 年 （ ％ ） （世帯） (人/km2) （km2） 

名古屋市 2,171,557 2,215,031    2.0  854,857 6,785    326.45 

港区 151,614 151,861    0.2   58,665 3,325     45.67 

南陽学区 8,970 8,244   - 8.1    2,640 1,118      7.38 

注）平成 12年、平成 17年の人口は、各年 10月１日の値を示す。 

世帯数、人口密度及び面積は、平成 17年の値を示す。 

出典：「平成 17 年国勢調査結果速報（名古屋市の速報集計結果表）」(名古屋市ホームページ）より作成 
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（2） 産業の状況 

名古屋市及び港区の産業の状況は、表 5.2.1- 2 に示すとおりである。 

名古屋市の平成 12 年の産業構成人口は、卸売・小売業・飲食店、サービス業、製造業の順

に多くなっている。 

港区では、卸売・小売業・飲食店、製造業、サービス業の順に多くなっている。 

 

表 5.2.1- 2  産業の状況 

                                                        単位：人 

産     業 名 古 屋 市 港   区 南陽学区 

総     数 1,109,920 77,044 4,506  

第１次産業総数 3,491 483 195 

農業 3,362 478 194 

林業 98 2 － 

漁業 31 3 1 

       第２次産業総数 308,593 26,208 1,550 

鉱業 129 6 1 

建設業 103,916 7,891 441 

製造業 204,548 18,311 1,108 

第３次産業総数  786,408 49,817 2,739 

電気・ガス・熱供給・水道業 6,861 546 26 

運輸・通信業 77,992 12,139 720 

卸売・小売業・飲食店 328,959 18,626 998 

金融・保険業 31,995 1,216 61 

不動産業 17,464 512 20 

サービス業 297,772 15,610 846 

公務(他に分類されないもの) 25,365 1,168 68 

注）総数には「分類不能の産業」を含む。 

出典：「名古屋の学区別人口(平成 12 年国勢調査)」(名古屋市ホームページ）より作成 
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２  土地利用の状況 

事業実施区域及びその周辺の土地利用状況は、図 5.2.2- 1 に示すとおりである。 

事業実施区域及びその南側と西側では、水田を主体とする土地利用であり、北側と東側では住

宅を主体とした市街地である。 

 

事業実施区域及びその周辺の土地利用規制状況は、図 5.2.2- 2 に示すとおりである。 

事業実施区域及びその南側と西側では市街化調整区域であり、北側と庄内川の東側では市街化

区域となっている。 
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３  河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

事業実施区域周辺の河川では、戸田川で漁業権（内区６号）が設定されており、コイ、フナ等

を養殖しているが、庄内川、新川、日光川、福田川及び東小川では漁業権は設定されていない。

（出典：「愛知県水産要図」（愛知県）） 

港区における地下水の揚水量は、平成 17 年３月末現在、総数では 5,085ｍ3/日であり、工業

用で 3,782ｍ3/日、農業用で 1,275ｍ3/日となっている。（出典：「平成 17 年版 名古屋市環境

白書（資料編）」（名古屋市）） 

なお、事業実施区域周辺の農業用水の水源は、木曽川から導入された宮田用水であり、戸田川

以東は萱津用水として利用されている。現在では工場排水、家庭排水の流入により水質が悪化し

たため、パイプラインにより灌漑されている。（出典：「私たちの郷土」(昭和 60 年３月 南陽

町名古屋市合併 30 周年記念誌)） 

 

４  交通の状況 

事業実施区域の北側には、図 5.2.4- 1 に示すようにＪＲ関西本線、近鉄名古屋線があり、東

側には平成 16 年 10 月にあおなみ線が開通した。主な駅の乗車人員は、表 5.2.4- 1 に示すとお

りである。 

 

表 5.2.4- 1 乗車人員 

単位：人 

路 線 ＪＲ関西本線  近鉄名古屋線 

駅 八田 蟹江 近鉄八田 伏屋 戸田 近鉄蟹江

平成 10 年度 383,634 1,052,031 660,722 1,001,567 929,747 2,554,374 

平成 11 年度 255,347 1,081,160 633,488 1,056,641 921,588 2,534,499 

平成 12 年度 － － 621,399 1,102,154 876,822 2,506,095 

平成 13 年度 － － 609,480 1,039,215 742,120 2,456,628

平成 14 年度 － － 595,683 997,290 702,489 2,508,761

注）ＪＲについては平成 12 年度から主要路線及び主要駅のみ記載となり、関西本線についての記述は 

「愛知県統計年鑑」にはない。 

出典：「愛知県統計年鑑」（平成 12～16 年度 愛知県）より作成 
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事業実施区域及びその周辺の主要な道路の状況は図 5.2.4- 2 に示すとおりであり、交通量は表

5.2.4- 2に示すとおりである。 

 

表 5.2.4- 2  交通量 

交通量 

(台) 

大型車 

混入率 

（％） 測定地点 路線名 車線数

平日 休日 平日 休日 

① 国道１号西線（国道１号） 2 15,623 15,909 22.8 3.7 

② 昭和橋線（国道１号） 2 12,922 16,097 22.9 6.3 

③ 名古屋環状２号線（国道 302 号） 2 13,109 14,742 29.9 3.5 

④ 戸田荒子線 2 5,271 3,300 27.9 6.9 

⑤ 鳥ケ地新田名古屋線 2 4,909 4,340 7.0 2.8 

⑥ 名古屋第二環状線 2 4,787 3,999 13.5 3.5 

⑦ 名古屋十四山線 2 3,725 3,508 22.3 4.9 

⑧ 日光大橋線 2 14,153 12,473 26.9 6.0 

⑨ 東海橋線 4 18,288 18,233 25.2 5.2 

⑩ 東海橋線 4 31,997 30,330 24.2 4.5 

⑪ 戸田荒子線 2 4,725  － 32.7 － 

⑫ 万場藤前線 2 9,925  － 36.6 － 

⑬ 茶屋線 4 4,086  － 43.0 － 

⑭ 名四国道線（国道 23 号） 6 24,837 26,159 59.0 13.5

注）交通量は、７時～19 時の 12 時間の台数である。 

出典：「平成 11 年度名古屋市一般交通量概況」（名古屋市）より作成 
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５  学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配

置の概況 

事業実施区域及びその周辺には、表 5.2.5- 1 及び図 5.2.5- 1 に示すとおり学校等の教育施設が

配置されている。 

また、病院及び社会福祉施設は、表 5.2.5- 2 及び図 5.2.5- 2 に示すとおりである。 

住宅の配置状況は、図 5.2.1- 1（土地利用の状況を参照。）に示すとおり事業実施区域の北側

には、低層住宅、中高層住宅が隣接している。東側には新川沿いに集落がある。 

また、南側及び西側は、水田の中に集落が点在する状況である。 

 

表 5.2.5- 1  教育施設数 

  教育施設 施設数 

  幼 稚 園 ３ 

  保 育 所 12 

  小 学 校 ６ 

  中 学 校 ３ 

  高等学校 ２ 

注）小学校は分校を含む。 

出典：「愛知の教育」、「名古屋市」、「愛知県内の私立幼稚園ホームページ」の各ホームページ及び

「なごやの福祉 2004」（平成 16 年８月  名古屋市）より作成 

 

表 5.2.5- 2  病院及び社会福祉施設数 

施 設 名 施設数 

病 院 ３ 

社 会 福 祉 施 設 18 

出典：「なごやの福祉 2004」（平成 16 年８月  名古屋市）及び「病院名簿」（平成 16 年 10 月１日現

在  愛知県）より作成 
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６  下水道の整備の状況 

下水道の整備率については、表 5.2.6- 1 に示すとおりであり、名古屋市全体が約 98％、港区

が約 90％、南陽学区（図 5.2.5- 1 を参照）が約 50％となっている。南陽学区は学区の大半が

市街化調整区域であり、下水道整備が未実施であるため、下水道整備率は低くなっている。なお、

事業実施区域では、下水道は整備されていない。 

 

表 5.2.6- 1 下水道の整備率 

（平成 16 年度末現在） 

区     域 名古屋市 港   区 南陽学区 

下水道整備率(％) 約 98％ 約 90％ 約 50％ 

注 1）下水道整備率＝処理区域内人口/行政人口×100 

2）南陽学区には市街化調整区域を含める。 

出典：名古屋市調べ 

 

７  環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制

の内容その他の状況 

（1） 環境基本法に基づく環境基準の指定状況 

ア  大気汚染に係る環境基準 

「環境基本法」（平成５年法律第 91 号）等に基づく大気の汚染に係る環境基準は、表

5.2.7- 1 に示すとおりである。 
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表 5.2.7- 1 大気汚染に係る環境基準 

物質名 環境基準 評価方法 

二酸化硫黄（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以

下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm

以下であること。 

（昭和 48 年５月 16 日環境庁告示第

35 号） 

年間にわたる１日平均値の高い方か

ら２％の範囲内にあるものを除外し

た値が 0.04ppm 以下であること。 

ただし、１日平均値が 0.04ppm を

超えた日が２日以上連続しないこ

と。 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm か

ら 0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下であること。 

（昭和 53 年７月 11 日環境庁告示第

38 号） 

年間における１日平均値のうち、低

い方から 98％に相当する値が、

0.06ppm 以下であること。 

一酸化炭素（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm 以下

であり、かつ、１時間値の８時間平

均値が 20ppm 以下であること。 

（昭和 48 年５月８日環境庁告示第

25 号） 

年間にわたる１日平均値の高い方か

ら２％の範囲内にあるものを除外し

た値が 10 ppm 以下であること。 

ただし、１日平均値が 10ppm を超

えた日が２日以上連続しないこと。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3

以 下 で あ り 、 か つ 、 １ 時 間 値 が

0.20mg/m3 以下であること。 

（昭和 48 年５月８日環境庁告示第

25 号） 

年間にわたる１日平均値の高い方か

ら２％の範囲内にあるものを除外し

た値が 0.10mg/m3以下であること。

ただし、１日平均値が 0.10mg/m3 を

超えた日が２日以上連続しないこ

と。 

光化学オキシダント（Ｏｘ） 

１時間値が 0.06ppm 以下であるこ

と。 

（昭和 48 年５月８日環境庁告示第

25 号） 

年間を通じて、１時間値が 0.06ppm

以下であること。 

ただし、５時から 20 時の昼間時間

帯について評価する。 

ベンゼン 

年平均値が 0.003mg/m3 以下であるこ

と。 

（平成９年２月４日環境庁告示第４

号） 

トリクロロエチレン 

年平均値が 0.2mg/m3 以下であるこ

と。 

（平成９年２月４日環境庁告示第４

号） 

テトラクロロエチレン 

年平均値が 0.2mg/m3 以下であるこ

と。 

（平成９年２月４日環境庁告示第４

号） 

ジクロロメタン 

年平均値が 0.15mg/m3 以下であるこ

と。 

（平成 13 年４月 20 日環境省告示第

30 号） 

同一地点における年平均値と認めら

れる値との比較によって評価を行

う。 

ダイオキシン類 

年間平均値が 0.6pg－TEQ/m3 以下で

あること。 

（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第

68 号） 

同一地点における１年間のすべての

検体の測定値の算術平均値により評

価する。 

出典：「平成 17 年版 環境白書(資料編)」（愛知県）より作成 
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イ  騒音に係る環境基準 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準は、表 5.2.7- 2 に示すとおりである。 

また、事業実施区域及びその周辺の騒音に係る環境基準の地域類型指定状況は、図

5.2.7- 1 に示すとおりであり、事業実施区域の北側では一部がＡ類型となっている。 
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表 5.2.7- 2(1)  騒音に係る環境基準 

平成 10 年９月 30 日  環境庁告示第 64 号 

  
道路に面する地域以外の地域 道路に面する地域 

特 例 

 

 

地域の区分及び類型 ＡＡ Ａ及びＢ Ｃ 

Ａ地域のう

ち２車線以

上の車線を

有する道路

に面する地

域 

Ｂ地域のうち

２車線以上の

車線を有する

道路に面する

地域及びＣ地

域のうち車線

を有する道路

に面する地域 

幹線交通を

担う道路に

近接する空

間 

昼間 50dB以下 55dB以下 60dB以下 60dB 以下 65dB 以下 
70dB 以下

※45dB以下

基準値 

夜間 40dB以下 45dB以下 50dB以下 55dB 以下 60dB 以下 
65dB 以下

※40dB以下

備考  1. 地域の類型 

       ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 

      Ａ ：専ら住居の用に供される地域 

     Ｂ ：主として住居の用に供される地域 

      Ｃ ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

      2. 時間の区分 

      昼間：午前６時から午後10時まで 

       夜間：午後10時から翌日の午前６時まで 

      3. ※は屋内へ透過する騒音に係る基準（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉め

て生活が営まれていると認められるときは、この基準によることができる。） 

      4. この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。 

 

注 1）等価騒音レベル（ＬAeq）は、変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値のことで、住民反応との対

応が良好で国際的に最も広く採用されている。 

2）環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うこととされた。 

・道路に面する地域以外の地域 

原則として、一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価 

・道路に面する地域 

原則として、一定の地域ごとに当該地域内全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する

割合を把握することにより評価 

3）道路に面する地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として別に基準値が

定められるとともに、屋内へ透過する騒音に係る基準値が示された。 

  

出典：「平成 17 年版 環境白書(資料編)」（愛知県）より作成 
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表 5.2.7- 2(2) 騒音に係る環境基準の地域の類型 

平成 11 年３月 26 日 愛知県告示第 261 号 

地域の類型 該当地域 

Ａ 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

Ｂ 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

Ｃ 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

出典：「平成 17 年版 名古屋市環境白書」（名古屋市）より作成 

 

表 5.2.7- 2(3) 幹線交通を担う道路に近接する空間の定義 

道路及び空間の区分 道路の種類及び範囲 

幹線交通を担う道路 

高速自動車国道 

一般国道 

都道府県道 

４車線以上の市町村道 

自動車専用道路 

近接する空間 

（幹線交通を担う道路の道路端からの範囲） 

２車線以下の道路       15ｍ 

２車線を超える道路     20ｍ 

出典：「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 12 年４月 環境庁） 
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ウ  水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法等に基づく水質汚濁に係る環境基準は、表 5.2.7- 3 に示すとおりである。 

また、事業実施区域及びその周辺の公共用水域における類型の指定状況は、表 5.2.7- 4、

図 5.2.7- 2 に示すとおりであり、庄内川はＤ類型、日光川と新川はＥ類型に指定されてい

る。 

 

表 5.2.7- 3(1)  水質汚濁に係る環境基準 

                          （人の健康の保護に関する環境基準） 

                                         昭和 46 年 12 月 28 日  環境庁告示第 59 号 

項    目    名 基    準    値 

  カドミウム    0.01mg/L 以下 

  全シアン    検出されないこと 

  鉛    0.01mg/L 以下 

  六価クロム    0.05mg/L 以下 

  砒素    0.01mg/L 以下 

  総水銀    0.0005mg/L 以下 

  アルキル水銀    検出されないこと 

  ＰＣＢ    検出されないこと 

  ジクロロメタン    0.02mg/L 以下 

  四塩化炭素    0.002mg/L 以下 

  1,2-ジクロロエタン    0.004mg/L 以下 

  1,1-ジクロロエチレン    0.02mg/L 以下 

  シス-1,2-ジクロロエチレン    0.04mg/L 以下 

  1,1,1-トリクロロエタン    1mg/L 以下 

  1,1,2-トリクロロエタン    0.006mg/L 以下 

  トリクロロエチレン    0.03mg/L 以下 

  テトラクロロエチレン    0.01mg/L 以下 

  1,3-ジクロロプロペン    0.002mg/L 以下 

  チウラム    0.006mg/L 以下 

  シマジン    0.003mg/L 以下 

  チオベンカルブ    0.02mg/L 以下 

  ベンゼン    0.01mg/L 以下 

  セレン    0.01mg/L 以下 

  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    10mg/L 以下 

  ふっ素    0.8mg/L 以下 

  ほう素    1mg/L 以下 

  ダイオキシン類    1 pg-TEQ/L（水底の底質150 pg-TEQ/g）以下 

注 1）「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定

量限界を下回ることをいう。 

2）ダイオキシン類は、水質については平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号、水底の底質について

は平成 14 年７月 22 日環境省告示第 46 号による。 

 出典：「平成 17 年版 環境白書」（愛知県）より作成 
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表 5.2.7- 3(2)  水質汚濁に係る環境基準 

                   （生活環境の保全に関する環境基準） 

 河川（湖沼を除く） 

   ア 

基        準        値 

類型 
利用目的の 

適 応 性 
水素イオン

濃 度 

(pH) 

生物化学的

酸素要求量

(BOD) 

浮遊物質量

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数

ＡＡ 

水 道 １ 級 

自 然 環 境 保 全 

及びＡ以下の欄 

に 掲 げ る も の 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

50MPN 

 /100ml 

 以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 

水 産 １ 級 

水浴及びＢ以下 

の欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

1,000MPN 

 /100ml 

 以下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 

水 産 ２ 級 

及びＣ以下の欄 

に 掲 げ る も の 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L以下 25mg/L 以下 5mg/L以上 

5,000MPN 

/100ml 

以下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 

工 業 用 水 １ 級 

及びＤ以下の欄 

に 掲 げ る も の 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上     － 

Ｄ 

工業用水２級 

農業用水及びＥ 

の欄に掲げるも 

の 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上     － 

Ｅ 
工 業 用 水 ３ 級 

環 境 保 全 

6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L以下

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2mg/L以上     － 

 備考 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。  

2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする

（湖沼もこれに準ずる）。 

3 省略      

注 1)自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

 2)水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

 〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

 〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

 3)水 産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の 

水産生物用 

 〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

 〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

 4)工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの 

 〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

 〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 

5)環境保全   ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む｡）において不快感を生じない限度 
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表 5.2.7- 3(3)  水質汚濁に係る環境基準 

イ 

基  準  値 
     項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

全  亜  鉛 

該当水域 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域

を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生息場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 

生物Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生息場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 

水域類型ごとに

指定する水域 

 備考 

 1   基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）  

出典：「官報：環境省告示第 123 号 平成 15 年 11 月 5 日」より作成 

 

 

表 5.2.7- 4  公共用水域における類型の指定状況 

水域 類型 達成期間 

庄内川下流（水分橋より下流） Ｄ 直ちに達成 

日光川（全域） Ｅ ５年を超える期間で可及的速やかに達成 

新川下流(新橋より下流） Ｅ ５年を超える期間で可及的速やかに達成 

出典：「平成 17 年版 環境白書(資料編)」（愛知県）より作成 
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エ  地下水の水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法等に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準は、表 5.2.7- 5 に示すとおりで

ある。 

 

表 5.2.7- 5  地下水の水質汚濁に係る環境基準 

平成９年３月 13 日  環境庁告示第 10 号 

項    目    名 基    準    値 

  カドミウム    0.01mg/L 以下 

  全シアン    検出されないこと 

  鉛    0.01mg/L 以下 

  六価クロム    0.05mg/L 以下 

  砒素    0.01mg/L 以下 

  総水銀    0.0005mg/L 以下 

  アルキル水銀    検出されないこと 

  ＰＣＢ    検出されないこと 

  ジクロロメタン    0.02mg/L 以下 

  四塩化炭素    0.002mg/L 以下 

  1,2-ジクロロエタン    0.004mg/L 以下 

  1,1-ジクロロエチレン    0.02mg/L 以下 

  シス-1,2-ジクロロエチレン    0.04mg/L 以下 

  1,1,1-トリクロロエタン    1mg/L 以下 

  1,1,2-トリクロロエタン    0.006mg/L 以下 

  トリクロロエチレン    0.03mg/L 以下 

  テトラクロロエチレン    0.01mg/L 以下 

  1,3-ジクロロプロペン    0.002mg/L 以下 

  チウラム    0.006mg/L 以下 

  シマジン    0.003mg/L 以下 

  チオベンカルブ    0.02mg/L 以下 

  ベンゼン    0.01mg/L 以下 

  セレン    0.01mg/L 以下 

  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    10mg/L 以下 

  ふっ素    0.8mg/L 以下 

  ほう素    1mg/L 以下 

  ダイオキシン類    1 pg-TEQ/L 以下 

注 1）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最 

高値とする。 

2）「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、 

その結果が 当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3）ダイオキシン類については、平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号による。 

 

出典：「平成 17 年版 環境白書(資料編)」（愛知県）より作成 
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オ  土壌の汚染に係る環境基準 

環境基本法等に基づく土壌に係る環境基準は、表 5.2.7- 6 に示すとおりである。 

 

表 5.2.7- 6 土壌の汚染に係る環境基準 

平成３年８月 23 日  環境庁告示第 46 号 

      項        目          環  境  上  の  条  件 

カドミウム 
検液１L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地におい

ては、米１kg につき１mg 未満であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液１L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 

検液１L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に

限る。）においては、土壌１kg につき 15mg 未満であるこ

と。 

総水銀 検液１L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において、土壌１kg につき 125mg

未満であること。 

ジクロロメタン 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液１L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液１L につき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液１L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液１L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液１L につき 1mg 以下であること。 

ダイオキシン類 1,000pg－TEQ/g 以下であること。 

注 1）ダイオキシン類については平成 11 年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号による。 

2）土壌中のダイオキシン類の量が 250pg－TEQ/g 以上の場合には、環境基準が達成されている場合で

あっても、必要な調査を実施することとする。 

3）「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が 当該方法

の定量限界を下回ることをいう。 

 

出典：「平成 17 年版 環境白書(資料編)」（愛知県）より作成 
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（2） 公害関係法令及び条例等に基づく地域地区の指定状況等 

ア  大気汚染に係るもの 

「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）に基づく硫黄酸化物の一般排出基準に係

るＫ値（ばい煙発生施設から排出された硫黄酸化物が拡散され、地上に到達した時の最大着

地地点の濃度を定数化したもの）は、名古屋市全体が 1.17 となっている。なお「県民の生

活環境の保全等に関する条例」（平成 15 年愛知県条例第 7 号）（以下、「愛知県生活環境

保全条例」という。）においても同様である。 

硫黄酸化物については、名古屋市は、大気汚染防止法第５条の２第１項に規定する総量規

制の指定地域となっている。また、愛知県生活環境保全条例第 26 条第１項に規定する総排

出量規制区域となっている。 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法」(平成４年法律第 70 号)の施行により、平成 13 年 12 月から名古屋市は第

６条第１項に規定する窒素酸化物及び第８条第１項に規定する粒子状物質の対策地域となっ

ている。 

また、名古屋市には表 5.2.7- 7 に示すように大気汚染に係る環境目標値が設定されてい

る。 

 

表 5.2.7- 7(1) 名古屋市の大気汚染に係る環境目標値（旧） 

物質名 

 

項目 

二酸化硫黄 

（ＳＯ2） 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

環境目標値 

１時間値の１日平均値

が 0.04ppm 以下であ

り、かつ、１時間値が

0.1ppm 以下であるこ

と。 

（昭和 49 年名古屋市

告示第 184 号） 

１時間値の１日平均値

が 0.04ppm 以下である

こと。 

 

 

（昭和 54 年名古屋市

告示第 41 号） 

１時間値の１日平均値

が 0.10mg/m3 以下であ

り、かつ、１時間値が

0.20mg/m3 以下である

こと。 

（昭和 60 年名古屋市

告示第 360 号） 

地 域 名古屋市の全域 

注 1）平成 17 年７月 28 日まで適用。 

2）名古屋市公害防止条例（昭和 48 年名古屋市条例第１号）による。 

出典：「平成 17 年版  名古屋市環境白書」（名古屋市）より作成 
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表 5.2.7- 7(2) 名古屋市の大気汚染に係る環境目標値 

物質名 

 

項目 

二酸化窒素 

（ＮＯ2） 

浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

光化学オキシ 

ダント 
ベンゼン 

環境目標値 

１時間値の１日平

均値が 0.04ppm 以

下であること。 

 

１時間値の１日平

均値が 0.10mg/m3以

下であり、かつ、１

時間値が 0.20mg/m3

以下であること。 

１時間値が 0.06ppm

以下であること。 

年平均値が 3μg/m3

以下であること。 

地 域 名古屋市の全域 

注）名古屋市環境基本条例（平成 8 年名古屋市条例第６号）による。 

出典：「平成 17 年名古屋市告示第 402 号」より作成 

 

イ 騒音に係るもの 

名古屋市では、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号）及び「市民の健康と安全を確

保する環境の保全に関する条例」（平成 15 年名古屋市条例第 15 号）（以下、「名古屋市

環境保全条例」という。）に基づき、特定建設作業に伴う騒音の基準が、表 5.2.7- 8 に示

すとおり定められている。 
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表 5.2.7- 8(1)  騒音規制法及び名古屋市環境保全条例に基づく特定建設作業 

特定建設作業の種類 騒音規制法 
名古屋市環

境保全条例

1  くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機

（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機

をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

○ ○ 

2  びょう打機を使用する作業 ○ ○ 

3  さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業に

あっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が

50ｍを超えない作業に限る。） 

○ ○ 

4  空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その

原動機の定格出力が 15kW 以上のものに限る。）を使用する作業

（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

○ ○ 

5  コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45ｍ３以上のも

のに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が

200kg 以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造

するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。） 

○ ○ 

6  バックホウ（原動機の定格出力が 80kW 以上のものに限る。）

を使用する作業 
○  

7  トラクターショベル（原動機の定格出力が 70kW 以上のものに

限る。）を使用する作業 
○  

8  ブルドーザー(原動機の定格出力が 40kW 以上のものに限る。)

を使用する作業 
○  

9  鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブ

ロック造の建造物を動力、火薬又は鉄球を使用して解体し、又

は破壊する作業 

 ○ 

10  コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー

車を使用してコンクリートを搬入する作業 
 ○ 

11  コンクリートカッターを使用する作業（作業地点が連続的に移

動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の

最大距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 

 ○ 

12  ブルドーザー、パワーショベル、バックホウ、スクレイパ、ト

ラクターショベルその他これらに類する機械（これらに類する機

械にあっては原動機として最高出力 74.6kW 以上のディーゼルエ

ンジンを使用するものに限る。）を用いる作業 

 ○ 

13  ロードローラー、振動ローラー又はてん圧機を用いる作業  ○ 

出典：名古屋市環境保全条例施行細則別表第 12、騒音規制法施行令別表第２より作成 
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表 5.2.7- 8(2)  騒音規制法及び名古屋市環境保全条例に基づく 

  特定建設作業に係る騒音の基準 

規制の種別 地域の区分 基        準        等 

基準値 ①②③   85dB を超えないこと 

① ③   午後７時～午前７時の時間内でないこと 
作業時間 

②   午後 10 時～午前６時の時間内でないこと 

① ③   10 時間を超えないこと *1 日あたりの

作業時間  ②   14 時間を超えないこと 

作業期間 ①②③   連続６日を超えないこと 

作業日 ①②③   日曜日その他の休日でないこと 

注 1) 基準値は、騒音特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。 

    2) 基準値を超えている場合、騒音の防止の方法の改善のみならず１日の作業時間を＊欄に

定める時間未満４時間以上の間において 短縮させることを勧告・命令することができる。 

    3) 地域の区分 

①地域：ア  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

イ  学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80

ｍの区域 

②地域：工業地域（①地域のイの区域を除く。） 

③地域：①及び②に掲げる区域以外の地域（工業専用地域を除く。） 

 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則別表第 14」及び「特定建設作業に伴って発生する騒音の

規制に関する基準」（昭和 43 年厚生省・建設省告示第１号）より作成 
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騒音規制法及び名古屋市環境保全条例には、騒音発生施設を設置する工場等において発生

する騒音の規制基準が、表 5.2.7- 9 に示すとおり定められている。 

 

表 5.2.7- 9  騒音発生施設を設置する工場等に係る騒音の規制基準 

                                              単位：dB  

昼  間 朝・夕 夜  間             時間の区分

 

 

地域の区分 
８時～19 時

６ 時～８ 時

19 時～22 時

22 時～ 

翌日６時 

 第１種低層住居専用地域 

 第２種低層住居専用地域 

 第１種中高層住居専用地域 

 第２種中高層住居専用地域 

45 40 40 

 第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

50 45 40 

 近隣商業地域 

商業地域 

 準工業地域 

65 60 50 

 工業地域            70 65 60 

 工業専用地域          75 75 70 

 その他の地域          60 55 50 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則」（平成 15 年名古屋市規則第 117 号）より 

作成 
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名古屋市では騒音規制法第 17 条第１項に基づく指定地域内における自動車騒音の限度が、

表 5.2.7-10 に示すとおり定められおり、事業実施区域及びその周辺の区域の区分は、図

5.2.7- 3 に示すとおりである。 

 

表 5.2.7-10  騒音規制法第 17 条第 1 項に基づく自動車騒音の限度 

昼  間 夜  間 
区域の区分 

6 時～22 時 22 時～翌日 6 時

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路に面

する区域 
65dB 55dB 

ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面

する区域 
70dB 65dB 

ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路に面

する区域及びｃ区域のうち車線を有する道路に面

する区域 

75dB 70dB 

注 1）区域の区分 

ａ区域：第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

ｂ区域：第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

都市計画区域で用途地域の定められていない地域 

ｃ区域：近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

  2）幹線交通を担う道路に近接する区域に係る特例 

２車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15ｍ、２車線を超える

車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20ｍの範囲については、昼間 75dB、夜

間 70dB とする。 

「幹線交通を担う道路」とは次に掲げる道路をいう。 

①高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道は４車線以上の区間） 

②一般自動車であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専用道路 

出典：区域の区分については「平成 12 年名古屋市告示第 89 号」より作成 
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ウ 振動に係るもの 

名古屋市では、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）及び名古屋市環境保全条例に

基づき、特定建設作業に伴う振動の基準が、表 5.2.7-11 に示すとおり定められている。 

 

表 5.2.7-11  振動規制法及び名古屋市環境保全条例に基づく特定建設作業に伴う振動の基準 

特定建設作業の種類 振動規制法 
名古屋市環

境保全条例

1  くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜

機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式

くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

○ ○ 

2  鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ○ ○ 

3  舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する

作業にあっては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大

距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 

○ ○ 

4  ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業

地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日における当該作

業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを超えない作業に限

る。） 

○ ○ 

規制の種別 地域の区分 基        準        等 

基準値 ①②③   75dB を超えないこと 

① ③   午後７時～午前７時の時間内でないこと 
作業時間 

②   午後 10 時～午前６時の時間内でないこと 

① ③   10 時間を超えないこと *1 日あたり

の作業時間 ②   14 時間を超えないこと 

作業期間 ①②③   連続６日を超えないこと 

作業日 ①②③   日曜日その他の休日でないこと 

注 1）基準値は、振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。 

  2）基準値を超えている場合、振動の防止の方法の改善のみならず１日の作業時間を＊欄に定める時

間未満４時間以上の間において 短縮させることを勧告・命令することができる。 

  3）地域の区分 

①地域：ア  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居

地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

イ  学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80

ｍの区域 

②地域：工業地域（①地域のイの区域を除く。） 

③地域：①及び②に掲げる区域以外の地域（工業専用地域を除く。） 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則別表第 13・別表第 14」、「振動規制法施行令別表第２」及び

「振動規制法施行規則別表第１」より作成 
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振動規制法及び名古屋市環境保全条例には、振動発生施設を設置する工場等において発生

する振動の規制基準が、表 5.2.7-12 に示すとおり定められている。 

 

表 5.2.7-12 振動発生施設を設置する工場等に係る振動の規制基準 

                                       単位：dB  

昼     間 夜     間             時間の区分

   

地域の区分          ７時～20 時 20 時～翌日７時 

 第１種低層住居専用地域 

 第２種低層住居専用地域 

 第１種中高層住居専用地域 

 第２種中高層住居専用地域 

60 55 

 第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

65 55 

 近隣商業地域 

商業地域 

 準工業地域 

65 60 

 工業地域           70 65 

 工業専用地域          75 70 

 その他の地域          65 60 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則」（平成 15 年名古屋市規則第 117 号） 

より作成 
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また、振動規制法第 16 条第１項に基づく指定地域内における道路交通振動の限度は、表

5.2.7-13 に示すとおり定められており、事業実施区域及びその周辺の区域の区分は、図

5.2.7- 4 に示すとおりである。 

  

表 5.2.7-13  振動規制法第 16 条第 1 項に基づく道路交通振動の限度 

昼  間 夜  間 
区域の区分 該当地域 

７時～20 時 20 時～翌日７時

第１種区域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域  

第二種住居地域  

準住居地域 

65dB 60dB 

第２種区域 

近隣商業地域   

商業地域   

準工業地域  

工業地域 

都市計画区域で用途地域の定め

られていない地域 

70dB 65dB 

出典：「昭和 61 年名古屋市告示第 113 号」より作成 
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エ  悪臭に係るもの 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づき、名古屋市全域で規制地域に指定さ

れている。敷地の境界線における特定悪臭物質の規制基準は、表 5.2.7-14 に示すとおりで

ある。 

また、アンモニア、硫化水素等の 13 物質については排出口の高さに応じた規制、メチル

メルカプタン、硫化メチル等の４物質については排出水中の濃度に係る規制がされている。 

 

表 5.2.7-14  特定悪臭物質の規制基準 

                                                    単位：ppm 

   特定悪臭物質  規制基準（以下） 

  アンモニア 1 

  メチルメルカプタン 0.002 

  硫化水素 0.02 

  硫化メチル 0.01 

  二硫化メチル 0.009 

  トリメチルアミン 0.005 

  アセトアルデヒド 0.05 

  プロピオンアルデヒド 0.05 

  ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

  イソブチルアルデヒド 0.02 

  ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

  イソバレルアルデヒド 0.003 

  イソブタノール 0.9 

  酢酸エチル 3 

  メチルイソブチルケトン 1 

  トルエン 10 

  スチレン 0.4 

  キシレン 1 

  プロピオン酸 0.03 

  ノルマル酪酸 0.001 

  ノルマル吉草酸 0.0009 

  イソ吉草酸 0.001 

出典：「悪臭物質の排出規制地域及び悪臭物質の種類ごとの規制基準」 

         （昭和 48 年名古屋市告示第 182 号）より作成 
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また、名古屋市環境保全条例第 45 条第 2 項の規定に基づき、工場又は事業場における事

業活動に伴って発生する悪臭の排出を防止するための指導基準値を、表 5.2.7-15 のように

定めている。 

 

表 5.2.7-15  名古屋市の悪臭指導基準値 

指導基準値 

区域の区分 

工場等の敷地の 

境界線における 

臭気指数 

工場等の排出口 

から排出される 

臭気指数 

第１種 

区 域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

10 25 

第２種 

区 域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

未指定地域 

13 27 

第３種 

区 域 

工業地域 

工業専用地域 
15 30 

注 1)  区域の区分該当地域の欄中の各地域（未指定地域を除く。）は、都市計画法第８条第１項

第１号の規定による地域をいい、未指定地域とはその他の地域をいう。 

2)  第３種区域内に所在し、その敷地が第１種区域と接している工場等については、第２種

区域に係る指導基準値を適用とする。ただし、当該工場等の敷地境界で第１種区域に接

しない部分については、第３種区域に係る工場等の敷地の境界線における臭気指数の指

導基準値を適用する。 

         出典：「悪臭対策指導指針」（平成 15 年名古屋市告示第 412 号）より作成 
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オ  水質汚濁に係るもの 

「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号)では、特定事業場の排水について排水基準

を定めている。 

また、水質汚濁防止法第４条２第１項の規定により、伊勢湾に流入する地域における特定

事業場に対してＣＯＤ、窒素及びりんに係る総量規制基準が適用されている。 

愛知県では県下全域を７水域に区分し、水質汚濁防止法第３条第３項の規定により、全国

一律の排水基準より厳しい上乗せ排水基準を設定し、規制の強化を図っている。 

さらに、名古屋市では表 5.2.7-16 に示す水質汚濁に係る環境目標値（平成 17 年名古屋

市告示第 402 号）を設定している。 

 

表 5.2.7-16(1) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値（旧） 

市民の健康の保護に関する環境目標値（全市域） 

項        目 目    標    値 

 カドミウム   0 . 0 1 m g / L 以下 

 シアン   検出されないこと 

 有機リン   検出されないこと 

 鉛   0 . 1 m g / L 以下 

 六価クロム   0 . 0 5 m g / L 以下 

 ヒ素   0 . 0 5 m g / L 以下 

 総水銀   検出されないこと 

 アルキル水銀   検出されないこと 

 ＰＣＢ   検出されないこと 

注 1）平成 17 年７月 28 日まで適用。 

2）目標値は最高値とする。ただし、総水銀に係る目標値については、年間 

平均値とする。 

3）有機リンとは、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

4）「検出されないこと」とは、定量限界以下をいう。 

5）設定後直ちに達成され、維持されるよう努めるものとする。 

6）測定の実施は、水域の水量の多少を問わずに随時行い、適合の判断は水 

域ごとに固定点を設定し、その測定結果に基づき総合的に判断する。 

7）名古屋市公害防止条例（昭和 48 年名古屋市条例第１号）による。 

出典：「平成17年版 名古屋市環境白書」（名古屋市）より作成 
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表 5.2.7-16(2) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値 

水の安全性に関する項目（全市域） 

項    目    名 目       標       値 

  カドミウム    0.01mg/L 以下 

  全シアン    検出されないこと 

  鉛    0.01mg/L 以下 

  六価クロム    0.05mg/L 以下 

  砒素    0.01mg/L 以下 

  総水銀    0.0005mg/L 以下 

  アルキル水銀    検出されないこと 

  ＰＣＢ    検出されないこと 

  ジクロロメタン    0.02mg/L 以下 

  四塩化炭素    0.002mg/L 以下 

  1,2-ジクロロエタン    0.004mg/L 以下 

  1,1-ジクロロエチレン    0.02mg/L 以下 

  シス-1,2-ジクロロエチレン    0.04mg/L 以下 

  1,1,1-トリクロロエタン    1mg/L 以下 

  1,1,2-トリクロロエタン    0.006mg/L 以下 

  トリクロロエチレン    0.03mg/L 以下 

  テトラクロロエチレン    0.01mg/L 以下 

  1,3-ジクロロプロペン    0.002mg/L 以下 

  チウラム    0.006mg/L 以下 

  シマジン    0.003mg/L 以下 

  チオベンカルブ    0.02mg/L 以下 

  ベンゼン    0.01mg/L 以下 

  セレン    0.01mg/L 以下 

  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   10mg/L 以下 

  ふっ素    0.8mg/L 以下 

  ほう素    1mg/L 以下 

注 1）「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が 

当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

2） 名古屋市環境基本条例（平成8年名古屋市条例第６号）による。 

出典：「平成 17 年名古屋市告示第 402 号」より作成 
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表 5.2.7-16(3) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値（旧） 

生活環境の確保に関する環境目標値 

河        川              地 域 

  

項 目 Ａ Ｂ Ｃ 

水素イオン濃度 

（ｐＨ） 

6.5 以上 

8.5 以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

6.5 以上 

8.5 以下 

生物化学的酸素要求量

（ＢＯＤ） 

5mg/L 

以下 

8mg/L 

以下 

10mg/L 

以下 

浮 遊 物 質 量 

（ＳＳ） 

25mg/L 

以下 

30mg/L 

以下 

40mg/L 

以下 

目 

標 

値 

 

溶 存 酸 素 量 

（ＤＯ） 

5mg/L 

以上 

3mg/L 

以上 

2mg/L 

以上 

透  視  度 20 度以上 10 度以上 10 度以上 

生物指標 

モロコ類 

タナゴ類 

川エビ 

コイ 

メダカ 

ドジョウ 

オイカワ 

（シラハエ） 

フナ 

マナマズ 補 

助 

指 

標 

総合汚染度（Ｓ） 
１５未満 

きれい 

２０未満 

少し汚れている

注 1）平成 17 年７月 28 日まで適用。 

2）目標値は、日間平均値とする。 

3）補助指標は、目標値の示す水質状態を理解するための参考とする。 

4）総合汚染度とは、河川の汚濁の変化についての総合汚染度標示法により透視度、浮遊物質量、 

よう素消費量、大腸菌群数（ＭＰＮ）の４項目について変換図を利用して各項目を化学的酸素 

要求量の値に変換し、これと化学的酸素要求量の実測値との合計を算術平均したものである。 

総合汚染度をＳとすると総合汚染度は次の式により算出される 

 

                        １ 

                 Ｓ＝      （Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３＋Ｑ４＋Ｑ５） 

                        ５ 

 

この式において、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４及びＱ５はそれぞれ化学的酸素要求量に変換され 

た透視度、浮遊物質量、よう素消費量及び大腸菌群数（ＭＰＮ）並びに化学的酸素要求量の 

実測値をあらわすものとする。 

5）昭和 56 年を目途としてその達成を図るよう努めるものとする。 

6）測定の実施は、水域が通常の状態にある場合に行い、適合の判断は水域ごとに固定点を設定 

し、その測定結果に基づき総合的に判断する。 

7）名古屋市公害防止条例（昭和 48 年名古屋市条例第１号）による。 

     出典：「平成 17 年版 名古屋市環境白書」（名古屋市）より作成 
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表5.2.7-16(4) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値 

水質汚濁に関する項目 

水  域 河        川 

区  分 ☆☆☆ ☆☆ ☆ 

親水のイメージ 
川に入っての遊び

が楽しめる 

水際での遊びが楽

しめる 

岸辺の散歩が楽し

める 

水素イオン濃度 

（ｐＨ） 

6.5 以上 

8.5 以下 

生物化学的酸素要求量

（ＢＯＤ） 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以下 

8mg/L 

以下 

浮 遊 物 質 量 

（ＳＳ） 

10mg/L 

以下 

15mg/L 

以下 

20mg/L 

以下 

溶 存 酸 素 量 

（ＤＯ） 

5mg/L 

以上 

3mg/L 

以上 

水

質

目 

標 

値 

ふん便性大腸菌群数 
1000 個/100mL 

以下 
 

透  視  度（cm） 70 以上 50 以上 30 以上 

水のにおい 
顔を近づけても不

快でないこと。 

水際に寄っても不

快でないこと。 

橋や護岸で不快で

ないこと。 

水の色 異常な着色のないこと 

水量 流れのあること 

ごみ ごみのないこと 

淡水域 

アユ、 

モロコ類 

ヒラタカゲロウ類

ハグロトンボ 

カマツカ､ 

オイカワ、 

コカゲロウ類 

シマトビケラ類 

フナ類 

イトトンボ類 

ミズムシ(甲殻類)

ヒル類 

親

し

み

や

す

い

指

標 

生 

物 

指 

標 
汽水域  

マハゼ、スズキ、

ボラ、 

ヤマトシジミ 

フジツボ類 

注 1）水質目標値は、日間平均値とする。 

2）ＢＯＤの年間評価については、75％水質値によるものとする。 

3）名古屋市環境基本条例（平成 8 年名古屋市条例第６号）による。 

 出典：「平成17年名古屋市告示第402号」より作成 
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表5.2.7-16(5) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値（地域区分）（旧） 

地 域 区 分 地      域 

 Ａ   

天白川上流部（天白橋から上流の水域に限る。）、山崎川上流部（新瑞

橋から上流の水域に限る。）、新川上流部（平田橋から上流の水域に限

る。）及びこれらに流入する公共用水域 

 Ｂ   

天白川下流部（天白橋から下流の水域に限る。）、扇川（全域）、山崎

川下流部（新瑞橋から下流の水域に限る。）、矢田川（全域）、庄内川

（全域）、新川下流部（平田橋から下流の水域に限る。）、戸田川（全

域）、福田川（全域）及びこれらに流入する公共用水域 

河 
 
 
 
 
 
 

川 

 Ｃ   
大江川（全域）、新堀川（全域）、堀川（全域）、中川運河（全域）、

荒子川（全域）及びこれらに流入する公共用水域  

注 1）平成 17 年７月 28 日まで適用。 

2）名古屋市公害防止条例（昭和 48 年名古屋市条例第１号）による。 

出典：「平成17年版 名古屋市環境白書」（名古屋市）より作成 

 

表 5.2.7-16(6) 名古屋市の水質汚濁に係る環境目標値（地域区分） 

水域 区分 親水のイメージ 地     域 

☆

☆

☆ 

川に入っての遊 

びが楽しめる 

荒子川上流部（境橋から上流の水域に限る。）、堀川上流部

（猿投橋から上流の水域に限る。）、山崎川上流部（新瑞橋

から上流の水域に限る。）、庄内川上流部（松川橋から上流

の水域に限る。）、及びこれらに流入する公共用水域（ため

池を除く。） 

☆

☆ 

水際での遊びが 

楽しめる 

堀川中流部（猿投橋から松重橋の水域に限る。）、天白川

（全域）、植田川（全域）、扇川（全域）、庄内川下流部

（松川橋から下流の水域に限る。）、新川上流部（平田橋か

ら上流の水域に限る。）、及びこれらに流入する公共用水域

（ため池を除く。） 

 

河 
 
 
 
 
 
 

川 

☆ 
岸辺の散歩が楽 

しめる 

荒子川下流部（境橋から下流の水域に限る。）、中川運河

（全域）、堀川下流部（松重橋から下流の水域に限る。）、

新堀川（全域）山崎川下流部（新瑞橋から下流の水域に限

る。）、矢田川（全域）、香流川（全域）、新川下流部（平

田橋から下流の水域に限る。）、戸田川（全域）、福田川

（全域）、鞍流瀬川（全域）、及びこれらに流入する公共用

水域 （ため池を除く。） 

注）名古屋市環境基本条例（平成8年名古屋市条例第６号）による。 

出典：「平成17年名古屋市告示第402号」より作成 
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カ  底質に係るもの 

「底質の暫定除去基準について」により定められた水銀及びＰＣＢを含む底質の除去基準

は、表 5.2.7-17 に示すとおりである。 

 

表5.2.7-17  底質の除去基準 

項  目 基   準   値 

総水銀 底質の乾燥重量当たり 25ppm 以上（河川、湖沼） 

ＰＣＢ 底質の乾燥重量当たり 10ppm 以上 

出典：「底質の暫定除去基準について」（昭和50年10月28日 環水管第119号）より作成 

 

キ  土壌汚染に係るもの 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）では土壌汚染の状況の把握及びその汚染

による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図っ

ている。 

事業実施区域周辺には「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和 45 年法律第

139 号）に基づく農用地土壌汚染対策地域の指定はされていない。 

名古屋市環境保全条例では、特定有害物質等取扱事業者（面積 500ｍ２以上の土地の改

変）、大規模土地改変者（面積 3000ｍ２以上の土地の改変）に対し土壌もしくは履歴の調

査・報告を義務付けている。また、表 5.2.7-18 ～5.2.7-20 に示す土壌汚染等処理基準

（土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準）に適合しない場合には拡散防止措置を義

務付けている。 
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表 5.2.7-18  土壌溶出量基準 

特定有害物の種類 土 壌 溶 出 量 基 準 

カドミウム及びその化合物 検液１L につきカドミウム 0.01mg 以下であること。 

六価クロム化合物 検液１L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。 

シマジン 検液１L につき 0.003mg 以下であること。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液１L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.04mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液１L につき 0.002mg 以下であること。 

ジクロロメタン 検液１L につき 0.02mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 
検液１L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、検液中

にアルキル水銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 検液１L につきセレン 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

チウラム 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液１L につき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液１L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液１L につき 0.03mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 検液１L につき鉛 0.01mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 検液１L につき砒素 0.01mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 検液１L につきふっ素 0.8mg 以下であること。 

ベンゼン 検液１L につき 0.01mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 検液１L につきほう素 1mg 以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則別表第 18」より作成 

 

表 5.2.7-19 土壌含有量基準 

特定有害物の種類 土 壌 含 有 量 基 準 

カドミウム及びその化合物 土壌１㎏につきカドミウム 150mg 以下であること。 

六価クロム化合物 土壌１㎏につき六価クロム 250mg 以下であること。 

シアン化合物 土壌１㎏につき遊離シアン 50mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 土壌１㎏につき水銀 15mg 以下であること。 

セレン及びその化合物 土壌１㎏につきセレン 150mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 土壌１㎏につき鉛 150mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 土壌１㎏につき砒素 150mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 土壌１㎏につきふっ素 4000mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 土壌１㎏につきほう素 4000mg 以下であること。 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則別表第 19」より作成 
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表 5.2.7-20 地下水基準 

特定有害物の種類 地 下 水 基 準 

カドミウム及びその化合物 １L につきカドミウム 0.01mg 以下であること。 

六価クロム化合物 １L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。 

シマジン １L につき 0.003mg 以下であること。 

シアン化合物 シアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ １L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 １L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン １L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン １L につき 0.02mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン １L につき 0.04mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン １L につき 0.002mg 以下であること。 

ジクロロメタン １L につき 0.02mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 
１L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、アルキル水

銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 １L につきセレン 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン １L につき 0.01mg 以下であること。 

チウラム １L につき 0.006mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン １L につき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン １L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン １L につき 0.03mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 １L につき鉛 0.01mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 １L につき砒素 0.01mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 １L につきふっ素 0.8mg 以下であること。 

ベンゼン １L につき 0.01mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 １L につきほう素 1mg 以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

有機りん化合物 検出されないこと。 

出典：「名古屋市環境保全条例施行細則別表第 20」より作成 

 

ク  地盤沈下に係るもの 

事業実施区域周辺は、「名古屋市環境保全条例」（平成 15 年名古屋市条例第 15 号）に

基づき、地下水の揚水規制が実施されている。また、同条例に基づき、地下水のゆう出を伴

う掘削工事については届け出及びゆう出量等の報告が義務づけられている。 

ケ  公害防止計画 

愛知県は、「環境基本法」（平成５年法律第 91 号）に基づき、愛知地域公害防止計画を

平成 13 年度から平成 17 年度までを計画期間として策定している。主要課題は「都市地域

における大気汚染対策」、「交通公害対策」、「都市内河川の水質汚濁対策」、「油ヶ淵の

水質汚濁対策」、「伊勢湾の水質汚濁対策」、「廃棄物・リサイクル対策（新規）」である。

公害防止のための施策として、発生源等に対する各種規制及び監視の強化・充実、下水道の

整備、廃棄物処理施設の整備、河川・港湾のしゅんせつ、農用地土壌汚染対策、監視測定施

設の整備等の公害対策事業や、公園緑地等の整備、交通対策、地盤沈下対策等の公害関連事
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業を実施している。 

コ  環境基本計画 

愛知県では「愛知県環境基本条例」（平成７年愛知県条例第１号）に基づき、長期的には

2025 年頃、短中期的には 2010 年度を目途とした「愛知県環境基本計画」を平成 14 年９月

に改定している。 

また、名古屋市では「名古屋市環境基本条例」（平成８年名古屋市条例第６号）に基づき、

平成 22 年度を目標年度とした「名古屋市環境基本計画」を平成 11 年８月に策定している。   

 

（3） 自然環境法令による指定状況 

ア  自然公園法等による指定状況 

事業実施区域周辺には「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）及び、「愛知県立自然

公園条例」（昭和 43 年条例第 7 号）に基づく公園は、指定されていない。 

イ 自然環境保全法等による指定状況 

事業実施区域周辺には「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号）及び「自然環境の

保全及び緑化の推進に関する条例」（昭和 48 年愛知県条例第 3 号）に基づく自然環境保全

地域は、指定されていない。 

ウ 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）による指定状

況 

事業実施区域及びその周辺には図 5.2.7- 5 に示すとおり国設藤前干潟鳥獣保護区が指定

されており、一部は特別保護地区となっている。名古屋市全域では銃猟禁止区域が指定され

ている。 

なお、特別保護地区は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」

（一般に「ラムサール条約」と呼ばれる。）の登録湿地となっている。 
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エ  「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）による指定状況 

事業実施区域周辺には「文化財保護法」により指定された名勝、天然記念物はない。  

オ 風致地区・緑地保全地区等の指定状況 

事業実施区域周辺には「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく風致地区は、

指定されていない。 

また、事業実施区域周辺には「都市緑地保全法」（昭和 48 年法律第 72 号）に基づく緑

地保全地区は指定されていない。 

カ 都市緑地保全法第２条第２項により市町村が定める緑地の保全及び緑化の推進に関する基

本計画 

名古屋市では、「名古屋市みどりの基本計画」を策定し、当面の目標年次を平成 22 年度

として以下の目標を定めて緑化の推進を図っている。 

① 市民生活の視点を大切にし市民・企業・行政の「協働」によって、「快適空間都市～

花・水・緑 なごや～」をつくります。   

②  将来の望ましい姿として、身近なみどりと都市の骨格となるみどりを育て、市域面

積の 30％をみどりにします。   

③  将来の望ましい姿として、みどりの拠点となる都市公園等の面積を 1 人当たり 15 ㎡

とします。当面平成 22 年度までに、1 人当たり 10 ㎡を目標とします。 

キ 景観 

名古屋市では、昭和 59 年 3 月に「名古屋都市景観条例」制定し、昭和 62 年 3 月に「名

古屋市都市景観基本計画」を策定している。 

「都市景観基本計画」では、重点的に優れた都市景観を創造・保全する必要がある 19 地

区を重点的地区とし、その中から順次、都市景観整備地区として指定し、景観整備を図って

いくことを定めている。 

現在、久屋大通地区、名古屋駅地区、築地地区、広小路・大津通地区、四谷・山手通地区

及び今池地区の 6 地区が指定されている。 
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（4） その他の事項 

平成 16 年度における公害の苦情件数は表 5.2.7-21 に示すとおりであり、港区では、総数

で 286 件、大気汚染（ばい煙）101 件、悪臭 84 件、騒音 69 件である。 

 

表 5.2.7-21  公害の苦情件数 

公害の種類 総  数 港  区 

総数 2,503   286 

ばい煙   668     101 
大気汚染 

粉じん   150    13 

水質汚濁   104      10 

土壌汚染     8       0 

騒音   703      69 

振動   139     8 

地盤沈下     2       0 

悪臭     640      84 

その他    89       1 

出典：「平成 17 年版 名古屋市環境白書(資料編)」（名古屋市）より作成 

 

８ 廃棄物等に係る関係法令等 

建設工事に伴う副産物には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137

号）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成３年法律第 48 号）、「建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）」が適用される。 

名古屋市では「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」（平成４年名古屋市条例第

46 号）により、ごみの減量、再資源化を促進している。 

また、2010 年を目標年度として「名古屋市第３次一般廃棄物処理基本計画」を平成 14 年に策

定し、循環型社会への施策を進めている。 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

第６章 方法書についての意見の概要及び 

それに対する都市計画決定権者の見解 

 

第７章 方法書についての愛知県知事の意見及び 

それに対する都市計画決定権者の見解 
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第６章  方法書についての意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

    

名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業に関し、環境影響評価法（平成９年６月 13 日

法律第 81 号）第７条の規定に基づき、環境影響評価方法書を平成 14 年 11 月 12 日から平成 14

年 12 月 11 日まで名古屋市住宅都市局都市計画課、名古屋市環境局環境影響評価室、港区役所南

陽支所及び 16 区役所で縦覧に供し、24 名が縦覧した。 

また、平成 14 年 11 月 12 日から平成 14 年 12 月 25 日まで環境の保全の見地からの意見を求め

たところ、同法第８条第１項に基づく意見書の提出はなかった。 
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第７章  方法書についての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

 

環境影響評価法（平成９年６月 13 日法律第 81 号）第 10 条に基づく、環境影響評価方法書につ

いての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解は以下に示すとおりである。 

 

事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(1)当該事業については、具体的な事業内容

を踏まえ、より確実性の高い環境影響評価

を実施し、その結果を事業計画、環境保全

措置の検討、施工時の環境への配慮等に反

映する必要がある。このため、事業計画、

工事計画等をより具体化し、その計画に即

した環境影響評価の結果を準備書に記載す

ること。 

環境影響評価準備書においては、事業計

画、工事計画等を可能な限り具体化し、そ

の計画に基づき予測・評価を実施し、それ

らの結果について準備書に記載しました。 

(2)事業計画、工事計画等の検討に当たって

は、環境保全対策に関する最新の情報を考

慮して、最善の利用可能技術を導入するな

ど、より一層の環境負荷の低減について検

討すること。 

事業計画、工事計画等の検討に当たって

は、最新の情報の収集に努めるとともに、

最善の利用可能な技術を導入するなど、実

行可能な範囲で環境負荷の低減に努めてま

いります。 

共
通
事
項 

(3)この地域は、海抜ゼロメートル地帯であ

り、緩い砂層と軟弱粘土層で構成されてい

るので、これらに配慮した事業計画を作成

すること。 

この地域は海抜ゼロメートル地帯である

ので、雨水流出量を抑制するため、適宜調

整池を設けたり、造成地盤高や軟弱地盤対

策についても配慮しました。 

(1)事業実施区域及び周辺地域には、学校、

病院等の特に環境保全に配慮が必要な施設

が立地し、住宅地にも隣接していることか

ら、工事計画の検討に当たっては、積極的

に低公害型の建設機械を使用するととも

に、建設機械の配置等に配慮し、できる限

り環境負荷の低減を図ること。 

工事計画の検討にあたっては、低公害型

の建設機械を可能な限り採用する計画とし

ました。 

また、学校、病院等の特に環境保全に配

慮が必要な施設が立地している区域に隣接

している場所については、建設機械の配置

等についても配慮しました。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

(2)事業実施区域が広大であり、工事期間が

長期間にわたることから、年度ごとの具体

的な施工区域及び施工内容を明確にすると

ともに、必要に応じて大気質、騒音及び振

動に係る調査地点を追加し、適切な予測、

評価を行うこと。また、予測時期について

も工事全体の工事量を考慮するだけでな

く、周辺環境に最も影響が考えられる時期

を適切に設定すること。 

事業実施区域が広大であり、工事期間が

長期間にわたることから、年度ごとの具体

的な施工区域及び施工内容を検討するとと

もに、必要に応じて調査地点を追加し、適

切な予測、評価を行いました。 

予測時期についても工事計画を基に建設

機械による影響が最大となる時期を想定し

ました。また、学校、病院等の特に環境保

全に配慮が必要な施設が立地している区域

に隣接して施工する時期についても対象と

して予測、評価しました。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(3)事業実施区域の北側には中高層住宅が

あることから、騒音の高さ方向にも十分配

慮しながら、予測、評価を行うこと。 

周辺に存在する中高層住宅については、

騒音の高さ方向の予測、評価を行いました。
(第９章 第１節 ２騒音  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(4)工事用道路として使用することとしてい

る既存道路及び新設道路（戸田荒子線の庄内

川以東）の沿道には、住宅、学校、病院等が

存在していることから、工事用車両の運行計

画の検討に当たっては、周辺環境への影響に

十分配慮するとともに、適切な地点で大気

質、騒音及び振動の環境影響評価を行うこ

と。 

工事用車両の運行に当たっては、運行ル

ートの分散化、車両台数の平準化に努めた

工事計画としました。 

また、工事用車両の運行に伴う環境影響

評価の実施に当たっては、住宅、学校、病

院等に近接している地点も対象としまし

た。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

水
質 

工事に伴う濁水の影響の予測、評価に当た

っては、現地の土砂の沈降特性を把握して行

うこと。また、沈砂池の設置に当たっては、

沈降特性を踏まえ、必要な容量を確保し、濁

水の流出防止を図ること。 

雨水排水による濁水の予測、評価に当た

っては、土砂の沈降特性を把握するととも

に、十分な容量の仮設沈砂池を確保し、濁

水の流出防止に努めます。 
(第９章 第１節 ５水質  参照) 

(1) 土地造成工事により懸念される地盤沈

下の予測、評価に当たっては、予測時期を造

成工事終了直後としているが、造成による地

盤沈下は、時間経過とともに進行することを

考慮して行うこと。 

土地造成工事により懸念される地盤沈下

の予測、評価に当たっては、造成工事終了

直後からの時間経過も考慮した予測を実施

しました。 
(第９章 第１節 ６地盤  参照) 

地
盤 

(2) 事業実施区域及びその周辺のボーリン

グ調査結果や土質試験結果の資料の収集に

更に一層努めるなどし、地質断面図を作成す

るとともに種々の断面で地盤沈下の予測、評

価を行うこと。 

事業実施区域及びその周辺のボーリング

調査結果や土質試験結果の資料の収集に努

め、南北方向の３断面について地質断面図

を作成するとともに、地盤沈下量の予測、

評価を実施しました。 
(第５章 第１節 ３土壌及び地盤の状況、第９

章 第１節 ６地盤  参照) 

(1) 事業実施区域及び周辺地域には、水田雑

草群落を中心とした自然環境が残されてお

り、また既往調査ではダルマガエル、メダカ、

マメダオシ等の貴重な動植物も確認されて

いる。このような地域特性を踏まえ、事業計

画、工事計画等の具体化に当たっては、これ

らの動植物の生息、生育環境を把握した上

で、自然環境に十分配慮すること。 

事業計画、工事計画等の策定に当たって

は、重要な動植物の生息、生育環境を十分

把握したうえで、自然環境に十分配慮した

公園計画等を検討することとしました。 
(第９章 第１節 ７動物、８植物  参照) 

(2) 動物、植物及び生態系の調査範囲を事業

実施区域及びその周辺約200ｍまでの範囲と

しているが、水田生態系を構成する両生類な

どの生息状況を十分把握できるよう、必要に

応じ調査範囲及び調査時間を拡大すること。

両生類など行動圏の広い動物の調査にお

いては、事業実施区域及びその周辺 200ｍ

の調査範囲を、必要に応じ拡大して調査を

実施しました。また、昆虫類などの動物に

ついては夜間の調査も実施しました。 
(第９章 第１節 ７動物、８植物、９生態系  参

照) 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 

(3) 植物の種の同定については、目視による

出現種の確認とともに、標本の保存などを行

い、種名が再確認できるようにすること。な

お、マメダオシについては、愛知県レッドデ

ータブックで絶滅種とされていることから、

種の確認を十分に行うこと。 

現地調査における種の同定については、

可能な限り写真撮影や標本の保存を行い、

種名が再確認できるよう努めました。また、

種の確認については専門家の意見を参考に

しながら確認しました。 
(第９章 第１節 ８植物  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(4) 工事の実施に伴う雨水排水による影

響については、雨水排水の放流先におけ

る植物への影響も懸念されるため、植物

についても予測、評価を行うこと。 

工事の実施に伴う雨水排水の放流先におけ

る水生植物についても予測、評価を実施しま

した。 
(第９章 第１節 ８植物  参照) 動

物
、
植
物
、
生
態
系 

(5) 重要な生物種の選定に当たっては、

最新の知見に基づき行うこと。 

重要な生物種の選定に当たっては、文化財

保護法に基づく天然記念物等に限定せず、

「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物  レ

ッドデーターブックあいち」及び「名古屋市

の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデー

ターブックなごや 2004」も採用して選定を実

施しました。 
(第５章 第１節 ５動植物の生息又は生育、植生

及び生態系の状況、第９章 第１節 ７動物、８

植物  参照) 

景
観 

事業実施区域及び周辺地域は水田群と

住宅地域が混在した土地利用状況となっ

ている。景観の予測、評価に当たっては、

こうした土地利用状況を的確に把握でき

る予測地点を設定し、環境影響評価を行

うこと。 

景観の予測、評価に当たっては、現在と将

来の土地利用状況を的確に把握できる予測地

点を設定し、環境影響評価を行いました。 
(第９章 第１節 10 景観  参照) 

人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場 

事業実施区域及び周辺地域には、水田、

水路、社寺等が存在することから、人と

自然との触れ合い活動の場の実態を明ら

かにし、環境影響評価を行うこと。 

事業実施区域内及びその周辺の水田、水路、

社寺等における人と自然との触れ合い活動に

ついては実態調査を実施し、環境影響評価を

行いました。 
(第９章 第１節 11 人と自然との触れ合いの活動

の場  参照) 

(1) 事業計画、工事計画等の検討の際に、

盛土材については、公共残土の積極的な

活用に努めるなど環境保全に十分配慮す

ること。 

盛土材については、公共残土を積極的に活

用するなど環境保全に十分配慮した計画とし

ました。 
(第９章 第１節 12 廃棄物等  参照) 

(2) 準備書の作成に当たっては、住民な

どの意見について十分検討を行うこと。 

 住民などの意見について十分検討を行い、

準備書を作成しました。 そ
の
他 

(3) 準備書は専門的な内容が多く、かつ、

膨大な図書になる可能性があることか

ら、作成に当たっては、住民にわかりや

すい内容となるような方策を検討し実施

すること。 

 準備書の作成にあたっては、可能な限り住

民にわかりやすい内容となるように努めてい

ます。 

また、住民にわかりやすいように可能な限

り平易な表現に努めるとともに、準備書の内

容を簡潔にまとめた要約書を作成します。 
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     の項目並びに調査、予測及び評価の手法 
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第８章  都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法   

１  環境影響評価の項目並びにその選定の理由 

環境影響評価の項目は、「土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る

調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置

に関する指針等を定める省令（平成 10 年６月 12 日建設省令第 13 号）」（以下、省令という。）別

表第１に掲げる標準項目に対して、項目の削除又は追加を行うことにより選定した。 

環境影響評価の項目及びその選定の理由は、表 8.1- 1～2 に示すとおりである。 

なお、方法書についての愛知県知事の意見に基づき、環境要素として「人と自然との触れ合い

の活動の場」、事業実施区域内に斎場施設の建設が予定されていることから、影響要因として斎場

施設の「施設の稼働」及び斎場施設の供用に伴う「交通の集中」の項目を新たに環境影響評価項

目として選定した。 
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表 8.1 -  1   環境影響評価の項目 

工 事 の 実 施 
土地又は工作物の存在及び

供用 
影響要因の区分 

  

  

  

環境要素の区分  

雨水の

排水 

造成工

事 

建設機

械の稼

働 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行

敷地の

存在

(土地

の改

変) 

構造物

の存在 

（施設

の稼

働） 

交通の

集中 

二酸化窒素   ◎ ◎  ● ● 

浮遊粒子状

物質 
  ◎ ◎  ● ● 

ダイオキシ

ン類 
     ●  

大気質 

粉じん等  ◎ ○ ○    

騒音 騒音   ○ ○  ● ● 

振動 振動   ○ ○  ● ● 

大気環境 

悪臭 悪臭      ●  

水環境 水質 水の濁り ○       

地形及

び地質 

重要な地形

及び地質 
    ×   

環境の自然

的構成要素

の良好な状

態の保持を

旨として調

査、予測及び

評価される

べき環境要

素 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 
地盤 地盤沈下     ◎   

動物 

重要な種及

び注目すべ

き生息地 

◎    ○   

植物 
重要な種及

び群落 
●    ○   

生物の多様

性の確保及

び自然環境

の体系的保

全を旨とし

て調査、予測

及び評価さ

れるべき環

境要素 
生態系 

地域を特徴

づける生態

系 

▲    ○   

景観 

主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

    ○ ○  

人と自然と

の豊かな触

れ合いの確

保を旨とし

て調査、予測

及び評価さ

れるべき環

境要素 

人と自然との触れ合

いの活動の場 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

    ● ●  

環境への負

荷の量の程

度により予

測及び評価

されるべき

環境要素 

廃棄物等 
建設工事に

伴う副産物 
 ○      

注：○は標準項目のうち環境影響評価を実施する項目。 

：×は標準項目のうち環境影響評価を実施しない項目。  

：◎は標準項目に追加して環境影響評価を実施する項目。 

：●は方法書に追加して環境影響評価を実施する項目。 

：▲は方法書から変更して環境影響評価を実施しない項目。 

 

  なお、斎場施設の建設は土地区画整理事業に伴う工事と同じ時期であるため、工事の実施に伴

う環境への負荷は、土地区画整理事業に伴う工事と斎場施設の建設工事を合わせて考慮する。   
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備考 

 表 8.1- 1～2 において 

   １「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生す

る粒子状物質をいう。 

   ２「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又

は希少性の観点から重要なものをいう。 

   ３「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域

の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 

   ４「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をい

う。 

   ５「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観を

いう。 

   ６「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人

と自然との触れ合いの活動の場をいう。 
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表 8.1- 2  環境影響評価の項目の選定の理由 

環境要素の区分 
事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由 

（標準項目を削除した理由を含む） 

二酸化窒素 

【追加した理由】  

事業実施区域の位置する名古屋市は、自動車 NOx・PM 法

に基づく窒素酸化物対策地域とされている。また、事業

実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、資材

及び機械の運搬に用いる車両(以下、「工事用車両」とい

う。)の運行、斎場施設の稼働、供用時の交通の集中によ

り、二酸化窒素に係る環境影響が考えられる。 

浮遊粒子状物

質 

【追加した理由】 

事業実施区域の位置する名古屋市は、自動車 NOx・PM 法

に基づく粒子状物質対策地域とされている。また、事業

実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、工事

用車両の運行、斎場施設の稼働、供用時の交通の集中に

より、浮遊粒子状物質に係る環境影響が考えられる。 

粉じん等 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、

工事用車両の運行により、粉じん等に係る環境影響が考

えられる。 

また、造成工事に伴い裸地が出現することから粉じん等

に係る環境影響が考えられる。 

大気質 

ダイオキシン

類 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、斎場施設の稼働に

伴いダイオキシン類に係る環境影響が考えられる。 

騒音 騒音 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、

工事用車両の運行、斎場施設の稼働、供用時の交通の集

中により、騒音に係る環境影響が考えられる。 

振動 振動 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、

工事用車両の運行、斎場施設の稼働、供用時の交通の集

中により、振動に係る環境影響が考えられる。 

大気環境 

悪臭 悪臭 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、斎場施設の稼働に

伴い悪臭に係る環境影響が考えられる。 

水環境 水質 水の濁り 

【選定した理由】 

工事中の雨水の排水により、水の濁りに係る環境影響が

考えられる。 

地 形 及

び地質 

重要な地形及

び地質 

【削除した理由】 

事業実施区域周辺に、重要な地形及び地質が存在しない。
土壌に係る環境

その他の環境 
地盤 地盤沈下 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺は軟弱地盤であり、土地の改変(盛土)

により、地盤沈下に係る環境影響が考えられる。 
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環境要素の区分 
事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由 

（標準項目を削除した理由を含む） 

動物 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

【選定、追加した理由】 

雨水の排水、敷地の存在(土地の改変)により、重要な種

及び注目すべき生息地に係る環境影響が考えられる。 

植物 
重要な種及び

群落 

【選定、追加した理由】 

雨水の排水、敷地の存在(土地の改変)により、重要な種

及び群落に係る環境影響が考えられる。 

生態系 
地域を特徴づ

ける生態系 

【選定した理由】 

敷地の存在(土地の改変)により、地域を特徴づける生態

系に係る環境影響が考えられる。 

景観 

主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺望景観 

【選定した理由】 

事業実施区域周辺には広い範囲で田園風景がみられ、眺

望景観が存在することから、敷地の存在(土地の改変)、

構造物の存在による眺望景観への環境影響が考えられ

る。 

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

【選定した理由】 

事業実施区域及びその周辺には水田、水路、史跡散策路

が存在することから、敷地の存在(土地の改変)、構造物

の存在による主要な人と自然との触れ合いの活動への環

境影響が考えられる。 

廃棄物等 
建設工事に伴

う副産物 

【選定した理由】 

造成工事により、建設副産物が発生することが考えられ

る。 
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２  調査、予測及び評価手法並びにその選定の理由 

環境影響評価の各項目について、調査、予測及び評価の手法並びにその選定の理由は次頁以降

に示すとおりである。 

 

なお、調査及び予測の手法（標準項目に係るものに限る。）は省令別表第２に掲げる標準手法を

基準として選定し、また評価の手法については次の観点から選定した。 

①  調査及び予測の結果等を踏まえ、事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれ

がある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、

必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを

評価する手法であること。 

②  国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係

る環境要素に関して基準又は目標（以下「基準等」という。）が示されている場合には、調査

及び予測の結果と基準等との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 建設機械の稼働 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質 二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

ア 大気質濃度の状況 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

イ 気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集、整理・解析を行った。 

３ 調査地域 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域を代表する箇所として、事業実施区域の北西の直近に位置する大気汚

染常時監視測定局である南陽支所とした。 

５ 調査期間等 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、調査地域における大気質に係る環

境影響を予測・評価するために必要な情報を、適切かつ効果的に把握できる期間、

時期及び時間帯とした。 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

学校、病院、住居等に近接する工事区域境界とした。 

４ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響が最大と

想定される時期（年、時間）とした。 

評価の手法 建設機械の稼働による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響が、事業者

により実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかに

した。 

また、環境基本法に基づく環境基準、名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値

と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

事業実施区域の北西の直近に、名古屋市によって管理されている大気汚染常時

監視測定局である南陽支所が位置しており、当該測定局で二酸化窒素、浮遊粒子

状物質及び風向・風速を測定していることから、現地調査は実施せず、南陽支所

における情報の収集、整理・解析による調査とした。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、理論に基づく計算による手

法とした。 

３ 評価の手法 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質に関して、整合を図るべき基準等が制定されてい

ることから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行っ

た。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 建設機械の稼働 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質  粉じん等 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集、整理・解析を行った。 

３ 調査地域 

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域を代表する箇所として、大気汚染常時監視測定局の南陽支所とした。

５ 調査期間等 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

プルーム式を基本とし、粉じん等の降下量（以下「降下ばいじん量」という。）

が風下距離のべき乗に比例する特性からの経験式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

学校、病院、住居等に近接する工事区域境界とした。 

４ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による降下ばいじん量に係る環境影響が最大と想定される時期

とした。 

評価の手法 建設機械の稼働による降下ばいじん量に係る環境影響が、事業者により実行可能

な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査手法 

大気汚染常時監視測定局の南陽支所では風向・風速を測定していることから現

地調査は実施せず、南陽支所の情報の収集、整理・解析による調査とした。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、プルーム式を基本とした計

算による予測とした。 

３ 評価の手法 

降下ばいじん量に関して、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、

回避・低減に係る評価を行った。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質  二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

ア 大気質濃度の状況 

道路沿道における二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

イ 気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（二酸化窒素、浮遊粒子状

物質）による方法とした。 

３ 調査地域 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

ア 大気質濃度の状況 

工事用車両の運行が想定される道路に最も近接した学校、病院、住居等の近

傍の５地点とした。 

イ 気象の状況（風向・風速） 

調査地域を代表する箇所として、大気汚染常時監視測定局の南陽支所とした。

５ 調査期間等 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の調査時期は、春季、夏季、秋季、冬季の４季

とし、調査期間はそれぞれ１週間とした。 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

工事用車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に近接する道

路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について運行する工事用車両台数が最大となる時期とした。 

評価の手法 工事用車両の運行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境影響が、事業

者により実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らか

にした。 

また、環境基本法に基づく環境基準、名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値

と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。
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（続き） 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

大気質濃度の状況については、既存資料から沿道における現況の二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の濃度に関する情報が入手できないため、現地調査を実施して

地域特性を把握した。 

気象の状況については、大気汚染常時監視測定局の南陽支所で風向・風速を測

定していることから、現地調査は実施せず、南陽支所の情報の収集、整理・解析

により調査した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、理論に基づく計算による手

法とした。 

３ 評価の手法 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質に関して、整合を図るべき基準等が制定されてい

ることから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行っ

た。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質  粉じん等 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集、整理・解析を行った。 

３ 調査地域 

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域を代表する箇所として、大気汚染常時監視測定局の南陽支所とした。

５ 調査期間等 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

プルーム式を基本とし、粉じん等の降下量（降下ばいじん量）が風下距離のべ

き乗に比例する特性からの経験式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

工事用車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に近接する道

路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について運行する工事用車両台数が最大となる時期とした。 

評価の手法 工事用車両の運行による降下ばいじん量に係る環境影響が、事業者により実行可

能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査手法 

大気汚染常時監視測定局の南陽支所では風向・風速を測定していることから現

地調査は実施せず、南陽支所の情報の収集、整理・解析による調査とする。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、プルーム式を基本とした計

算による予測とした。 

３ 評価の手法 

降下ばいじん量に関して、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、

回避・低減に係る評価を行った。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 造成工事 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質  粉じん等 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集、整理・解析を行った。 

３ 調査地域 

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域を代表する箇所として、大気汚染常時監視測定局の南陽支所とした。

５ 調査期間等 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

粉じん等の調査事例の引用又は解析による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

事業実施区域周辺とした。 

４ 予測対象時期等 

裸地面積が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 造成工事による粉じん等に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回避

又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査手法 

大気汚染常時監視測定局の南陽支所では風向・風速を測定していることから現

地調査は実施せず、南陽支所の情報の収集、整理・解析により調査した。 

２ 予測の手法 

粉じん等の予測については、定量的な予測手法が確立されていないため、定性

的な予測とした。 

３ 評価の手法 

粉じん等に関して、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、回避・

低減に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 構造物の存在（施設の稼働） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質
二酸化窒素、浮遊粒子状物質、 

ダイオキシン類 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

ア 大気質濃度の状況 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類 

イ 気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集、整理・解析及び現地調査（ダイオキシン

類）による方法とした。 

３ 調査地域 

大気質の拡散の特性を踏まえて、大気質に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域を代表する箇所として、事業実施区域の北西の直近に位置する大気汚

染常時監視測定局である南陽支所と事業実施区域内にある南陽小学校とした。 

５ 調査期間等 

調査地域における大気質に係る環境影響を予測・評価するために必要な情報を、

適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯とした。 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

事業実施区域周辺における最大着地濃度の出現地点とした。 

４ 予測対象時期等 

施設の稼働による二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類に係る環境

影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 施設の稼働による二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類に係る環境影

響が、事業者により実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見

解を明らかにした。 

また、環境基本法等に基づく環境基準、名古屋市環境基本条例に基づく環境目標

値と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。

手法の選定 
理由 

１ 調査の手法 
事業実施区域の北西の直近に、名古屋市によって管理されている大気汚染常時

監視測定局である南陽支所が位置しており、当該測定局で二酸化窒素、浮遊粒子
状物質及び風向・風速を測定していることから、現地調査は実施せず、南陽支所
における情報の収集、整理・解析により調査した。また、ダイオキシン類につい
ては南陽支所で測定していないことから、南陽小学校において現地調査を実施し
た。 

２ 予測の手法 
環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、理論に基づく計算による手

法とした。 
３ 評価の手法 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類に関して、整合を図るべき基
準等が制定されていることから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整
合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 交通の集中 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 大気質 二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

ア 大気質濃度の状況 

道路沿道における二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

イ 気象の状況（風向・風速） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（二酸化窒素、浮遊粒子状

物質）による方法とした。 

３ 調査地域 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

４ 調査地点 

ア 大気質濃度の状況 

供用時に車両の走行が想定される道路に最も近接した学校、病院、住居等の

近傍の５地点とした。 

イ 気象の状況（風向・風速） 

調査地域を代表する箇所として、大気汚染常時監視測定局の南陽支所とした。

５ 調査期間等 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の調査時期は、春季、夏季、秋季、冬季の４季

とし、調査期間はそれぞれ１週間とした。 

気象については異常年による補正の必要性を検討するため過去 11 年間の資料

を収集した。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に

近接する道路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について、供用時に運行する施設関連車両台数が最大となる時期と

した。 

評価の手法 供用時における施設関連車両の運行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る

環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかにつ

いて見解を明らかにした。 

また、環境基本法に基づく環境基準、名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値

と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。
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（続き） 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

大気質濃度の状況については、既存資料から沿道における現況の二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の濃度に関する情報が入手できないため、現地調査を実施して

地域特性を把握した。 

気象の状況については、大気汚染常時監視測定局の南陽支所で風向・風速を測

定していることから、現地調査は実施せず、南陽支所の情報の収集、整理・解析

により調査した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、理論に基づく計算による手

法とした。 

３ 評価の手法 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質に関して、整合を図るべき基準等が制定されてい

ることから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行っ

た。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 建設機械の稼働 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 騒音  騒音 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 騒音の状況 

 イ 地表面の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査による方法とした。 

３ 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち騒音に係る環境影響を把握でき、かつ学校、病院、住居等が存

在する２地点とした。 

５ 調査期間等 

 ア 騒音の状況 

騒音が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 地表面の状況 

地表面の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響学会の ASJ  CN-Model 2002）による方

法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

学校、病院、住居等に近接する工事区域境界とした。 

４ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法  建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回

避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43 年厚

生省・建設省告示第１号）及び「名古屋市環境保全条例施行細則 別表第 14」（平成

15 年名古屋市規則第 117 号）に定める基準と、予測結果との間に整合が図られてい

るかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 

騒音の状況については、既存資料から現況騒音レベルの情報が入手できないた

め、現地調査を実施した。 

また、地表の状況は、現地調査により把握した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、音の伝搬理論式に基づく計

算により予測した。 

３ 評価の手法 

建設機械の稼働による騒音に関して、整合を図るべき基準等が制定されている

ことから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。
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工事の実施 影響要因の区分 

 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 騒音   騒音 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 騒音の状況 

 イ 沿道の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（道路交通騒音、交通量）

による方法とした。 

３ 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域とした。 

４ 調査地点 

 ア 騒音の状況 

工事用車両の運行が想定される道路に最も近接した学校、病院、住居等の近傍

の５地点とした。 

 イ 沿道の状況 

工事用車両の運行が想定される道路の代表的区間とした。 

５ 調査期間等 

 ア 騒音の状況 

騒音が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 沿道の状況 

沿道の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響学会の ASJ RTN-Model 2003）による方

法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち工事用車両の運行が想定される道路において学校、病院、住居

等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

３ 予測地点 

工事用車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に近接する道

路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について運行する工事用車両台数が最大となる時期とした。 

評価の手法 工事用車両の運行による騒音に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で

回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）及び「騒

音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定

める省令」（平成 12 年総理府令第 15 号）と、予測結果との間に整合が図られている

かどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 
騒音の状況については、既存資料から現況騒音レベル及び交通量等の情報が入

手できないため、現地調査を実施した。 
沿道の状況については、既存資料及び現地調査により沿道の情報（地表面種別、

道路の状況、土地利用状況等）を把握した。 
２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、音の伝搬理論式に基づく計
算により予測した。 

３ 評価の手法 
自動車騒音に関して、整合を図るべき基準等が制定されていることから、回避・

低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 



- 162 - 

 

土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 構造物の存在（施設の稼働） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 騒音   騒音 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 騒音の状況 

 イ 地表面の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査による方法とした。 

３ 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち騒音に係る環境影響を把握できる１地点とした。 

５ 調査期間等 

 ア 騒音の状況 

騒音が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 地表面の状況 

地表面の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

音の伝搬理論に基づく予測式による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

施設敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

施設の稼働による環境影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 施設の稼働による騒音に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回避又

は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「名古屋市環境保全条例施行細則 別表 9」（平成 15 年名古屋市規則第 117

号）に定める特定工場等の騒音に係る規制基準と、予測結果との間に整合が図られ

ているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１  調査の方法 

騒音の状況については、既存資料から現況騒音レベルが入手できないため、現

地調査を実施した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、音の伝搬理論式に基づく計

算により予測した。 

３ 評価の手法 

施設の稼働による騒音に関して、整合を図るべき基準等が制定されていること

から、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 交通の集中 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 騒音   騒音 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 騒音の状況 

 イ 沿道の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（道路交通騒音、交通量）

による方法とした。 

３ 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域とした。 

４ 調査地点 

 ア 騒音の状況 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路に最も近接した学校、病院、住

居等の近傍の５地点とした。 

 イ 沿道の状況 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路の代表的区間とした。 

５ 調査期間等 

 ア 騒音の状況 

騒音が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 沿道の状況 

   沿道の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 
音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響学会の ASJ RTN-Model 2003）による方

法とした。 
２ 予測地域 

調査地域のうち供用時に施設関連車両の運行が想定される道路において学校、
病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

３ 予測地点 
供用時に施設関連車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に

近接する道路敷地境界とした。 
４ 予測対象時期等 

各予測地点について、供用時に運行する施設関連車両台数が最大となる時期と
した。 

評価の手法 供用時における施設関連車両の運行による騒音に係る環境影響が、事業者により

実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。

また、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年環境庁告示第 64 号）及び「騒

音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定

める省令」（平成 12 年総理府令第 15 号）と、予測結果との間に整合が図られている

かどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 
理由 

１ 調査の方法 
騒音の状況については、既存資料から現況騒音レベル及び交通量等の情報が入

手できないため、現地調査を実施した。 
沿道の状況については、既存資料及び現地調査により沿道の情報（地表面種別、

道路の状況、土地利用状況等）を把握した。 
２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、音の伝搬理論式に基づく計
算により予測した。 

３ 評価の手法 
自動車騒音に関して、整合を図るべき基準等が制定されていることから、回避・

低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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工事の実施 影響要因の区分 

建設機械の稼働 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 振動  振動 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  地盤の状況（地盤の種別） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（振動の状況）による方法

とした。 

３ 調査地域 

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち振動に係る環境影響を把握でき、かつ住居等が存在する２地点

とした。 

５ 調査期間等 

振動が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

振動の発生及び伝搬に係る既存データにより、振動の伝搬理論式を用いて振動

レベルを予測した。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

学校、病院、住居等に近接する工事区域境界とした。 

４ 予測対象時期等 

建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 建設機械の稼働による振動に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回

避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年総理府令第 58 号）による特定建設作業

の規制に関する基準及び「名古屋市環境保全条例施行細則 別表 14」（平成 15 年名

古屋市規則第 117 号）に定める基準と、予測結果との間に整合が図られているかど

うかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 

地盤の状況については、既存資料により地盤の情報（地盤の種別：未固結地盤

または固結地盤）が得られることから、現地調査は実施しなかった。 

振動の状況については、既存資料から現況振動レベルに関する情報が入手でき

ないため、現地調査を実施して地域特性を把握した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、振動の伝搬理論式に基づく

計算による予測とした。 

３ 評価の手法 

建設機械の稼働による振動に関して、整合を図るべき基準等が制定されている

ことから、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。
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工事の実施 影響要因の区分 

資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

環境影響評価 

の項目 

環境要素の区分 大気環境 振動  振動 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 振動の状況 

 イ 地盤の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（道路交通振動、地盤卓越

振動数）による方法とした。 

３ 調査地域 

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とした。 

４ 調査地点 

 ア 振動の状況 

工事用車両の運行が想定される道路に最も近接した学校、病院、住居等の近傍

の５地点とした。 

 イ 地盤の状況 

工事用車両の運行が想定される道路の代表的区間とした。 

５ 調査期間等 

 ア 振動の状況 

振動が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 地盤の状況 

   地盤の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

振動の伝搬理論に基づく予測式（日本騒音制御工学会の INCE/J RTV-Model 

2003）による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち工事用車両の運行が想定される道路において学校、住居等が存

在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

３ 予測地点 

工事用車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に近接する道

路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について運行する工事用車両台数が最大となる時期とした。 

評価の手法 

工事用車両の運行による振動に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で

回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく道路交通振動の限度と、

予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 

既存資料から現況振動レベル等の情報が入手できないため、現地調査を実施し

た。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、振動の伝搬理論式に基づく

計算による予測とした。 

３ 評価の手法 

道路交通振動に関して、整合を図るべき基準等が制定されていることから、回

避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

構造物の存在（施設の稼働） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 振動  振動 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  地盤の状況（地盤の種別） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（振動の状況）による方法

とした。 

３ 調査地域 

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち振動に係る環境影響を把握できる１地点とした。 

５ 調査期間等 

振動が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

振動の発生及び伝搬に係る既存データにより、振動の伝搬理論式を用いて振動

レベルを予測する方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

施設敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

施設の稼働による環境影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 施設の稼働による振動に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回避又

は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）及び「名古屋市環境保全条例施

行細則 別表 10」（平成 15 年名古屋市規則第 117 号）に定める特定工場等の振動に

係る規制基準と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明

らかにした。 

手法の選定 

理由 

１  調査の方法 

振動の状況については、既存資料から現況振動レベルが入手できないため、現

地調査を実施した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、振動の伝搬理論式に基づく

計算による予測とした。 

３ 評価の手法 

施設の稼働による振動に関して、整合を図るべき基準等が制定されていること

から、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

交通の集中 

環境影響評価 

の項目 

環境要素の区分 大気環境 振動  振動 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 振動の状況 

 イ 地盤の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査（道路交通振動、地盤卓越

振動数）による方法とした。 

３ 調査地域 

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とした。 

４ 調査地点 

 ア 振動の状況 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路に最も近接した学校、病院、

住居等の近傍の５地点とした。 

 イ 地盤の状況 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路の代表的区間とした。 

５ 調査期間等 

 ア 振動の状況 

振動が１年間を通じて平均的な状況となる１日とした。 

 イ 地盤の状況 

   地盤の状況を把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

振動の伝搬理論に基づく予測式（日本騒音制御工学会の INCE/J RTV-Model 

2003）による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち供用時に施設関連車両の運行が想定される道路において学校、

住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

３ 予測地点 

供用時に施設関連車両の運行が想定される道路に面する学校、病院、住居等に

近接する道路敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

各予測地点について、供用時に運行する施設関連車両台数が最大となる時期と

した。 

評価の手法 

供用時における施設関連車両の運行による振動に係る環境影響が、事業者により

実行可能な範囲で回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。

また、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく道路交通振動の限度と、

予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 

既存資料から現況振動レベル等の情報が入手できないため、現地調査を実施し

た。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、振動の伝搬理論式に基づく

計算による予測とした。 

３ 評価の手法 

道路交通振動に関して、整合を図るべき基準等が制定されていることから、回

避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

構造物の存在（施設の稼働） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 大気環境 悪臭  悪臭 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

  気象の状況 

    悪臭の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査並びに類似事例調査による

方法とした。 

３ 調査地域 

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち悪臭に係る環境影響を把握できる１地点とした。 

５ 調査期間等 

悪臭の状況が把握できる１日とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

類似事例の引用又は解析による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込ま

れる地域とした。 

３ 予測地点 

施設敷地境界とした。 

４ 予測対象時期等 

施設の稼働による環境影響が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 施設の稼働による悪臭に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回避又

は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号）に基づく「悪臭防止法による悪

臭物質の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定」（平成７年愛知県告示第

245 号）に定める規制基準及び「名古屋市環境保全条例」（平成 15 年条例第 15 号）

に基づく「悪臭対策指導指針」（平成 15 年名古屋市告示第 412 号）に定める臭気指

数の指導基準値と、予測結果との間に整合が図られているかどうかについて見解を

明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１  調査の方法 

悪臭の状況については、既存資料から臭気指数が入手できないため、現地調査

並びに類似事例調査を実施した。 

２ 予測の手法 

施設整備の計画段階であり、悪臭の発生源及び発生源の位置が明確となってい

ないため、類似事例の引用又は解析による予測とした。 

３ 評価の手法 

施設の稼働による悪臭に関して、整合を図るべき基準等が制定されていること

から、回避・低減に係る評価に加えて、基準等との整合に係る評価を行った。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 雨水の排水 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 水環境  水質   水の濁り 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 水象、水質（浮遊物質量）の状況 

 イ 国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料の収集、整理・解析及び現地調査による方法とした。 

３ 調査地域 

工事中の雨水の排水により水質の影響が想定される事業実施区域周辺の公共用

水域とした。 

４ 調査地点 

調査地域のうち水質に係る環境影響を把握できる代表的な地点として、事業実

施区域周辺の水路の４地点とした。 

５ 調査期間等 

調査時期は、春季、夏季、秋季、冬季の４季及び降雨時２回の合計６回とした。

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

原単位法により浮遊物質量を計算する手法とした。 

２ 予測地域 

事業実施区域周辺の公共用水域で、工事中の雨水の排水により水質の影響が想

定される水域とした。 

３ 予測地点 

事業実施区域から雨水を公共用水域へ排水する地点とした。 

４ 予測対象時期等 

造成裸地面積が最大と想定される時期とした。 

評価の手法 雨水の排水による水の濁りに係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回

避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにした。 

また、名古屋市では名古屋市環境保全条例により建設工事に伴う排水の浮遊物質

量の目安を定めており、排水の浮遊物質量の目安と予測結果との間に整合が図られ

ているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の方法 

事業実施区域周辺に同規模の工事区域が存在しないため、現地調査を実施した。

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、事業実施区域からの濁水の

発生量、浮遊物質量の計算による予測とした。 

３ 評価の手法 

降雨時の水の濁りに関して、名古屋市では名古屋市環境保全条例により建設工

事に伴う排水の浮遊物質量の目安を定めていることから、回避・低減に係る評価

に加えて、目安との整合に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 敷地の存在（土地の改変） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 土壌に係る環境その他の環境 地盤   地盤沈下 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

地盤の状況（土質） 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析

を行った。 

３ 調査地域 

造成工事（盛土工事）に伴い発生する地盤沈下の影響が想定される地域とした。

４ 調査地点 

調査地域における地盤沈下に係る環境影響を把握できる代表的な地点として、

事業実施区域内の１地点とした。  

５ 調査期間等 

調査地域における地盤沈下に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる期間及

び時期とした。 

なお、現地調査は平成 14 年３月４日～７日に行った。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

圧密沈下理論式による方法とした。 

２ 予測地域 

造成工事（盛土工事）に伴い発生する地盤沈下に係る環境影響の及ぶ範囲にお

いて、学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地域と

した。 

３ 予測地点 

学校、病院、住居等が存在する、あるいは将来の立地が見込まれる地点とした。

４ 予測対象時期等 

造成工事（盛土工事）終了後とした。 

評価の手法 土地の改変による地盤沈下に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回

避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮

が適正になされているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

地盤の情報を得るため、現地調査を実施した。 

２ 予測の手法 

環境状況の変化を定量的に把握しやすいことから、理論に基づく計算による予

測とした。 

３ 評価の手法 

土地の改変による地盤沈下に係る環境影響に関して、整合を図るべき基準等が

制定されていないことから、回避・低減に係る評価を行った。 
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工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 雨水の排水、敷地の存在（土地の改変） 

環境影響評価

の項目  

環境要素の区分 動物   重要な種及び注目すべき生息地 

調査の手法 １  調査すべき情報 

ア  脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況 

イ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

ウ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の

生息の状況及び生息環境の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析を

行った。 

３ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺の区域とした。 

４ 調査地点 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地

に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とした。 

５ 調査期間等 

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地

に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯とした。 

 

調査対象種 調査期間等 調査手法 

哺乳類 春季、夏季、秋季、冬季 
フィールドサイン法、任意観察、ト

ラップによる捕獲 

鳥類 春季、夏季、秋季、冬季 
任意観察、ラインセンサス法、定点

観察法 

両生類・爬虫類 春季、夏季、秋季 任意観察、任意採取 

魚類 春季、夏季、秋季 
任意観察、任意採取、トラップ・タ

モ網等による捕獲 

底生動物 春季、夏季、秋季 任意採集、コドラート法 

昆虫類 春季、夏季、秋季 
任意観察、任意採集、ライトトラッ

プ・ベイトトラップによる捕獲 

クモ類 春季、夏季、秋季 任意観察、任意採集 

陸産貝類 春季、夏季、秋季 任意観察、任意採集 

 

 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度

を踏まえた事例の引用又は解析を行った。 

２ 予測地域 

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に

係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

３ 予測対象時期等 

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を

的確に把握できる時期とした。 
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（続き） 

評価の手法 雨水の排水、土地の改変による動物の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境

影響が、事業者により実行可能な範囲で回避又は低減されており、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて見

解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

現地調査により把握することを想定している既存資料が存在しないため、現地調

査を実施した。 

２ 予測の手法 

重要な種等への影響を的確に把握できることから、類似事例及び科学的知見を参

考に影響を予測する手法とした。 

３ 評価の手法 

雨水の排水、土地の改変による動物の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境

影響に関して、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、回避・低減に

係る評価を行った。 
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工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 雨水の排水、敷地の存在（土地の改変） 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 植物   重要な種及び群落 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

 ア 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 

 イ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析を

行った。 

３ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺の区域とした。 

４ 調査地点 

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係

る情報を、適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とした。 

５ 調査期間等 

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係

る情報を、適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯とした。 

現地調査の調査期間は、冬季を除く、早春、春季、夏季、秋季とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事

例の引用又は解析を行った。 

２ 予測地域 

調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

３ 予測対象時期等 

植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確

に把握できる時期とした。 

評価の手法 雨水の排水、土地の改変による植物の重要な種及び群落に係る環境影響が、事業者

により実行可能な範囲で回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環

境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて見解を明らかにし

た。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

現地調査により把握することを想定している既存資料が存在しないため、現地調

査を実施した。 

２ 予測の手法 

重要な種等への影響を的確に把握できることから、類似事例及び科学的知見を参

考に影響を予測する手法とした。 

３ 評価の手法 

雨水の排水、土地の改変による植物の重要な種及び群落に係る環境影響に関し

て、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、回避・低減に係る評価を

行った。 
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工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

敷地の存在（土地の改変） 

環境影響評価

の項目  

環境要素の区分 生態系  地域を特徴づける生態系 

調査の手法 １ 調査すべき情報 

ア 動植物その他の自然環境に係る概況 

イ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境

の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析

を行った。 

  現地調査の具体的手法は以下の通りとする。 

 ア 動植物その他の自然環境に係る概況 

  「動物」、「植物」、「地形・地質」の調査で得られた情報を活用し、地域の基盤

環境と生物群集の関係を把握した。 

 イ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境

の状況 

   上位性の注目種等として抽出したサギ類及びシギ・チドリ類について、年間

を通した定点観察を行い、分布及び生息状況、繁殖状況、その他の動植物との

関係、生息環境の状況について把握した。 

典型性の注目種等として抽出したダルマガエル、メダカについては分布及び

生息状況、生息環境の状況について把握した。 

３ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺の区域とした。 

４ 調査地点 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域におけ

る注目種等に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる地点又は経路とした。 

サギ類及びシギ・チドリ類の定点調査地点は、水田環境を広く見渡せる地点と

した。 

５ 調査期間等 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域におけ

る注目種等に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯と

した。 

現地調査の調査期間は、サギ類及びシギ・チドリ類については鳥類の季節変化

を把握するため１年間（月１回）とした。調査時間帯は、鳥類の採餌、ねぐら等

の行動内容を把握するため早朝、昼間、夕刻に分けて行った。 

ダルマガエル、メダカの調査時期は６月（春季）と 10 月（秋季）の２回とした。

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例

の引用又は解析を行った。 

２ 予測地域 

調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ

て注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

３ 予測対象時期等 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る

環境影響を的確に把握できる時期とした。 
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（続き） 

評価の手法 土地の改変による地域を特徴づける生態系に係る環境影響が、事業者により実行

可能な範囲で回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全

についての配慮が適正になされているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

現地調査により把握することを想定している既存資料が存在しないため、現地

調査を実施した。 

２ 予測の手法 

注目種等の影響を的確に把握できることから、類似事例及び科学的知見を参考

に影響を予測する手法とした。 

３ 評価の手法 

土地の改変による地域を特徴づける生態系に係る環境影響に関して、整合を図

るべき基準等が制定されていないことから、回避・低減に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 敷地の存在（土地の改変）、構造物の存在 

環境影響評価

の項目  

環境要素の区分 景観   主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 

調査の手法 １  調査すべき情報 

ア  主要な眺望点の状況 

イ  景観資源の状況 

ウ  主要な眺望景観の状況 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析を

行った。現地調査は、主要な眺望点からの眺望景観の状況について写真撮影を行っ

た。 

３ 調査地域 

主要な眺望点、景観資源の分布状況、主要な眺望景観の変化が想定される地

域とした。 

４ 調査地点 

調査地域における景観に係る環境影響を把握できる地点として、事業実施区域及

びその周辺の４地点とした。 

５ 調査期間等 

調査地域における景観に係る情報を、適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

とした。 

現地調査の調査期間は、春季、秋季の２季とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

主要な眺望点及び景観資源については改変の程度を踏まえた事例の引用又は解

析による方法とする。主要な眺望景観についてはフォトモンタージュ法による方法

とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち、主要な眺望点及び景観資源の分布状況並びに主要な眺望景観

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とした。 

３ 予測対象時期等 

景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る

環境影響を的確に把握できる時期とした。 

評価の手法 土地の改変、構造物の存在による景観に係る環境影響が、事業者により実行可能

な範囲で回避又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全につい

ての配慮が適正になされているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

現地調査により把握することを想定している既存資料が存在しないため、現地調

査を実施した。 

２ 予測の手法 

環境影響の変化の程度が把握しやすいことから、視覚的な表現方法による方法と

した。 

３ 評価の手法 

土地の改変、構造物の存在による景観に係る環境影響に関して、整合を図るべき

基準等が制定されていないことから、回避・低減に係る評価を行った。 
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土地又は工作物の存在及び供用 影響要因の区分 

 敷地の存在（土地の改変）、構造物の存在 

環境影響評価

の項目  

環境要素の区分 
人と自然との触れ

合いの活動の場  
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

調査の手法 １  調査すべき情報 

ア  人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

イ  主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

２ 調査の基本的な手法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理・解析を

行った。 

３ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺の区域とした。 

４ 調査地点 

調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を把

握できる地点とした。 

５ 調査期間等 

調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る情報を、適切か

つ効果的に把握できる期間及び時期とした。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程

度を踏まえた事例の引用又は解析による方法とした。 

２ 予測地域 

調査地域のうち、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地域とした。 

３ 予測対象時期等 

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合

いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期とした。 

評価の手法 土地の改変、構造物の存在による人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影

響が、事業者により実行可能な範囲で回避又は低減されており、必要に応じその他の

方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて見解

を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 調査の手法 

現地調査により把握することを想定している既存資料が存在しないため、現地調

査を実施した。 

２ 予測の手法 

環境影響の変化の程度が把握しやすいことから、事例の引用又は解析による方法

とした。 

３ 評価の手法 

土地の改変、構造物の存在による人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影

響に関して、整合を図るべき基準等が制定されていないことから、回避・低減に係

る評価を行った。 
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工事の実施 影響要因の区分 

 造成工事 

環境影響評価

の項目 

環境要素の区分 廃棄物等 建設工事に伴う副産物 

調査の手法 建設工事に伴う副産物の情報は、事業特性の把握により得られることから、調査

は実施しなかった。 

予測の手法 １ 予測の基本的な手法 

建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生の状況の把握を行った。 

２ 予測地域 

  事業実施区域とした。 

３ 予測対象時期等 

  工事期間とした。 

評価の手法 建設工事に伴う副産物による環境負荷が、事業者により実行可能な範囲で回避又

は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかについて見解を明らかにした。 

手法の選定 

理由 

１ 予測の手法 

環境影響の変化の程度が把握しやすいことから、事業特性及び地域特性の情報

から建設工事に伴う副産物の種類とその発生量を把握する方法とした。 

２ 評価の手法 

建設工事に伴う副産物の発生や再利用等に関して、整合を図るべき基準等が制

定されていないことから、回避・低減に係る評価を行った。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第９章 環境影響評価の結果 
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第９章  環境影響評価の結果 

第１節  調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

【環境の自然的構成要素の良好な状態の保持】 

＜大気環境＞ 

１  大気質 

１－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

事業実施区域周辺における大気質の状況を把握するために、文献その他の資料の収集、整

理・解析を行った。 

（ｱ） 調査の手法 

ａ  調査の基本的な手法 

事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時監視測定局における二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質の測定結果を整理・解析した。 

ｂ  調査地域及び調査地点 

調査地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるい

は将来の立地が見込まれる地域とした。 

調査地点は、調査地域を代表する箇所として、事業実施区域の北西の直近に位置する

南陽支所とした。（図 5.1.1- 2 参照） 

ｃ  調査期間等 

    収集及び整理・解析を行うデータは、平成 12～16 年度の５年間とした。 

（ｲ） 調査結果 

調査結果は、「第５章 第１節 １ 大気環境の状況」の項に示したとおりである。 

 

イ 気象の状況 

事業実施区域周辺における気象の状況を把握するために、文献その他の資料の収集、整理・

解析を行った。 

（ｱ） 調査の手法 

ａ  調査の基本的な手法 

事業実施区域及びその周辺に位置する大気汚染常時監視測定局における風向及び風速

の測定結果を整理・解析した。 

ｂ  調査地域及び調査地点 

調査地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるい

は将来の立地が見込まれる地域とした。 

調査地点は、調査地域を代表する箇所として、事業実施区域の北西の直近に位置する

南陽支所とした。（図 5.1.1- 1 参照） 
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ｃ  調査期間等 

収集及び整理・解析を行うデータは、平成 16 年度の１年間とした。 

なお、平成 16 年度の気象状況の代表性をみるため、平成 15 年度以前の 10 年間の風

向・風速測定結果を収集し、異常年検定を行った。 

 

（ｲ） 調査結果 

南陽支所における平成 16 年度の風向・風速の結果は、表 9.1.1- 1 及び図 9.1.1- 1 に

示すとおりである。 

平成 16 年度の風向・風速は、年間を通して、北西の風が卓越し、平均風速は 2.4m/s で

あった。 

また、南陽支所における平成 16 年度の異常年検定結果は、表 9.1.1-2 に示すとおりで

あり、平成 16 年度は異常年ではないことを確認した。 

 

表 9.1.1- 1 南陽支所の風向・風速測定結果（平成 16 年度） 

項 目 4 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 年 間

最多風向 

(頻度％) 
NW 

(28.1) 

NW 
(20.4)

NW 
(15.3) 

NW 
(21.8) 

SE 
(15.7)

NW 
(16.0)

NW 
(26.7)

NW 
(31.0)

NW 
(34.9)

NW 
(32.0) 

NW 
(37.8) 

NW 
(36.4)

NW 
(26.3)

平均風速 

(m/s) 
2.7 2.4 2.4 2.5 2.7 2.3 2.1 1.9 2.1 2.6 2.7 2.4 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.1- 1(1) 南陽支所の年間風配図（平成 16 年度） 
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[春季の風配図]                 [夏季の風配図] 

 

 

[秋季の風配図]                  [冬季の風配図] 

 

 

図 9.1.1- 1(2) 南陽支所の季節別風配図（平成 16 年度） 
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表 9.1.1- 2(1) 風向出現回数による異常年検定結果（検定年：平成 16 年度） 

 

表 9.1.1- 2(2) 風速階級別出現回数による異常年検定結果（検定年：平成 16 年度） 

 

１% 上限 下限

NNE 254 248 308 262 276 259 286 298 290 364 284.5 32.5 356 3.96 ○ 401 168

NE 92 86 104 111 124 117 113 97 92 113 104.9 12.0 104 0.00 ○ 148 62

ENE 82 70 83 53 90 82 73 82 60 70 74.5 10.9 67 0.39 ○ 114 35

風 E 154 139 96 113 100 112 117 116 85 76 110.8 22.2 77 1.90 ○ 191 31

ESE 408 277 269 277 328 371 305 251 263 255 300.4 50.3 280 0.13 ○ 481 120

向 SE 407 296 361 376 440 476 440 343 394 482 401.5 56.5 462 0.94 ○ 604 199

SSE 361 267 343 329 401 442 406 407 398 392 374.6 47.9 431 1.13 ○ 547 203

出 S 339 306 314 332 326 381 331 349 358 334 337.0 20.5 324 0.33 ○ 411 263

SSW 466 377 500 527 417 417 502 470 469 431 457.6 44.1 397 1.54 ○ 616 299

現 SW 290 260 376 313 301 272 288 294 279 352 302.5 34.2 301 0.00 ○ 425 180

WSW 230 234 241 254 266 233 280 258 235 295 252.6 21.1 213 2.88 ○ 328 177

回 W 336 367 331 312 344 284 293 352 325 388 333.2 30.3 357 0.50 ○ 442 224

WNW 1029 1271 838 886 909 772 768 934 894 886 918.7 137.9 904 0.01 ○ 1414 423

数 NW 1926 2159 2190 1874 1909 2065 2010 1937 2165 2078 2031.3 110.8 2302 4.88 ○ 2429 1633

NNW 1430 1402 1375 1429 1538 1551 1542 1575 1462 1039 1434.3 147.4 1051 5.53 ○ 1964 905

N 830 782 899 915 853 812 889 862 881 1033 875.6 65.3 988 2.42 ○ 1110 641

Calm 116 179 132 394 130 135 116 132 107 193 163.4 81.2 144 0.05 ○ 455 0

標 準
偏 差

H13年度 H14年度 H15年度 平 均H9年度 H10年度 H11年度 H12年度

統　　　　　計　　　　　年　　　　　度

Ｆ0
検定年
H16年度

H6年度 H7年度

判定結果
○採択
×棄却

棄却限界
（１％）

H8年度

１% 上限 下限

0.0～0.4 116 179 132 394 130 135 116 132 107 193 163.4 81.2 144 0.05 ○ 455 0

風 0.5～0.9 650 849 840 952 886 873 842 711 720 1095 841.8 121.6 886 0.11 ○ 1279 405

速 1.0～1.9 2960 2954 2996 2992 3266 2986 3088 3177 3119 3420 3095.8 145.8 3393 3.40 ○ 3620 2572

出 2.0～2.9 2232 2147 2128 2111 2089 2103 2125 2350 2133 1867 2128.5 114.5 1885 3.70 ○ 2540 1717

現 3.0～3.9 1321 1229 1173 1033 1169 1211 1199 1192 1163 1088 1177.8 73.6 1150 0.12 ○ 1442 913

回 4.0～5.9 1085 974 1111 882 924 1094 1059 923 1169 854 1007.5 103.7 1003 0.00 ○ 1380 635

数 6.0～7.9 329 285 295 305 229 311 252 223 295 201 272.5 41.0 226 1.05 ○ 420 125

8.0以上 57 103 85 88 59 68 78 49 51 63 70.1 16.9 71 0.00 ○ 131 9

標 準
偏 差

H12年度 H13年度 H14年度 H15年度

統　　　　　計　　　　　年　　　　　度

H6年度 H7年度 H8年度 H9年度 H10年度 H11年度 平 均

検定年
H16年度

Ｆ0

判定結果
○採択
×棄却

棄却限界
（１％）
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（2） 予測の結果 

ア 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

（ｱ） 予測項目 

建設機械の稼働に伴い排出される二酸化窒素、浮遊粒子状物質の年平均値及び１時間値

とした。 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（公害研究対策センター、平成

12 年 12 月）に基づく方法とし、予測手順は図 9.1.1- 2 に示すとおりとした。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

図 9.1.1- 2 建設機械の稼働に伴い排出される大気質濃度の予測計算手順 

 

年平均値から日平均値の年間 98％値等
への変換式 

【予測対象地域の設定】 
 ・計算対象範囲の設定 
・計算格子間隔の設定 

拡散パラメータの設定 

・二 酸 化 窒 素:年間 98％値 
・浮遊粒子状物質:２％除外値 

【気象データの整理】 
・風向、風速、大気安定度の 
時間値データ 

気象条件のモデル化 

排出源高さの風速の推定 

単位時間当たり排出量の計算

【煙源条件の設定】    
・建設機械の稼働台数・位置 
・建設機械の稼働日数 
・代表排出源高さ 

建設機械の排出係数 

排 出 源 位 置 の 設 定 

拡 散 計 算 
有風時(プルーム式) 
弱風時（弱風パフ式) 
無風時(パフ式) 
 

１時間値の算出 年平均値の算出 
（重合計算） 

予測地点の 
１時間値 

予測地点の 
年平均値 

バックグラウンド濃度 
窒素酸化物から二酸化窒素 
への変換 

・二 酸 化 窒 素：年間 98％値 
・浮遊粒子状物質：２％除外値 
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ａ 拡散式 

拡散式は、有風時（風速≧1.0m/s）にはプルーム式を、弱風時（0.5≦風速≦0.9m/s）

には弱風パフ式を、無風時（風速＜0.5m/s）にはパフ式を用いた。 
 

・有風時（ u ≧1.0m/s） 

年平均値の予測には、(1)式のプルーム式を基に一つの風向内で濃度が一様とした(2)

式の長期平均式を用いた。また、１時間値の予測には、(1)式のプルーム式を用いた。 
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………（1） 

 

ここで、 ),,( zyxC ：計算点 ),,( zyx の濃度 

            x     ：計算点の x 座標（ｍ） 

            y     ：計算点の y 座標（ｍ） 

            z     ：計算点の z 座標（ｍ） 

            Qp  ：点煙源強度（m3N／s、mg／s） 

            u     ：風速（m/s） 

            He  ：有効煙突高（ｍ） 

            yσ     ：水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

            zσ    ：鉛直方向の拡散パラメータ（ｍ） 
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 ………（2） 

 

ここで、 R   ：点煙源と計算点との水平距離（ｍ） 

              その他の記号は、(1)式と同じ。 

 

・弱風時（0.5≦ ≦0.9m/s） 

年平均値の予測には、(3)式のパフ式を基に一つの風向内で濃度が一様とした(4)式の

長期平均式を用いた。また、１時間値の予測には、(3)式のパフ式を用いた。 

 

u
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………………（3） 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、 α ， γ  ：拡散パラメータ 

           その他の記号は、(1)式と同じ。 

 

 

                                                                         ………（4） 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、 記号は、(1)及び(3)式と同じ。 

 

・無風時（ u ＜0.5m/s） 

年平均値及び１時間値の予測には、(5)式のパフ式を用いた。 
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ここで、 記号は、(1)及び(3)式と同じ。 
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ｂ 拡散パラメータ 

     (a) 有風時 

有風時の拡散パラメータは、図 9.1.1- 3 に示すパスキル・ギフォード（Pasquill・

Gifford）図を使用し、拡散計算に際しては表 9.1.1- 3 に示す近似関数を用いた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 
（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月） 

 

図 9.1.1- 3 パスキル・ギフォード図 

 

表 9.1.1- 3(1) パスキル・ギフォ－ド図の近似関数（ yσ ） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月）より作成 

 

安 定 度 yα  yγ  風下距離 x (ｍ) 

Ａ 
  0.901 

 0.851 

  0.426 

  0.602 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｂ 
  0.914 

  0.865 

  0.282 

  0.396 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｃ 
  0.924 

  0.885 

  0.1772 

  0.232 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｄ 
  0.929 

  0.889 

  0.1107 

  0.1467 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｅ 
  0.921 

  0.897 

  0.0864 

  0.1019 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｆ 
  0.929 

  0.889 

  0.0554 

  0.0733 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｇ 
  0.921 

  0.896 

  0.0380 

  0.0452 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

y
yy xx αγσ ･＝)(

σ
y（

ｍ
)

σ
ｚ
（
ｍ

)
風下距離χ（ｍ） 風下距離χ（ｍ）
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表 9.1.1- 3(2) パスキル・ギフォ－ド図の近似関数（ zσ ） 

 
 
 

安  定  度 zα  zγ  風下距離 x (ｍ) 

Ａ 
1.122 
1.514 
2.109 

0.0800 
0.00855
0.000212

0 ～   300 
300 ～   500 
500 ～ 

Ｂ 
0.964 
1.094 

0.1272 
0.0570 

0 ～   500 
500 ～ 

Ｃ 0.918 0.1068 0 ～ 

Ｄ 
0.826 
0.632 
0.555 

0.1046 
0.400 
0.811 

0 ～ 1,000 
1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｅ 
0.788 
0.565 
0.415 

0.0928 
0.433 
1.732 

0 ～ 1,000 
1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｆ 
0.784 
0.526 
0.323 

0.0621 
0.370 
2.41 

0 ～ 1,000 
1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｇ 

0.794 
0.637 
0.431 
0.222 

0.0373 
0.1105 
0.529 
3.62 

0 ～ 1,000 
1,000 ～ 2,000 
2,000 ～10,000 

10,000 ～ 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月）より作成 

 

なお、１時間値の予測に用いる ｙσ については、次のとおり時間希釈の補正を行った。 

             
r

pypy tt )/(･＝σσ  
 

              ここで、 yσ  ：評価時間ｔにおける水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

                      ypσ  ：パスキル・ギフォード図の近似関数における水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

                      t   ：短期予測の評価時間（＝60 分） 

                      pt  ：パスキル・ギフォード図の評価時間（＝3 分※） 

                      ｒ  ：べき指数（0.2※） 

※出典：「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」 
（(社)全国都市清掃会議、昭和 61 年６月） 

 

     (b) 弱風時・無風時 

弱風時、無風時の拡散パラメータは、ターナー（Turner）の拡散パラメータをパス

キル安定度分類表に対応させた表 9.1.1- 4 を用いた。 

z
zz xx αγσ ･＝)(
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表 9.1.1- 4 無風、弱風時の拡散パラメータ 
 

[弱風時]               [無風時] 

安定度 α γ 安定度 α γ 

Ａ 0.748 1.569 Ａ 0.948 1.569 

Ａ－Ｂ 0.659 0.862 Ａ－Ｂ 0.859 0.862 

Ｂ 0.581 0.474 Ｂ 0.781 0.474 

Ｂ－Ｃ 0.502 0.314 Ｂ－Ｃ 0.702 0.314 

Ｃ 0.435 0.208 Ｃ 0.635 0.208 

Ｃ－Ｄ 0.342 0.153 Ｃ－Ｄ 0.542 0.153 

Ｄ 0.270 0.113 Ｄ 0.470 0.113 

Ｅ 0.239 0.067 Ｅ 0.439 0.067 

Ｆ 0.239 0.048 Ｆ 0.439 0.048 

Ｇ 0.239 0.029 Ｇ 0.439 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月）より作成 

 

ｃ 重合計算 

年平均値は、気象条件による重合を以下のように行った。 

 

∑
∑ ×

=
i

iiA
A N

NC
C  

 

               ここで、 AC  ：Ａ地点における濃度（ppm） 

                       iAC ：１気象条件下のＡ地点における濃度（ppm） 

                       iN  ：１気象条件下の出現回数 

 

ｄ 窒素酸化物から二酸化窒素への変換（NOx 変換式） 

窒素酸化物（NOx）から二酸化窒素（NO2）への変換は、事業実施区域及びその周辺に

位置する一般環境大気測定局（南陽支所、惟信高校、白水小学校、飛島村松之郷）の測

定データ（平成 12～16 年度）から求めた表 9.1.1- 5 に示す回帰式により行った。 

 

表 9.1.1- 5 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予 測 項 目 変  換  式 

二 酸 化 窒 素 

 
Ｙ＝0.3592Ｘ0.8443 

 
Ｙ：二酸化窒素（ppm） 
Ｘ：窒素酸化物（ppm） 

注）予測寄与濃度の窒素酸化物から二酸化窒素への変換は、以下の方法により行った。 

予測寄与濃度の NO2＝｛（予測寄与濃度[NOx]＋ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度[NOx]）の NO2 変換結果｝ 

－（ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ濃度[NOx]の NO2 変換結果） 
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ｅ 年平均値から日平均値の年間 98％値等への変換 

二酸化窒素の年平均値から日平均値の年間 98％値への変換は、事業実施区域及びその

周辺に位置する一般環境大気測定局（南陽支所、惟信高校、白水小学校、飛島村松之郷）

の測定データ（平成 12～16 年度）から求めた表 9.1.1- 6 に示す回帰式により行った。 

浮遊粒子状物質の年平均値から日平均値の２％除外値への変換は、事業実施区域及び

その周辺に位置する一般環境大気測定局（南陽支所、惟信高校、白水小学校、宝小学校、

飛島村松之郷）の測定データ（平成 12～16 年度）から求めた表 9.1.1- 6 に示す回帰式

により行った。（※宝小学校は平成 14 年度末に廃局となっている。） 

 

表 9.1.1- 6 年平均値から日平均値の年間 98％値等への変換式 

予 測 項 目 変  換  式 

二 酸 化 窒 素 

 
Ｙ＝1.198Ｘ＋0.0149 

 
Ｙ：日平均値の年間 98％値（ppm） 
Ｘ：年平均値（ppm） 

浮遊粒子状物質 

 
Ｙ＝1.826Ｘ＋0.0144 

 
Ｙ：日平均値の２％除外値（mg/m3） 
Ｘ：年平均値（mg/m3） 

 

 

イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるいは将

来の立地が見込まれる地域とした。 

予測計算範囲は、図9.1.1- 4に示す事業実施区域を中心とする東西４km×南北４km の範囲

とし、100ｍメッシュで計算を行った。 

 

ウ 予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の稼働に伴う大気汚染物質の影響が最大になると想定される時

期とし、表9.1.1- 7に示すとおり設定した。 

 

表 9.1.1- 7 予測対象時期 

予測項目 予測対象時期 

年平均値 工事開始後 26～37 ヵ月目 

１時間値 工事開始後 27 ヵ月目 
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エ  予測条件 

（ｱ） 大気汚染物質の排出量 

建設機械の稼働により発生する大気汚染物質の排出量は、「道路環境影響評価の技術手

法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）に示される次式に基づき算出した。 

エンジン排出係数原単位及び ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率は表 9.1.1- 8 に示

すとおりである。 

 

・窒素酸化物排出量 
 

       ＥNOX ＝Σ（ＱiNOX×ｈi） 
 

ここで、ＥNOX ：ユニットからのＮＯx の排出係数（g/ﾕﾆｯﾄ/日） 

ＱiNOX：建設機械 i のＮＯx 排出係数原単位（g/h） 

ＱiNOX＝（Pi×NOx）×Br／ｂ 

Pi ：定格出力（kW） 

                              NOx ：窒素酸化物のエンジン排出係数原単位（g/kW・h） 

                    Br ：建設機械 i の燃料消費率（L/kW・h）／1.2×1000（g/kW・h） 

ｂ ：ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（g/kW・h） 

ｈi ：建設機械 i の日稼働時間（h/日） 

 

・浮遊粒子状物質排出量 
 

       ＥSPM ＝Σ（ＱiSPM×ｈi） 
 

ここで、ＥSPM ：ユニットからのＳＰＭの排出係数（g/ﾕﾆｯﾄ/日） 

ＱiSPM：建設機械 i のＳＰＭ排出係数原単位（g/h） 

ＱiSPM＝（Pi×PM）×Br／ｂ 

Pi ：定格出力（kW） 

PM ：粒子状物質のエンジン排出係数原単位（g/kW・h） 

Br、ｂ ：窒素酸化物排出量と同じ。 

ｈi ：建設機械 i の日稼働時間（h/日） 

 
表 9.1.1- 8(1)  エンジン排出係数原単位（NOx・PM） 

単位：g/kW・h 

排ガス対策型 排ガス未対策型 
定格出力 

窒素酸化物 粒子状物質 窒素酸化物 粒子状物質 

       ～ 15kW 5.3 0.53  6.7 0.53 

15kW～ 30kW 6.1 0.54  9.0 0.59 

30kW～ 60kW 7.8 0.50 13.5 0.63 

60kW～120kW 8.0 0.34 13.9 0.45 

120kW～ 7.8 0.31 14.0 0.41 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）より作成 
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表 9.1.1- 8(2)  ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（ｂ） 

単位：g/kW・h 

定格出力 平均燃料消費率 

       ～ 15kW 296 

15kW～ 30kW 279 

30kW～ 60kW 244 

60kW～120kW 239 

120kW～ 237 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」 
（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）より作成 

 

 

         予測対象時期において想定される主な工事の種別及び各建設機械の稼働台数は、工事計

画を基に、表 9.1.1- 9 に示すとおり設定した。 

また、各建設機械からの大気汚染物質排出量は、「道路環境影響評価の技術手法」（(財)

道路環境研究所、平成 12 年 11 月）に示される方法に基づき、表 9.1.1-10 に示す各建設

機械の諸条件を用いて設定した。 

なお、建設機械の稼働時間帯は８～17 時（昼休み 12～13 時を除く）の８時間／日とし

た。 

 

（ｲ） 排出源の配置 

予測対象時期における各排出源の配置は、図 9.1.1- 5 に示すとおり設定した。 

年平均値の予測については、工事区域毎に各建設機械から排出される大気汚染物質の総

排出量を施工範囲内で等分し、点煙源として均等に配置した。また、１時間値の予測につ

いては、工事区域毎にユニットを点煙源として配置した。 

なお、各建設機械からの大気汚染物質の排出源高さは、ＧＬ＋３ｍとした。 
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表 9.1.1- 9(1) 工事の種別及び稼働台数（年平均値） 

                                               工事開始後 26～37 ヵ月目 

工  事 工事区分 建設機械名 
年間稼働台数 

（台／年） 

普通ブルドーザ(21ｔ)  227 

ダンプトラック(10t) 227 整地工 

バックホウ（0.6ｍ3）  27 

バックホウ（0.6ｍ3） 151 

ダンプトラック(10t)   40 

生コン車 256 

バックホウ（0.35ｍ3） 256 

油圧式杭圧入機    45 

調整池築造工 

クローラークレーン(35ｔ)   45 

バックホウ（0.6ｍ3） 270 

バックホウ(0.35m3) 121 

普通ブルドーザ(15ｔ)   14 

振動ローラー(0.8～1.1ｔ) 112 

クローラークレーン（50ｔ）  18 

クローラークレーン(35ｔ)  212 

ラフタークレーン(25ｔ)  166 

トラッククレーン(10～11t)  38 

ダンプトラック(10t)  12 

水路築造工 

生コン車   32 

バックホウ（0.6ｍ3）  72 

バックホウ（0.35ｍ3）  53 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(舗装幅 2.4～4.5ｍ)  22 

ロードローラ(10～12t)  98 

スタビライザ  53 

モーターグレーダー 129 

タイヤローラー（8～20ｔ） 151 

区画整理 

工事 

道路築造工 

ダンプトラック（10ｔ）  98 

バイブロハンマ(75kVA) 180 

クローラクレーン(50t) 180 

バックホウ(0.6m3)  〈杭工事〉 180 

クローラクレーン(35t)  60 

バックホウ(0.6m3)  〈掘削工事〉 108 

コンクリートポンプ車(100m3) 166 

コンクリートミキサー車(45m3) 166 

建築工事 

クローラクレーン(35t) 332 

オールケーシング掘削機  80 

クローラクレーン(50t)  80 

バックホウ(0.6m3)  80 
外構工事 

クローラクレーン(35t)  40 

バックホウ(0.6m3) 〈杭工事、土工事〉  69 

バックホウ(0.6m3) 〈法面工事、掘削工事〉 148 

バイブロハンマ(75kVA)   28 

クローラクレーン(50t)   28 

クローラクレーン(35t)  152 

普通ブルトーザ(21t)    20 

斎場建設 

工事 

雨水貯留施設工事 

ダンプトラック(10t)    20 
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表 9.1.1- 9(2) 工事の種別及稼働台数（１時間値） 

工事開始後 27 ヵ月目 

工 事 工事区分 建設機械名 稼働台数 

普通ブルドーザ(21ｔ)  1  

ダンプトラック(10t) 1  整地工 

バックホウ（0.6ｍ3） 1  

バックホウ（0.6ｍ3） 1  

ダンプトラック(10t)  1  

油圧式杭圧入機   1  
調整池築造工 

クローラークレーン(35ｔ)  1  

バックホウ（0.6ｍ3） 1  

バックホウ(0.35m3) 1  

振動ローラー(0.8～1.1ｔ) 1  

クローラークレーン(35ｔ)  1  

ラフタークレーン(25ｔ)  1  

水路築造工 

トラッククレーン(10～11t) 1  

区画整理 

工事 

道路築造工 バックホウ（0.6ｍ3） 1  

バイブロハンマ(75kVA) 3  

クローラクレーン(50t) 3  

バックホウ(0.6m3) 3  
建築工事 

クローラクレーン(35t) 1  

バイブロハンマ(75kVA)  1  

クローラクレーン(50t)  1  

バックホウ(0.6m3)     〈杭工事〉 1  

クローラクレーン(35t)  2  

バックホウ(0.6m3)     〈掘削工事〉 2  

クローラクレーン(35t)  2  

バックホウ(0.6m3)     〈法面工事〉 2  

バックホウ(0.6m3)     〈土工事〉 2  

普通ブルトーザ(21t)    1  

斎場建設 

工事   

雨水貯留施設工事 

ダンプトラック(10t)    1  
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表 9.1.1-10 各建設機械の諸元 

建設機械名 
排ガス 

対策 

定格出力 

（kW） 

実作業における 

燃料消費率 

（Ｌ／kW・h） 

普通ブルドーザ(21ｔ)  有 152 0.175  

普通ブルドーザ(15ｔ)  有 100 0.175  

ダンプトラック(10t) 無 246 0.050  

バックホウ（0.6ｍ3） 有 104 0.175  

バックホウ(0.35m3) 有  60 0.175  

クローラークレーン(35ｔ)  無 112 0.089  

クローラクレーン(50t) 無 132 0.089  

ラフタークレーン(25ｔ)  有 193 0.103  

トラッククレーン(10～11t) 無 107 0.044  

バイブロハンマ(75kVA) 有  69 0.170  

油圧式杭圧入機   有 147 0.145  

オールケーシング掘削機 無 125 0.093  

振動ローラー(0.8～1.1t) 無   5 0.201  

コンクリートポンプ車(100m3) 無 199 0.078  

コンクリートミキサー車(45m3) 無 213 0.059  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(舗装幅 2.4～4.5ｍ) 有  39 0.152  

ロードローラ(10～12t) 有  56 0.108  

スタビライザ 無 221 0.111  

モーターグレーダー 有  85 0.108  

タイヤローラー(8～20ｔ)   有  71 0.100  

注）排ガス対策欄の「有」は、「建設機械等損料表  平成 17 年度版」（社団法人日本建設機械化協会）

による排出ガス対応型建設機械である。 
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（ｳ） 気象条件 

予測に用いる気象データは、平成 16 年度の南陽支所における風向、風速及び名古屋地

方気象台における日射量、雲量のデータとした。 

また、南陽支所の風速測定高さは地上 13ｍであるため、排出源高さにおける風速を次に

示すべき乗則の式により推定した。 

 
P)Zs／Z(UsUz =  

 

     ここで、 Uz  ：高さ Z （ｍ）の推定風速（m/s） 

                Us   ：基準高さ Zs (ｍ）の風速（m/s） 

            Z   ：排出源の高さ（ｍ） 

            Zs   ：基準とする高さ（ｍ） 

                  P   ：べき指数（表 9.1.1-11 参照） 
 

表 9.1.1-11 べき指数 

パスキル安定度 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ＦとＧ 

Ｐ 0.1 0.15 0.20 0.25 0.25 0.30 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 
（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月）より作成 

 

ａ 年平均値の気象条件 

年平均値の予測に用いる気象条件は、表 9.1.1-12 に示す設定区分に従い、風向、風

速、大気安定度別に類型化して設定した。風向は 16 方位、風速は８階級に分類（各階

級毎に代表風速を設定）し、大気安定度はパスキル安定度分類表にしたがって 10 階級

に分類した。 

 

表 9.1.1-12(1) 代表風速の設定区分 

風 向 １６方位 

区  分 無風 弱風 有風 

風速範囲 
（m/s） 

0.0 
～ 
0.4 

0.5
～ 
0.9

1.0
～ 
1.9

2.0
～ 
2.9

3.0
～ 
3.9

4.0
～ 
5.9

6.0 
～ 
7.9 

8.0 
～ 
 

風 速 
階 級 

代表風速 
（m/s） 0.0 0.7 1.5 2.5 3.5 5.0 7.0 9.0 
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表 9.1.1-12(2)  パスキル安定度階級分類表（日本式） 

  日射量 cal/cm2･h 夜     間 風  速 

(地上 10ｍ)

ｍ/s  ≧50 49～25 ≦24 

本  曇 

(8～10) 

(日中･夜間)
上層雲(5～10) 

中･下層雲(5～7) 

雲  量 

(0～4) 

＜ 2 Ａ Ａ-Ｂ Ｂ Ｄ (Ｇ) (Ｇ) 

2 ～ 3 Ａ-Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

3 ～ 4 Ｂ Ｂ-Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ 

4 ～ 6 Ｃ Ｃ-Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

6 ＜ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

注 1）日射量については原文は定性的であるので、これに相当する量を推定して定量化した。 

2）夜間は日の入り前１時間から日の出後１時間の間を指す。 

3）日中、夜間とも本曇（8～10）のときは風速のいかんにかかわらず中立状態Ｄとする。 

4）夜間の前後１時間は雲の状態いかんにかかわらず中立状態Ｄとする。 
 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（公害研究対策センター、平成 12 年 12 月）より作成 

 

ｂ １時間値の気象条件 

１時間値の予測に用いる気象条件は、平成 16 年度の南陽支所において、工事時間帯

（8 時～17 時）に出現した風速階級及び大気安定度の組み合わせの中から高濃度が出現

するケースとし、「風速：1.5m/s、大気安定度：Ｄ」とした。 

また、風向は、煙源位置から北西方向に低層住宅及び中高層住宅がまとまって隣接し

ていることから、南東の風とした。 

 

（ｴ） バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、表 9.1.1-13 に示すとおり、平成 16 年度の南陽支所の測定値

を用いた。 

 

表 9.1.1-13 バックグラウンド濃度 

バックグラウンドの濃度 
予  測  項  目 

年平均値 １時間値 
測  定  局

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.023 0.081 

窒 素 酸 化 物（ppm） 0.039 0.340 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.034 0.176 

南陽支所 

注）二酸化窒素、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の１時間値は、平成 16 年度の１時間値 

の最大値を用いた。 
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オ  予測結果 

（ｱ） 年平均値 

     建設機械の稼働に伴い排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は表 9.1.1-14 及

び図 9.1.1- 6 に示すとおりである。 

最大着地濃度は、事業実施区域の南東側境界付近に出現すると予測される。 

 

表 9.1.1-14 年平均値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

建設機械の稼働
による寄与濃度
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の
年間 98％値

又は 
２％除外値

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.00640 0.023 0.02940 
0.050 
(0.042) 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.00090 0.034 0.03490 
0.078 
(0.076) 

注）日平均値の年間 98％値又は２％除外値の（ ）は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質のバック 

グラウンド濃度のみを日平均値の年間 98％値又は２％除外値に変換した値を示す。 

 

（ｲ） １時間値 

建設機械の稼働に伴い排出される大気汚染物質の１時間値の予測結果は表 9.1.1-15 及

び図 9.1.1- 7 に示すとおりである。 

最大着地濃度は、事業実施区域の北側境界付近に出現すると予測される。 

 

表 9.1.1-15 １時間値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

建設機械の稼働 
による寄与濃度 
(最大着地濃度) 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度 

予 測 環 境 
濃     度 

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.077 0.081 0.158 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.016 0.176 0.192 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

建設機械の稼働に伴う大気質の影響ついて、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-16 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-16  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

排出ガス対策型の建設機械

の積極的な採用 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

なし 

 

低減 

 

建設機械の稼働の分散化 

 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

騒音・振動への影響が

緩和される。 

低減 

 

建設機械の複合同時稼働の

回避 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

騒音・振動への影響が

緩和される。 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-17 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-17  環境保全措置の検討結果の検証 

 

 

 

 

 

 

 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

排出ガス対策型の建設機械

の積極的な採用 

排出ガス対策型の建設機械の積極的な採用により

二酸化窒素等の排出量が低減できると判断した。 

低減 

 

建設機械の稼働の分散化 

 

建設機械の稼働の分散化により二酸化窒素等の濃

度が低減できると判断した。 

低減 

 

建設機械の複合同時稼働の

回避 

建設機械の複合同時稼働の回避により二酸化窒素

等の濃度が低減できると判断した。 
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ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置の検討結果は、表 9.1.1-18 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-18  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

 

排出ガス対策型の建設

機械を積極的に採用す

る。 

 

建設機械の稼働を分散

化する。 

 

 

住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の

複合同時稼働を回避す

る。 

環境保全措置

の効果 

二酸化窒素等の排出量

は低減できる。 

二酸化窒素等の濃度は

低減できる。 

二酸化窒素等の濃度は

低減できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

二酸化窒素等の排出量

の低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の濃度の

低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の濃度の

低減が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

なし 

 

 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う大気質の影響は、排出ガス対策型の建設機械の積極的な採用、建設

機械の稼働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避によ

る環境保全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減さ

れるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

（ｱ） 年平均値 

 年平均値の予測結果は、表 9.1.1-19 に示すとおりである。 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.050ppm であり、環境基準を満た

しているが、環境目標値においては既に現況（バックグラウンド濃度）が環境目標値を上

回っている状況にあり、建設機械の稼働による寄与は少なく、影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が 0.078mg/m3 であり、環境基準及

び環境目標値を満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 
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表 9.1.1-19 年平均値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 

日平均値の 
年間 98％値

又は 
２％除外値 

評 価 指 標 

環 境 基 準
0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 二 酸 化 窒 素 

（ppm） 
0.02940 
(0.023) 

0.050 
(0.042) 

環境目標値 0.04ppm 以下 

環 境 基 準浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.03490 
(0.034) 

0.078 
(0.076) 環境目標値

0.10mg/m3 以下 

注 1）予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 

2）日平均値の年間 98％値等の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度のみを日平均値の年間 98％ 

値等に変換した値を示す。 

 

（ｲ） １時間値 

 １時間値の予測結果は、表 9.1.1-20 に示すとおり、二酸化窒素については「二酸化窒

素の人の健康影響に係る判定条件等について（答申）」（昭和 53 年３月、中公審第 163 号）

により提案された指針値の範囲内である。また、浮遊粒子状物質については環境基準及び

名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値を満たしている。 

よって、建設機械の稼働による寄与は少なく、基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

表 9.1.1-20 １時間値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 評 価 指 標 

二 酸 化 窒 素 
（ppm） 

0.158 
(0.081) 

中央公害対策 
審議会答申 0.1～0.2ppm 

環 境 基 準 浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.192 
(0.176) 環境目標値 

0.20mg/m3 以下  

注)予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 
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１－２  建設機械の稼働（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  気象の状況 

気象の状況については、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子

状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

ア  予測の基本的な手法 

粉じん等の降下量（以下、「降下ばいじん量」という。）が風下距離のべき乗に比例する

特性を用いた経験式による方法とした。 

 

（ｱ） 予測項目 

建設機械の稼働に伴い発生する季節別降下ばいじん量とした。 

 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）

に基づく方法とし、予測手順は図 9.1.1- 8 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.1- 8 建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の予測計算手順 

 

【予測対象地域の設定】

 ・計算対象範囲の設定

・計算格子間隔の設定

基準降下ばいじん量等

の設定 

発 生 源 位 置 の 設 定

【気象データの整理】 

・風向、風速の時間値 

データ 

気象条件のモデル化 

予測地点における 

季節別降下ばいじん量

季節別の全風向の 
降下ばいじん量の重合

【発生源条件の設定】 
・建設機械(ユニット) 

の数 
・ユニット毎の月間工事

日数 

季節別風向別 

降下ばいじん量の計算

‘季節別 

風向別平均風速 

季節別 

風向別出現割合 
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ａ 予測計算式 

(a) 季節別風向別降下ばいじん量 

予測地点における季節別風向別降下ばいじん量は、施工範囲を風向別に細分割し、

その細分割された小領域の面積に応じた降下ばいじんの寄与量を各風向に割り当て、

風向別に距離減衰及び季節別風向別平均風速を加味して算出した。 

／Ａｄｄ）／・）／・・Ｎ＝ＮＲ
／

／－

－－∫ ∫
16π

16π

2

1
θ((

x

x

cb
duds xxxxuua 00  

 

ここで、 dsＲ   ：季節別風向別降下ばいじん量（t/km2/月） 

uＮ       ：ユニット数 

dＮ   ：季節別の平均月間工事日数（日/月） 

1x    ：予測地点から季節別施工範囲の手前側の敷地境界線までの 

距離（ｍ） （ 1x ＜１ｍの場合は、 1x ＝１ｍとする） 

2x    ：予測地点から季節別施工範囲の奥側の敷地境界線までの距 

離（ｍ）   （ 2x ＜１ｍの場合は、 2x ＝１ｍとする） 

  a   ：基準降下ばいじん量（t/km2/日/ユニット） 

        u  ：季節別風向別平均風速（m/s） 

        0u   ：基準風速（ 0u ＝１m/s） 

        b  ：風速の影響を表す係数（ b ＝１） 

        x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

0x  ：基準距離（ｍ）（ 0x ＝１ｍ） 

c  ：降下ばいじんの拡散を表す係数 

Ａ  ：季節別施工範囲の面積（ｍ2） 

 

(b) 季節別降下ばいじん量 

予測地点における季節別降下ばいじん量は、季節別風向別降下ばいじん量に季節別

風向出現割合を乗じ、全風向について足し合わせることにより算出した。 

 

∑
ｎ

ｓ＝

・ｆＲ＝Ｃ
1

wsdsd  

 

ここで、 ｄＣ   ：季節別降下ばいじん量（t/km2/月） 

ｎ  ：方位（＝16） 

wsｆ  ：季節別風向出現割合 

 



- 210 - 

イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるいは将

来の立地が見込まれる地域とした。 

予測計算範囲及び計算メッシュ間隔は、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化

窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。（図9.1.1- 4参照） 

また、予測高さは、地上1.5ｍとした。 

 

ウ 予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の稼働に伴い発生する降下ばいじんが最大となると想定される

時期とし、工事開始後29ヶ月目とした。 

 

エ  予測条件 

（ｱ） 発生源条件 

         予測対象時期において想定される主な工事の種別、ユニット（作業単位を考慮した建設

機械の組合わせ）等は、工事計画を基に表 9.1.1-21 に示すとおり設定した。 

      また、各ユニットから発生する基準降下ばいじん量及び降下ばいじんの拡散を表す係数

は、表 9.1.1-22 に示すとおり設定した。 

 

表 9.1.1-21 建設機械の種別及びユニット等（工事開始後 29 ヶ月目） 

工  事 工事区分 ユニット ユニット数 
月間工事日数
（日／月） 

整地工 路体・路床盛土 1 18 

土砂掘削 1 20 
調整池築造工 

法面整形（掘削） 1 20 

水路築造工 土砂掘削 1  9 

区画整理工事 

道路築造工 路床安定処理工 1 17 

建築工事 土砂掘削 4 20 斎場建設工事 

外構工事 場所打杭 2 20 

 

表 9.1.1-22 基準降下ばいじん量ａ及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c  

ユニット 
基準降下ばいじん量
（t/km2/日/ﾕﾆｯﾄ） 

降下ばいじんの 
拡散を表す係数 

路体・路床盛土 1,500 1.7 

土砂掘削 1,500 1.7 

法面整形（掘削）    37 1.0 

路床安定処理工 4,200 1.6 

場所打杭    34 1.6 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）より作成 
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（ｲ） 発生源の配置 

       予測対象時期における各ユニットの施工範囲は、図 9.1.1- 9 に示すとおりとした。 

施工範囲内は各ユニットが一様に移動し作業することにより、降下ばいじんが一様に発

生する面発生源として予測した。 

なお、各ユニットの施工範囲は季節別の変化は少ないものと仮定し、各季節とも同じ施

工範囲により設定した。 

 
（ｳ） 気象条件 

予測に用いる気象条件（季節別風向別平均風速及び季節別風向出現割合）は、事業実施

区域の周辺に位置する南陽支所の平成 16 年度観測結果により、建設機械の稼働時間帯（８

～17 時）を対象に設定した。 

 

表 9.1.1-23 予測に用いる季節別風向別平均風速及び季節別風向出現割合 

季 節 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM

出現頻度（％） 3.0 0.7 0.6 0.2 0.7 4.6 4.1 6.6 9.1 4.8 3.4 4.5 9.9 27.5 12.1 7.4 0.7

平均風速（m/s） 1.7 1.5 1.1 1.0 2.6 3.3 3.6 3.0 2.9 2.4 1.8 2.4 3.9 3.4 2.1 1.8 ―

出現頻度（％） 2.1 0.7 0.2 0.4 1.2 5.7 10.1 7.6 14.6 10.4 4.7 5.0 10.3 17.0 5.8 4.1 0.1

平均風速（m/s） 2.2 2.1 1.0 2.7 3.4 5.4 4.3 3.0 2.7 2.4 2.0 2.0 2.6 2.4 1.7 1.7 ―

出現頻度（％） 4.0 0.9 0.4 0.6 1.1 2.2 3.3 3.7 5.3 5.9 3.3 5.0 11.5 25.6 15.5 11.2 0.6

平均風速（m/s） 1.6 1.2 2.5 2.4 2.8 3.5 5.0 2.5 2.6 2.0 1.8 2.1 2.6 2.6 1.7 1.8 ―

出現頻度（％） 3.7 2.0 1.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.7 0.6 4.5 15.7 38.3 15.8 14.8 0.6

平均風速（m/s） 1.6 1.6 1.1 0.7 0.7 0.6 0.9 1.1 0.7 1.7 1.1 3.8 3.9 3.3 1.9 1.8 ―
冬 季

項　　  目

春 季

夏 季

秋 季

 

注）南陽支所の風速観測高さは地上 13ｍであるため、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働(二酸化 

窒素、浮遊粒子状物質)」の項と同じ方法により、高さ 10ｍにおける風速を推定したのちに、季節 

別風向別平均風速を求めた。 
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オ  予測結果 

建設機械の稼働による季節別降下ばいじん量の予測結果は、表 9.1.1-24 及び図 9.1.1-10

に示すとおりであり、季節別の降下ばいじん量は 1.10～1.76t/km2/月で冬季に最も高くなる

と予測される。 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の予測結果は、事業実施区域の南東側境界付近にお

いて最大 1.76t/km2/月と予測され、降下ばいじん量に係る参考値 10t/km2/月（生活環境を

保全する上での目安である 20 t/km2/月※１から降下ばいじん量の比較的高い地域の値

10t/km2/月※２との差）を下回っている。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴い発生する降下ばいじん量の環境影響の程度は小さ

いと予測される。 

 
表 9.1.1-24 建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測結果 

                                                単位：t/km2/月 

予 測 季 節 予 測 結 果 

春   季 1.19 

夏   季 1.10 

秋   季 1.59 

冬   季 1.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※1）出典：「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（環大自第 84 号、平成２年 

７月） 

※2）平成５年度から平成９年度に全国の一般局で測定された降下ばいじん量のデータから、上位２％を除外 

して得られた値。 出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月） 









 
時間区分：一括
 
季節区分：一括
 
降下ばいじん（Ｈ１６度）＿冬
 
単位：ｐｐｍ
1:25,0000200400600
凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人
 
名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成日光川図
 9.1.1-10(4)
　建設機械の稼働による　　　　　　
   
降下ばいじん量予測結果（冬季）▲
 
冬季：最大濃度地点（
1.76t/km2/
月）（単位：
t/km2/
月）▲
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

建設機械の稼働に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-25 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-25  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

散水 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

なし 

 

低減 

 

施工方法の検討 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

騒音・振動への影響

に留意する。 

低減 

 

建設機械の稼働の分散化 

 

粉じん等の濃度は低減でき

る。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

強風時の作業中止 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

なし 

 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表表 9.1.1-26 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-26  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

散水 

 

造成工事区域内における散水により粉じん等の発

生量が低減できると判断した。 

低減 

 

施工方法の検討 

 

施工方法を検討することにより粉じん等の発生量

が低減できると判断した。 

低減 

 

建設機械の稼働の分散化 

 

建設機械の稼働の分散化により粉じん等の濃度が

低減できると判断した。 

低減 

 

強風時の作業中止 

 

強風時の作業を中止することにより粉じん等の発

生量が低減できると判断した。 
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ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表表 9.1.1-27 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-27  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（粉じん等） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

 

 

造成工事区域内

において散水す

る。 

 

 

施工方法を検討

し、できる限り粉

じん等の発生量

が少ない工法を

採用する。 

建設機械の稼働

を分散化する。 

 

 

 

強風時は作業を

中止する。 

 

 

 

環境保全措置

の効果 

粉じん等の発生

量は低減できる。 

粉じん等の発生

量は低減できる。

粉じん等の濃度

は低減できる。 

粉じん等の発生

量は低減できる。

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

粉じん等の発生

量の低減が期待

できる。 

 

粉じん等の発生

量の低減が期待

できる。 

 

粉じん等の濃度

の低減が期待で

きる。 

 

粉じん等の発生

量の低減が期待

できる。 

 

効果の不確実

性の程度 

 

効果の不確実性

の程度は小さい

と考える。 

効果の不確実性

の程度は小さい

と考える。 

効果の不確実性

の程度は小さい

と考える。 

効果の不確実性

の程度は小さい

と考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

なし 

 

 

騒音・振動への影

響に留意する。 

 

騒音・振動への影

響が緩和される。 

 

なし 

 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の影響は、造成工事区域内における散水、施工方法

の検討、建設機械の稼働の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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１－３ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

事業実施区域及びその周辺における大気質の状況を把握するために、文献その他の資料の

収集、整理・解析及び現地調査を行った。 

  （ｱ） 既存資料調査 

既存資料調査の結果は、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒

子状物質）」の項に示したとおりである。 

（ｲ） 現地調査 

    ａ 調査の手法 

事業実施区域及びその周辺における大気質の状況を把握するために、道路沿道におい

て窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の現地調査を実施した。 

(a) 調査の基本的な手法 

大気質の現地調査は、「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告

第 38 号）、及び「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告第 25 号）

に従い、表 9.1.1-28 に示す方法により実施した。 

 

表 9.1.1-28 大気質の調査方法 

項   目 調 査 方 法 

窒 素 酸 化 物 ザルツマン試薬を用いる吸光光度法による連続測定 

浮遊粒子状物質 ベータ線吸収法による連続測定 

 

(b) 調査地域及び調査地点 

調査地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、ある

いは将来の立地が見込まれる地域とした。 

調査地点は、表 9.1.1-29 及び図 9.1.1-11 に示すとおりとし、調査地域のうち、学

校、病院、住居等の近傍５地点とした。 

 

表 9.1.1-29 大気質の調査地点 

調査地点 路  線  名 

Ａ 名古屋環状２号線 

Ｂ 戸田荒子線 

Ｃ 名古屋環状２号線 

Ｄ 東海橋線 

Ｅ 戸田荒子線 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人
 
名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成●：沿道大気質調査地点図
 9.1.1-11
　大気質調査地点●●日光川●●●
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(c) 調査期間等 

調査時期は、表 9.1.1-30 に示す時期に実施した。 

 

表 9.1.1-30 大気質の調査時期 

調査時期 調査地点 調 査 期 間 

Ａ、Ｅ 平成 15 年 5 月 16 日(金)～ 5 月 22 日(木) 
春 季 

Ｂ、Ｃ、Ｄ 平成 15 年 5 月 25 日(日)～ 5 月 31 日(土) 

Ａ、Ｂ 平成 15 年 7 月 23 日(水)～ 7 月 29 日(火) 
夏 季 

Ｃ、Ｄ、Ｅ 平成 15 年 7 月 31 日(木)～ 8 月 6 日(水) 

Ａ、Ｂ、Ｃ 平成 15 年 10 月 16 日(木)～10 月 22 日(水) 
秋 季 

Ｄ、Ｅ 平成 15 年 10 月 24 日(金)～10 月 30 日(木) 

Ａ、Ｂ、Ｃ 平成 16 年 2 月  4 日(水)～ 2 月 10 日(火) 
冬 季 

Ｄ、Ｅ 平成 16 年 2 月 12 日(木)～ 2 月 18 日(水) 

注）測定時間は、各季とも測定開始日の 0 時から測定終了日の 24 時までとした。 

 

ｂ 調査結果 

道路沿道で実施した大気質の調査結果は、表 9.1.1-31 に示すとおりである。 
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表 9.1.1-31  道路沿道における大気質の調査結果 

 

項     目 二酸化窒素
 

(ppm) 

一酸化窒素
 

(ppm) 

 
窒素酸化物 

 
(ppm) 

 
浮遊粒子状

物質 
（mg/m3） 

春  季 0.022 0.011 0.033 0.040 

夏  季 0.019 0.012 0.031 0.030 

秋  季 0.027 0.023 0.050 0.031 

冬  季 0.021 0.022 0.043 0.019 

Ａ地点 

(名古屋環状２号線)

年 間 0.022 0.017 0.039 0.030 

春  季 0.025 0.012 0.037 0.038 

夏  季 0.019 0.012 0.032 0.036 

秋  季 0.028 0.021 0.049 0.033 

冬  季 0.019 0.018 0.037 0.020 

Ｂ地点 

(戸田荒子線） 

年 間 0.023 0.016 0.039 0.032 

春  季 0.027 0.012 0.039 0.049 

夏  季 0.021 0.012 0.033 0.039 

秋  季 0.025 0.016 0.041 0.038 

冬  季 0.018 0.014 0.032 0.018 

Ｃ地点 

(名古屋環状２号線)

年 間 0.023 0.013 0.036 0.036 

春  季 0.028 0.021 0.049 0.040 

夏  季 0.028 0.022 0.050 0.042 

秋  季 0.037 0.050 0.087 0.033 

冬  季 0.041 0.064 0.106 0.036 

Ｄ地点 

(東海橋線) 

年 間 0.033 0.039 0.073 0.038 

春  季 0.025 0.008 0.033 0.043 

夏  季 0.022 0.010 0.032 0.046 

秋  季 0.025 0.019 0.045 0.037 

冬  季 0.029 0.022 0.051 0.031 

Ｅ地点 

(戸田荒子線) 

年 間 0.025 0.015 0.040 0.039 

注）「春季」～「冬季」の値は、各調査期間中の平均値である。また、「年間」の値は、調査４回の

平均を示す。 

 

  イ 気象の状況 

    気象の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質）」の項に示したとおりである。 
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（2） 予測の結果 

ア 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

（ｱ） 予測項目 

資材及び機械の運搬に用いる車両（以下、「工事用車両」という。）の運行に伴う二酸化

窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値とした。 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）

に基づく方法とし、予測計算手順は図 9.1.1-12 に示すとおりとした。 

 

 

 
 

図 9.1.1-12 工事用車両の運行による大気質濃度の予測計算手順 

・二 酸 化 窒 素：年間 98％値

・浮遊粒子状物質：２％除外値

年平均値から日平均値の年間 98％値
等への変換式

【道路条件の設定】 

 ・車道部幅員 

・道路構造、路面位置 

・予測点位置 

車種別・運行速度別の

排出係数(NOX・SPM)

拡 散 幅 等 の 設 定 

二酸化窒素への変換式 

バックグラウンド濃度 

排 出 源 位 置 の 設 定 

【気象データの整理】 

・風向、風速の時間値データ 

気象条件のモデル化 

排出源高さの風速の推定 

時間別平均排出量の計算

対象道路の年平均濃度 

予測地点の年平均濃度 

年 平 均 濃 度 の 算 出 

【交通条件の設定】  

・車種別時間別交通量 

・平均運行速度 

拡散式による基準濃度計算

有風時(プルーム式) 

弱風時(パフ式) 
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ａ 拡散式 

拡散式は、有風時（風速が１m/s を超える場合）にはプルーム式を、弱風時（風速１

m/s 以下の場合）にはパフ式を用いた。 
 

・有風時（風速１m/s を超える場合） 

 

 

 

 

ここで、 Ｃ(x,y,z)   ：予測点における濃度（NOx：ppm、SPM：mg/m3） 

                      Q       ：点煙源の排出量（NOx：ml/s、SPM：mg/s） 

‘ u       ：平均風速（ｍ/ｓ） 

Ｈ      ：排出源の高さ（ｍ） 

                      σy      ：水平方向の拡散幅（ｍ） 

                      σz      ：鉛直方向の拡散幅（ｍ） 

                      ｘ      ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

                      ｙ      ：ｘ軸に直角な水平距離（ｍ） 

                      ｚ      ：ｘ軸に直角な鉛直距離（ｍ） 

 

・弱風時（風速１m/s 以下の場合） 

 

  

 

 

  

ここで、                               

 

 

                        t0       ：初期拡散幅に相当する時間（ｓ） 

α，γ    ：拡散幅に関する係数 

 

ｂ  拡散幅の設定 

拡散計算に用いる拡散幅は、以下のとおりとした。 

・有風時に使用する拡散幅 

(a) 鉛直方向の拡散幅（σz） 

83.0
0 31.0 Lzz ⋅+=σσ  

               ここで、 0zσ   ：鉛直方向の初期拡散幅（ｍ） （遮音壁がない場合 0zσ ＝1.5） 

                        Ｌ   ：車道部端からの距離（Ｌ＝ｘ－Ｗ／2）（ｍ） 

ｘ   ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

                        Ｗ   ：車道部幅員（ｍ） 

                         なお、ｘ＜Ｗ／2 の場合はσz＝ 0zσ とする。 
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(b) 水平方向の拡散幅（σy） 

18.046.02 LWy ⋅+= ／σ  

                         なお、ｘ＜Ｗ／2 の場合はσy＝Ｗ／2 とする。 
 

・弱風時に使用する拡散幅 

(a) 初期拡散幅に相当する時間（ｔ0） 

α20
Wt =  

              ここで、 Ｗ  ：車道部幅員（ｍ） 

α  ：以下に示す拡散幅に関する係数（m/s） 

(b) 拡散幅に関する係数（α，γ） 

               α＝0.3 

               γ＝0.18（昼間） 、0.09（夜間） 

             なお、昼間は午前７時から午後７時まで、夜間は午後７時から翌日午

前７時までとする。 

 

ｃ  排出量の算出 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の排出量（時間別平均排出量）は、交通条件及び車種

別排出係数を用いて次式により算出した。 

 

 

Q    ：時間別平均排出量（NOx：ml/m・s、SPM：mg/m・s） 

iＥ   ：車種別排出係数（g/km・台） 

itN   ：車種別時間別交通量（台／時） 

wV   ：換算係数  NOx： 523ml/g（20℃、1 気圧） 
         SPM：1000mg/g 

 

ｄ  重合計算 

年平均濃度は、プルーム式及びパフ式により得られた大気質濃度を、次式を用いて重

ね合わせすることにより算出した。 

           
24

24

1
∑
== t

tCa
Ca  

           ( ){ } t

16

1s
tdntstsst QfcRcfw/uwRwCa ⎥⎦
⎤
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i
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2

11000
1

3600
1



- 227 - 

       ここで、 Ca   ：年平均濃度（ppm 又は mg/m3） 

            tCa   ：時刻ｔにおける年平均濃度（ppm 又は mg/m3） 

            sRw   ：プルーム式により求められた風向別基準濃度（ｍ-1） 

            tsuw   ：年平均時間別風向別平均風速（m/s） 

            tsfw   ：年平均時間別風向出現割合 

            dnRc   ：パフ式により求められた昼夜別基準濃度（s/m２） 

            tfc    ：年平均時間別弱風時出現割合 

            tQ     ：年平均時間別平均排出量（ml/m･s 又は㎎/m･s） 
 

なお、添字の s は風向（16 方位）、t は時間、dn は昼夜の別、 

w は有風時、c は弱風時を示す。 

 

ｅ 窒素酸化物から二酸化窒素への変換（NOx 変換式） 

窒素酸化物（NOx）から二酸化窒素（NO2）への変換は次式を用いた。 

            
630.0416.0

2 )][/][1(][0587.0][ TBG NOxNOxNOxNO −=  

        ここで、 ][ 2NO   ：二酸化窒素の対象道路の寄与濃度（ppm） 

            ][NOx   ：窒素酸化物の対象道路の寄与濃度（ppm） 

            BGNOx][ ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度（ppm） 

            TNOx][  ：窒素酸化物のバックグラウンド濃度と対象道路の 

寄与濃度の合計値（ppm） 

                 ( TNOx][ ＝ ][NOx ＋ BGNOx][ )  
出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月） 

f 年平均値から日平均値の年間 98％値（又は、２％除外値）への変換 

年平均値から日平均値の年間98％値又は２％除外値への変換は次式を用いた。 

  

・二酸化窒素 

      [ ] bNONOa RBG ＋＋％値日平均値の年間 )][][(98 22=  

                )][][(exp58.012.1 22 BGR NO/NOa －・＋=  

                )][][(exp0049001120 22 BGR NO/NO・.－.b －=  

ここで、 RNO ][ 2   ：二酸化窒素の道路寄与濃度の年平均値（ppm） 

            BGNO ][ 2  ：二酸化窒素のバックグラウンド濃度の年平均値（ppm） 
  

・浮遊粒子状物質 

           [ ] bSPMSPMa RBG ＋＋％除外値日平均値の )][][(2 =  

                )][][(exp86.087.1 BGR SPM/SPMa －・＋=  

                )][][(exp0174000810 BGR SPM/SPM・.－.b －=  

ここで、 RSPM ][  ：浮遊粒子状物質の道路寄与濃度の年平均値（mg/m3） 

 BGSPM ][  ：浮遊粒子状物質のバックグラウンド濃度の年平均値（mg/m3） 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月） 
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イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、工事計画において工事用車両の運行が集約される地域のうち、学校、病院、

住居等が存在する地域、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

予測地点は、図 9.1.1-13 に示す工事用車両の運行が想定される名古屋環状２号線、東海

橋線及び戸田荒子線の４地点とした。 

また、予測高さは、道路端上 1.5ｍとした。 

 

ウ 予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両台数が最大となる時期とし、工事開始後37～48ヶ月目の１年

間（12ヶ月）とした。 

 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人
 
名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成　　：沿道大気質予測地点図
 9.1.1-13(1)
　大気質予測地点（工事用車両）日光川
CAED
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［Ａ地点（名古屋環状２号線）］ 

 

 

［Ｃ地点（名古屋環状２号線）］ 

 

 

 

［Ｄ地点（東海橋線）］ 

 

▼

（単位：ｍ）

北 南
▼歩道車道車道車道車道歩道

0.5 0.5

25.0

4.5 3.25 3.25 2.0 3.25 3.25 4.5

▼ 予測地点

 

 

［Ｅ地点（戸田荒子線）］ 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.1-13(2) 大気質予測地点 

歩道 側道 道路用地 車道 車道 道路用地 歩道▼ ▼

4.0 0.5 3.0 0.5 32.5 0.5 3.2 2.5 3.2 0.5 7.3 2.3

60.0

西 東

（単位：ｍ）

▼ 予測地点

車道 ▼▼

2.95 0.5 3.0 3.0 1.1 3.0 3.0 0.5 2.95

20.0

歩道歩道 車道 車道 車道

（単位：ｍ）

▼ 予測地点

南北

60.0

▼ ▼歩道側道道路用地車道車道道路用地側道歩道

2.7 0.5 3.0 0.5 28.5 0.5 3.8 3.0 3.8 0.5 6.5 0.5 3.0 0.5 2.7

（単位：ｍ）

▼ 予測地点

西 東
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エ 予測条件 

（ｱ） 排出源条件 

ａ 排出源の設定 

排出源は連続した点煙源とし、車道部の中央に予測断面の前後合わせて 400ｍの区間

に配置した。なお、点煙源の間隔は、予測断面の前後 20ｍの区間は２ｍ間隔、その両側 

それぞれ 180ｍの区間は 10ｍ間隔とした。（図 9.1.1-14 参照） 

また、排出源の高さは、路面高さ＋１ｍとした。 

 

図 9.1.1-14 排出源の配置 

 

ｂ 走行速度 

予測に用いる走行速度は、名古屋環状２号線（Ａ・Ｃ断面）、東海橋線（Ｄ断面）及び

戸田荒子線（Ｅ断面）ともに規制速度の 50km/h とした。 

 

ｃ 排出係数 

予測に用いる排出係数は平成 22 年を想定し、表 9.1.1-32 に示すとおり設定した。 

表 9.1.1-32 予測に用いる車種別排出係数 

                                単位：ｇ/km・台 

窒素酸化物 浮遊粒子状物質 
走行速度 

小型車類 大型車類 小型車類 大型車類 

50 km/h 0.082 1.46 0.005 0.080 

出典：「国土技術政策総合研究所資料第 141 号 自動車排出係数の算定根拠」 

（平成 15 年国土交通省国土技術政策総合研究所）より作成 
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（ｲ） 交通量 

工事中における一般車両の交通量（背景交通量）は、平成 17 年度名古屋市交通量調査の

結果を基に名古屋環状２号線、東海橋線及び戸田荒子線の交通量を推計し設定した（資料

-1 参照）。 

工事用車両の運行ルートの配分率は、できる限り住宅が密集している地域の幹線道路を

走行しないよう考慮した。 

予測地点毎の工事用車両は、Ａ地点（名古屋環状２号線）に工事用車両全体の約 27％、

Ｃ地点（名古屋環状２号線）に約 27％、Ｄ地点（東海橋線）に約 23％、Ｅ地点（戸田荒

子線）に約 23％が運行するものとした。 

また、工事用車両の運行時間帯は、大型車については８時から 17 時（昼休み 12～13 時

を除く）、小型車については７～８時の出勤時及び 17～18 時の退勤時に配分した。 

日交通量は表 9.1.1-33 に示すとおり設定した。 

 

表 9.1.1-33 日交通量 

一般車両（台/日）   工事用車両（台/日） 
予測地点 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計

Ａ 名古屋環状 2 号線 7,643 12,196 19,839 152 60 212 

Ｃ 名古屋環状 2 号線 9,637 14,825 24,462 150 58 208 

Ｄ 東海橋線 6,492 29,244 35,736 126 56 182 

Ｅ 戸田荒子線 2,800 12,634 15,434 128 56 184 

 

（ｳ） 気象条件 

予測に用いる気象条件（風向・風速）は、事業実施区域周辺に位置する南陽支所の平成

16 年度観測結果により設定した。 

また、南陽支所の風速測定高さは地上 13ｍであるため、排出源高さにおける風速を次に

示すべき乗則の式により推定した。なお、土地利用の状況に対するべき指数Ｐの目安は表

9.1.1-34 に示すとおりであり、予測では「郊外」の１／５を使用した。 

 

         Ｕ＝Ｕ０ （Ｈ／Ｈ０ ）
Ｐ  

 

         ここで、 Ｕ  ：高さＨ（ｍ）の推定風速（m/s） 

                 Ｕ０  ：基準高さＨ０(ｍ）の風速（m/s） 

           Ｈ  ：排出源の高さ（ｍ） 

           Ｈ０ ：基準とする高さ（ｍ） 

                  Ｐ  ：べき指数 
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               表 9.1.1-34 土地利用の状況に対するべき指数Ｐの目安 

土 地 利 用 の 状 況 べ き 指 数 

市 街 地 １／３ 

郊   外 １／５ 

障害物のない平坦地 １／７ 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」 

（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）より作成 

 

（ｴ） バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、事業実施区域周辺に位置する南陽支所の平成 16 年度の測定

値（年平均値）を用い、表 9.1.1-35 に示すとおり設定した。 

 

表 9.1.1-35 バックグラウンド濃度 

予 測 項 目 年 平 均 値 測  定  局 

窒 素 酸 化 物 0.039 ppm 

二 酸 化 窒 素 0.023 ppm 

浮遊粒子状物質 0.034 mg/m3 

南陽支所 

 

オ 予測結果 

工事用車両の運行における予測結果は表 9.1.1-36 に示すとおりである。 

工事用車両からの寄与濃度の予測値は、二酸化窒素で 0.00001～0.00005ppm、浮遊粒子状

物質で 0.00000～0.00002mg/m3 である。 

また、工事用車両の運行時における二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～

0.050ppm で、環境基本法に基づく環境基準（0.06ppm 以下）をすべての地点で満たしている。

名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）については、すべての地点で目

標値を上回っている。しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求めた

日平均値の年間 98％値は 0.046～0.050ppm であり、Ｅ地点南側では 0.001ppm 増加している

ものの、他の地点では、工事用車両を加えて求めた結果と変わらない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.084～0.087mg/m3 で、環境基準（0.10mg/m3

以下）及び名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値（0.10mg/m3 以下）を満たしている。 

以上のことから、工事用車両の運行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による

環境影響の程度は小さいものと予測される。 
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表 9.1.1-36(1) 工事用車両の運行における二酸化窒素（NO2）の予測結果 

                                                          単位：ppm 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
工事用
車 両

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度 

(合成値) 

日平均値

の年間

98％値 

西側 0.00077 0.00001 0.00078 0.024 
0.046 

(0.046)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00253 0.00004 0.00257 0.026 

0.049 

(0.049)

西側 0.00084 0.00001 0.00085 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00379 0.00004 0.00383 0.027 

0.050 

(0.050)

北側 0.00248 0.00003 0.00251 0.026 
0.049 

(0.049)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00307 0.00004 0.00311 0.026 
0.049 

(0.049)

北側 0.00127 0.00004 0.00131 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00157 0.00005 0.00162

0.023 

0.025 
0.048 

(0.047)

   注）日平均値の年間 98％値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて 

求めた値である。 

 

表 9.1.1-36(2) 工事用車両の運行における浮遊粒子状物質（SPM）の予測結果 

                                                        単位：mg/m3 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
工事用
車 両 計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度 

(合成値) 

日平均値

の２％ 

除外値 

西側 0.00025 0.00000 0.00025 0.034 
0.084 

(0.084)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00083 0.00001 0.00084 0.035 

0.086 

(0.085)

西側 0.00027 0.00000 0.00027 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00128 0.00002 0.00130 0.035 

0.087 

(0.087)

北側 0.00082 0.00001 0.00083 0.035 
0.085 

(0.085)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00103 0.00002 0.00105 0.035 
0.086 

(0.086)

北側 0.00041 0.00002 0.00043 0.034 
0.085 

(0.085)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00051 0.00002 0.00053

0.034 

0.035 
0.085 

(0.085)

     注）日平均値の２％除外値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて 

求めた値である。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

工事用車両の運行に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-37 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-37  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

工事用車両の運行ルートの

分散化 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

工事用車両の空ぶかし、高

負荷運転の回避 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-38 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-38  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

工事用車両の運行ルートの

分散化 

工事用車両の運行ルートの分散化により二酸化窒

素等の濃度が低減できると判断した。 

低減 

 

工事用車両の空ぶかし、高

負荷運転の回避 

工事用車両の空ぶかし、高負荷運転の回避により

二酸化窒素等の排出量が低減できると判断した。

低減 

 

工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化 

工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化によ

り二酸化窒素等の濃度が低減できると判断した。

 

ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表 9.1.1-39 に示すとおりである。 
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表 9.1.1-39  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

工事用車両の運行ルー

トを分散化する。 

 

工事用車両の空ぶかし、

高負荷運転を回避する。

 

工事用車両の乗り入れ

時期・時間帯を分散化す

る。 

環境保全措置

の効果 

二酸化窒素等の濃度は

低減できる。 

二酸化窒素等の排出量

は低減できる。 

二酸化窒素等の濃度は

低減できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

二酸化窒素等の濃度の

低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の排出量

の低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の濃度の

低減が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う大気質の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工事用車両

の空ぶかし、高負荷運転の回避、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化による環境保

全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるもの

と判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.046～0.050ppm であり、環境基本

法に基づく環境基準（0.06ppm 以下）をすべての地点で満たしている。名古屋市環境基本条

例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）については、すべての地点で目標値を上回っている。

しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求めた日平均値の年間 98％値

は 0.046～0.050ppm であり、Ｅ地点南側では 0.001ppm の増加しているものの、他の地点で

は、工事用車両を加えて求めた結果と変わらない。よって、本事業に起因する二酸化窒素の

影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が0.084～0.087mg/m3であり、環境

基本法に基づく環境基準（0.10mg/m3以下）及び名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値

（0.10mg/m3以下）をすべての地点で満たしており、基準又は目標との整合は図られるもの

と判断する。 
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１－４  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  気象の状況 

気象の状況については、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子

状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

ア  予測の基本的な手法 

粉じん等の降下量（以下、「降下ばいじん量」という。）が風下距離のべき乗に比例する

特性を用いた経験式による方法とした。 

 

（ｱ） 予測項目 

工事用車両の運行に伴い発生する季節別降下ばいじん量とした。 

 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）

に基づく方法とし、予測計算手順は図 9.1.1-15 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.1-15 工事用車両の運行に伴う降下ばいじん量の予測計算手順 

 【道路条件の設定】 
 ・車線構成 
・予測点位置 

基準降下ばいじん量等 
の設定 

発 生 源 位 置 の 設 定 

【気象データの整理】 
・風向、風速の時間値 
データ 

気象条件のモデル化 

予測地点における 
季節別降下ばいじん量 

季節別の全風向の 
降下ばいじん量の重合 

【交通条件の設定】   

・工事用車両の日交通量 
・平均月間工事日数 

季節別風向別 
降下ばいじん量の計算 

‘季節別 
風向別平均風速 

季節別 
風向別出現割合 
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ａ 予測計算式 

(a) 季節別風向別降下ばいじん量 

予測地点における季節別風向別降下ばいじん量は、工事用車両の通行帯を風向別に

細分割し、その細分割された小領域の面積に応じた降下ばいじんの寄与量を各風向に

割り当て、風向別に距離減衰及び季節別風向別平均風速を加味して算出した。 

 

 ∫ ∫
16

16

2

1 00 ((
／

／－

－－ ｄｄ）／・）／・・Ｎ＝ＮＲ
π

π
θ

x

x

cb
dHCds xxxxuua  

 

ここで、 dsＲ   ：季節別風向別降下ばいじん量（t/km2/月） 

HCＮ  ：工事用車両の日交通量（台/日） 

dＮ   ：平均月間工事日数（日/月） 

1x    ：予測地点から工事用車両通行帯の手前側の端部までの距離（ｍ） 

（ 1x ＜１ｍの場合は、 1x ＝１ｍとする） 

2x    ：予測地点から工事用車両通行帯の奥側の端部までの距離（ｍ） 

  a   ：基準降下ばいじん量（t/km2/m2/台） 

        u  ：季節別風向別平均風速（m/s） 

        0u   ：基準風速（ 0u ＝１m/s） 

        b  ：風速の影響を表す係数（ b ＝１） 

        x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

0x  ：基準距離（ｍ）（ 0x ＝１ｍ） 

c  ：降下ばいじんの拡散を表す係数 

 

(b) 季節別降下ばいじん量 

予測地点における季節別降下ばいじん量は、季節別風向別降下ばいじん量に季節別

風向出現割合を乗じ、全風向について足し合わせることにより算出した。 

 

∑
ｎ

ｓ＝

・ｆＲ＝Ｃ
1

wsdsd  

 

ここで、 ｄＣ   ：季節別降下ばいじん量（t/km2/月） 

ｎ  ：方位（＝16） 

wsｆ  ：季節別風向出現割合 

 

イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、工事計画において工事用車両の運行が集約される地域のうち、学校、病院、

住居等が存在する地域、あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

予測地点は、「第９章 第１節 １－３ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二酸化窒

素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

また、予測高さは、道路端上 1.5ｍとした。 
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ウ  予測対象時期 

予測対象時期は、「第９章 第１節 １－３ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二酸

化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

 

エ  予測条件 

（ｱ） 発生源条件 

ａ 工事用車両の配置 

工事用車両は、予測地点の各車線を走行するものとし、降下ばいじんは各車線を中心

とした 3.5ｍの幅の通行帯より一様に発生するものとした。 

 

ｂ 基準降下ばいじん量等の設定 

基準降下ばいじん量及び降下ばいじんの拡散を表す係数は、表 9.1.1-40 に示すとお

り設定した。 

 

表 9.1.1-40 基準降下ばいじん量ａ及び降下ばいじんの拡散を表す係数 c  

工事用道路の状況 
基準降下ばいじん量 
（t/km2/m2/台） 

降下ばいじんの 
拡散を表す係数 

舗装路 0.0087 2.3 

出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月）より作成 

 
ｃ 平均月間工事日数 

平均月間工事日数は、休日等の工事を実施しない日数を除いた 20 日/月とした。 

 

（ｲ） 工事用車両の日交通量 

予測対象時期における工事用車両の日交通量は、「第９章 第１節 １－３ 資材及び機械

の運搬に用いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 
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（ｳ） 気象条件 

     予測に用いる気象条件（季節別風向別平均風速及び季節別風向出現割合）は、事業実施

区域周辺に位置する南陽支所の平成 16 年度観測結果により、工事用車両の運行時間帯（７

時～18 時）を対象に設定した。 

 

表 9.1.1-41 予測に用いる季節別風向別平均風速及び季節別風向出現割合 

季 節 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM

出現頻度（％） 3.3 1.0 0.6 0.3 1.1 4.4 4.2 6.7 8.2 4.7 3.3 4.0 10.0 27.1 12.6 7.8 0.7

平均風速（m/s） 1.7 1.3 1.1 1.4 2.4 3.3 3.6 3.0 3.0 2.4 1.8 2.4 4.0 3.3 1.9 1.8 ―

出現頻度（％） 2.3 0.7 0.3 0.3 1.7 6.5 9.7 7.6 13.6 9.8 4.4 4.2 9.4 18.1 6.0 5.3 0.1

平均風速（m/s） 2.1 1.9 1.3 2.7 3.1 5.1 4.3 3.1 2.7 2.4 2.1 2.0 2.6 2.3 1.6 1.8 ―

出現頻度（％） 3.8 0.8 0.3 0.8 1.2 2.4 3.7 3.8 5.0 5.4 2.7 4.7 11.6 25.7 14.9 12.3 1.0

平均風速（m/s） 1.6 1.6 2.6 2.4 2.9 3.8 4.8 2.6 2.5 2.0 1.8 2.2 2.5 2.5 1.6 1.7 ―

出現頻度（％） 3.6 2.1 1.5 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.8 5.2 15.6 38.1 15.3 14.1 0.9

平均風速（m/s） 1.6 1.6 1.1 0.7 0.7 0.6 0.8 1.0 1.1 1.6 1.2 3.7 3.8 3.2 1.9 1.7 ―
冬 季

項　　  目

春 季

夏 季

秋 季

 

注）南陽支所の風速観測高さは地上 13ｍであるため、「第９章 第１節 １－３ 資材及び機械の運搬に用い 

る車両の運行(二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じ方法により、高さ 10ｍにおける風速を推定 

したのちに、季節別風向別平均風速を求めた。 

 

オ  予測結果 

工事用車両の運行に伴う季節別降下ばいじん量の予測結果は、表 9.1.1-42 に示すとおり

であり、季節別の降下ばいじん量は、春季が 0.03～1.72t/km2/月、夏季が 0.03～1.45t/km2/

月、秋季が 0.02～2.37t/km2/月、冬季が 0.02～2.42t/km2/月と予測される。 

工事用車両の運行に伴う降下ばいじん量の予測結果は、道路端において最大 2.42t/km2/

月と予測され、降下ばいじんに係る参考値 10t/km2/月（生活環境を保全する上での目安であ

る 20 t/km2/月※１から降下ばいじん量の比較的高い地域の値 10t/km2/月※２との差）を下回

っている。 

以上のことから、工事用車両の運行に伴い発生する降下ばいじん量の環境影響の程度は小

さいと予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※1）出典：「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の施行について」（環大自第 84 号、平成２年

７月） 

※2）平成５年度から平成９年度に全国の一般局で測定された降下ばいじん量のデータから、上位２％を除外

して得られた値。 出典：「道路環境影響評価の技術手法」（(財)道路環境研究所、平成 12 年 11 月） 
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表 9.1.1-42 工事用車両の運行に伴う季節別降下ばいじん量の予測結果 

                                                   単位：t/km2/月 

季節別降下ばいじん量 

予 測 地 点 
春 季 夏 季 秋 季 冬 季 

西側 0.04 0.03 0.03 0.04 
Ａ 

名古屋環状 

２号線 東側 0.43 0.46 0.55 0.47 

西側 0.03 0.03 0.02 0.02 
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.69 0.71 0.92 0.83 

北側 0.50 0.72 0.45 0.19 
Ｄ 東海橋線 

南側 0.96 0.79 1.32 1.37 

北側 0.93 1.33 0.86 0.39 
Ｅ 戸田荒子線 

南側 1.72 1.45 2.37 2.42 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

工事用車両の運行に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-43 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-43  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

工事用車両の運行ルートの

分散化 

粉じん等の濃度は低減でき

る。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化 

粉じん等の濃度は低減でき

る。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

強風時の作業中止 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

なし 

 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-44 に示すとおりである。 

 

 



- 242 - 

表 9.1.1-44  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

工事用車両の運行ルートの

分散化 

工事用車両の運行ルートの分散化により粉じん等

の濃度が低減できると判断した。 

低減 

 

工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化 

工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化によ

り粉じん等の濃度が低減できると判断した。 

低減 

 

強風時の作業中止 

 

強風時の作業を中止することにより粉じん等の発

生量が低減できると判断した。 

 

ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表 9.1.1-45 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-45  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（粉じん等） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

工事用車両の運行ルー

トを分散化する。 

 

工事用車両の乗り入れ

時期・時間帯を分散化す

る。 

強風時は作業を中止す

る。 

 

環境保全措置

の効果 

粉じん等の濃度は低減

できる。 

粉じん等の濃度は低減

できる。 

粉じん等の発生量は低減

できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

粉じん等の濃度の低減

が期待できる。 

 

 

粉じん等の濃度の低減

が期待できる。 

 

 

粉じん等の発生量の低減

が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度

は小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

なし 

 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う降下ばいじん量の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工

事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を講じる

ことにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 



- 243 - 

１－５  造成工事（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  気象の状況 

気象の状況は「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」

の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

ア  予測の基本的な手法 

粉じん等の調査事例の引用又は解析による方法とした。 

（ｱ） 予測項目 

予測項目は裸地から発生する粉じん等とした。 

（ｲ） 予測手法 

乾燥した時期に強風になると砂ぼこりが舞い上がり、粉じんの飛散が予測されることか

ら、平成 16 年度の南陽支所の年間気象データより砂ほこりの舞い上がる出現時間（出現

頻度）を整理・解析する手法とした。 

 

イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、調査地域のうち学校、病院、住居等が存在する地域、あるいは将来の立地が

見込まれる地域とした。 

予測地点は、事業実施区域周辺とした。 

 

ウ  予測対象時期 

裸地面積が最大と想定される時期とした。 

 

エ  予測結果 

乾燥した時期にビューフォートの風力階級４（風速：5.5m/s）以上の強風になると砂ぼこ

りが舞い上がり、粉じんの飛散が予測されることから、砂ほこりの舞い上がる風の出現時間

（出現頻度）を、ビューフォートの風力階級により区分し、表 9.1.1-46 に示すとおり整理

した。 

年間を通じてビューフォートの風力階級４（風速：5.5m/s）以上の風速となる出現時間は

347 時間、出現頻度は 3.9％であり、粉じんが飛散しやすい気象条件は少なく、造成した裸

地からの粉じんによる環境影響の程度は小さいものと予測される。 
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表 9.1.1-46 ビューフォートの風力階級による風の出現時間 

風 力

階 級 

地上 10ｍの 

風速(m/s) 
陸上における状況 

出現時間 

（ｈ） 

出現頻度

（％） 

0 
0.0 から 

0.3 未満 
静穏、煙はまっすぐに昇る。 79 0.9 

1 
0.3 以上 

1.6 未満 

風向は、煙がなびくのでわかるが風見には感じ

ない。 
3427 39.1 

2 
1.6 以上 

3.4 未満 

顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出

す。 
3562 40.7 

3 
3.4 以上 

5.5 未満 
木の葉や細い枝がたえず動く。軽い旗が開く。 1343 15.3 

4 
5.5 以上 

8.0 未満 

砂ほこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動

く。 
297 3.4 

5 
8.0 以上 

10.8 未満 

葉のあるかん木がゆれはじめる。池や沼の水面

に波がしらが立つ。 
38 0.4 

6 
10.8 以上

13.9 未満 
大枝が動く。電線が鳴る。傘は、さしにくい。 12 0.1 

7 
13.9 以上

17.2 未満 
樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 0 0.0 

8 
17.2 以上

20.8 未満 
小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 0 0.0 

9 
20.8 以上

24.5 未満 

人家にわずかの損害がおこる。（煙突が倒れ、

かわらがはがれる。） 
0 0.0 

10 
24.5 以上

28.5 未満 

陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎに

なる。人家に大損害がおこる。 
0 0.0 

11 
28.5 以上

32.7 未満 
めったにおこらない。広い範囲の破壊を伴う。 0 0.0 

12 32.7 以上  － 0 0.0 

総 計 8758 100.0 

注）出現頻度の各階級の合計と総計は四捨五入の関係のため合致しない。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

造成工事に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-47 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-47  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

散水 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

なし 

 

低減 

 

種子散布 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

地域の植生・生態系

への影響が考えられ

る。 

低減 

 

工事計画の検討 

 

粉じん等の発生量は低減で

きる。 

なし 

 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-48 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-48  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

散水 

 

造成区域内の裸地に散水することにより粉じん

等の発生量が低減できると判断した。 

低減 

 

種子散布 

 

造成区域内の法面等に種子散布することにより

粉じん等の発生量が低減できると判断した。 

低減 

 

工事計画の検討 

 

裸地面積が小さくなる工事計画の検討により粉

じん等の発生量が低減できると判断した。 

 

ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表 9.1.1-49 に示すとおりである。 
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表 9.1.1-49  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（粉じん等） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

造成区域内の裸地に散水

する。 

造成区域内の法面等に種

子散布する。 

裸地面積が小さくなる工

事計画とする。 

環境保全措置

の効果 

粉じん等の発生量は低減

できる。 

粉じん等の発生量は低減

できる。 

粉じん等の発生量は低減

できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

粉じん等の発生量の低減

が期待できる。 

 

 

粉じん等の発生量の低減

が期待できる。 

 

 

粉じん等の発生量の低減

が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

なし 

 

 

地域の植生・生態系への

影響が考えられる。 

 

なし 

 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

造成した裸地からの粉じんによる大気質の影響は、造成区域内の裸地への散水、造成区域

内の法面等への種子散布、工事計画の検討による環境保全措置を講じることにより、事業者

の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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１－６  斎場施設の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類） 

（1） 調査の結果 

ア 大気質の状況 

事業実施区域周辺における大気質の状況を把握するために、文献その他の資料の収集、整

理・解析及び現地調査（ダイオキシン類）を行った。 

（ｱ） 調査の手法 

ａ  調査の基本的な手法 

事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時監視測定局等における二酸化窒素、浮遊粒

子状物質及びダイオキシン類の測定結果を整理・解析した。 

ｂ  調査地域及び調査地点 

調査地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるい

は将来の立地が見込まれる地域とした。 

調査地点は、調査地域を代表する箇所として、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質につい

ては事業実施区域の北西の直近に位置する南陽支所とした。ダイオキシン類については

事業実施区域内の南陽小学校で現地調査を実施した。（図 9.1.1-16 参照） 

ｃ 調査期間等 

収集及び整理・解析を行うデータは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については平成

12～16 年度の５年間とした。ダイオキシン類の現地調査については平成 15 年秋季～平

成 16 年夏季の１年間とした。 

（ｲ） 調査結果 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の調査の結果は、「第５章  第１節  １  大気環境の状

況」の項に示したとおりである。 

ダイオキシン類の調査結果は、表 9.1.1.-50 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-50 ダイオキシン類の調査結果（南陽小学校） 

調 査 結 果 

調査項目 平成15年

11月 

平成16年

２月 

平成16年

５月 

平成16年

７～８月
平均値 

環境基準 

ダイオキシン類

(pg-TEQ/m3) 

 

0.20 

 

0.22 

 

0.076 

 

0.066 

 

0.14 
0.6pg-TEQ/m3以下

(年平均値) 

 

  イ 気象の状況 

     気象の状況については、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒

子状物質）」の項に示したとおりである。 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成●：二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の調査地点
(
南陽支所
)
図
 9.1.1-16
　大気質調査地点●日光川▲：ダイオキシン類の調査地点
(
南陽小学校
)
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（2） 予測の結果 

ア 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

（ｱ） 予測項目 

斎場施設の排気筒から排出される二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類の年平

均値とした。 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（公害研究対策センター、平成

12 年 12 月）に基づく方法とし、予測手順は図 9.1.1-17 に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1.1-17 斎場施設の排気筒から排出される大気質濃度の予測計算手順 

年平均値から日平均値の年間 98％値
等への変換式 

【予測対象地域の設定】 

 ・計算対象範囲の設定 

・計算格子間隔の設定 

拡散パラメータの設定 

・二 酸 化 窒 素:年間 98％値

・浮遊粒子状物質:２％除外値

【気象データの整理】 

・風向、風速、大気安定度

の時間値データ 

気象条件のモデル化 

排出源高さの風速の推定 

単位時間当たり排出量の計

【煙源条件の設定】  
・排ガス量 
・排ガス温度 
・実煙突高さ 

大気汚染物質濃度

排 出 源 位 置 の 設 定 

拡 散 計 算 

有風時(プルーム式) 

弱風時（弱風パフ式) 

無風時(パフ式) 

予測地点の年平均値

重 合 計 算 

バックグラウンド濃度 
窒素酸化物から二酸化窒素
への変換 
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ａ 拡散式、拡散パラメータ及び重合計算 

拡散式、拡散パラメータ及び重合計算は、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二

酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

 

ｂ 有効煙突高 

有効煙突高は、以下の式により求めた。 

                HHo ＋He Δ＝  

                  ここで、 He  ：有効煙突高（ｍ） 

                         Ho  ：煙突の実体高（ｍ） 

                           HΔ   ：排ガス上昇高（ｍ） 
 

なお、 HΔ は、有風時についてはコンケイウ（CONCAWE）式を、無風時についてはブ

リッグス（Briggs）式を用いて算出した。また、弱風時については、コンケイウ式によ

る値とブリッグス式による値とから線形内挿して求めた。 

 

            ・コンケイウ式（有風時） 

               HΔ ＝0.175・ HQ  
1/2・ u -3/4 

 

            ・ブリッグス式（無風時） 

               HΔ ＝1.4・ HQ  1/4・（ θd ／ dz ）-3/8 
 

                ここで、 HQ     ：排出熱量（cal／s） 

                       u       ：煙突頭頂部における風速（m/s） 

                      θd ／ dz  ：温位勾配（℃／ｍ） （昼間:0.003、夜間:0.010） 
 

また、 HQ ＝ ρ ・Cp ・Q・ TΔ  
 

                              ρ   ：０℃における排ガス密度（ｇ／m3N） （ ρ ＝1.293×103） 

                            Cp  ：定圧比熱（cal／Ｋ／g）（Cp ＝0.24） 

                           Q   ：排ガス量（m3N／s） 

                          TΔ  ：排ガス温度 )( GT と気温との温度差（ GT －15℃） 

 

ｃ 年平均値から日平均値の年間 98％値等への変換 

年平均値から日平均値の年間 98％値（又は、２％除外値）への変換は、「第９章 第１

節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 
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イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、事業実施区域周辺において学校、病院、住居等が存在する地域、あるいは将

来の立地が見込まれる地域とした。 

予測計算範囲は、図9.1.1-18に示すとおり、斎場施設を中心とする東西４km×南北４km

の範囲とし、100ｍメッシュで計算を行った。 

 

ウ 予測対象時期 

予測対象時期は、斎場施設の供用後において、施設が通常稼働する時期とした。 

 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人
 
名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成図
 9.1.1-18
　大気質予測計算範囲（斎場施設の稼働）日光川斎場建設予定地予測計算範囲
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エ  予測条件 

（ｱ） 斎場施設の煙源条件 

         斎場施設の煙源条件は、表 9.1.1-51 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-51 斎場施設の煙源条件 

項  目 煙 源 条 件 

火  葬  炉   （基） 30 

排  気  筒   （本）              15（2 基１系列） 

燃        料 都市ガス 13A 

湿り排ガス量  (ｍ3N/h/基） 12,300 

乾き排ガス量   (ｍ3N/h/基） 11,800 

排 ガ ス 温 度  (℃） 200 

排 気 筒 実 高   (ｍ） 15.0 

年間稼働日数    (日/年) 304 

稼働時間       (時間/日) 7（最大） 

窒素酸化物 （ppm） 60 

ば い じ ん (g/ｍ3N)     0.01 

排
出
濃
度 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類  (ng-TEQ/ｍ3N）    0.1 

注 1）予測にあたっては、排気筒から排出される窒素酸化物が二酸化窒素とし 

て排出されるものと仮定した。また、ばいじんは浮遊粒子状物質として 

排出されるものと仮定した。 

2）排ガス量は、１基あたりの量である。 

3）煙源は 15 本個別と仮定した。 

4）稼働時間帯は 10:00～17:00 とした。 

 

（ｲ） 気象条件 

予測に用いる気象データは、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

 
（ｳ） バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度は、表 9.1.1-52 に示すとおり、平成 16 年度の南陽支所及び南陽

小学校の測定値を用いた。 

 

表 9.1.1-52 バックグラウンド濃度 

予  測  項  目 
バックグラウンドの濃度

（年平均値） 
測  定  局 

二 酸 化 窒 素（ppm）  0.023 

窒 素 酸 化 物（ppm）  0.039 

浮遊粒子状物質（mg/m3）  0.034 

南陽支所 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3) 0.14 南陽小学校 
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オ  予測結果 

    斎場施設の排気筒から排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は、表 9.1.1-53 及

び図 9.1.1-19 に示すとおりである。 

また、最大着地濃度は、排気筒から南東約 570ｍの地点に出現すると予測される。 

 

表 9.1.1-53 年平均値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

斎場施設から 
の寄与濃度 

(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の 
年間 98％値 

又は 
２％除外値 

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.00081  0.023 0.02381 
0.043 
(0.042) 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.00014  0.034 0.03414 
0.077 
(0.076) 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3) 0.00135 0.14 0.14135 － 

注）日平均値の年間 98％値又は２％除外値の（ ）は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質のバックグラウ 

ンド濃度のみを日平均値の年間 98％値又は２％除外値に変換した値を示す。 

 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成
 
日光川図
 9.1.1-19(1)
　年平均値の寄与濃度　　　　　　
    
（二酸化窒素）
0.00010.0005
▲
 
　
 
排気筒位置斎場建設予定地（単位：
ppm
）▲
 
最大着地濃度地点（
0.00081ppm
）（
ÊÞ¯¸¸Þ×³ÝÄÞ
濃度：
0.023ppm
）



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成
 0.000001
日光川図
 9.1.1-19(2)
　年平均値の寄与濃度　　　　　　
    
（浮遊粒子状物質）
0.000010.00005
▲
 
　
 
排気筒位置斎場建設予定地（単位：
mg/m3
）▲
 
最大着地濃度地点（
0.00014mg/m3
）（
ÊÞ¯¸¸Þ×³ÝÄÞ
濃度：
0.034mg/m3
）



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成
 0.00001
日光川図
 9.1.1-19(3)
　年平均値の寄与濃度　　　　　　
    
（ダイオキシン類）
0.00010.0005
▲
 
　
 
排気筒位置斎場建設予定地（単位：
pg-TEQ/m3
）▲
 
最大着地濃度地点（
0.00135pg-TEQ/m3
）（
ÊÞ¯¸¸Þ×³ÝÄÞ
濃度：
0.14pg-TEQ/m3
）
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

斎場施設の稼働に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-54 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-54  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

効率の高い排ガス処理装置

の設置 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

なし 

 

低減 

 

設備機器の点検・検査の実

施と施設の性能維持 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

なし 

 

低減 

 

集中の回避 

 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

なし 

 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者（以下、斎場施設に関する事業者は名古屋市である。）

により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-55 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-55  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

効率の高い排ガス処理装置

の設置 

効率の高い排ガス処理装置の設置により二酸化

窒素等の排出量が低減できると判断した。 

低減 

 

 

設備機器の点検・検査の実

施と施設の性能維持 

 

設備機器の点検・検査の実施と施設の性能維持に

より二酸化窒素等の排出量が低減できると判断

した。 

低減 

 

集中の回避 

 

火葬設備の稼働の集中を回避することにより二

酸化窒素等の濃度が低減できると判断した。 
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ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表 9.1.1-56 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-56  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

効率の高い排ガス処理装

置を設置する。 

 

設備機器の点検・検査を実

施し、施設の性能を維持す

る。 

予約時の時間調整により

火葬設備の稼働の集中を

回避する。 

環境保全措置

の効果 

二酸化窒素等の排出量は

低減できる。 

二酸化窒素等の排出量は

低減できる。 

二酸化窒素等の濃度は低

減できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

二酸化窒素等の排出量の

低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の排出量の

低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の濃度の低

減が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

なし 

 

 

なし 

 

 

なし 

 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

斎場施設の稼働に伴う大気質の影響は、効率の高い排ガス処理装置の設置、設備機器の点

検・検査の実施と施設の性能維持、火葬設備の稼働の集中の回避による環境保全措置を講じ

ることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

年平均値の予測結果は、表 9.1.1-57 に示すとおりである。 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.043ppm であり、環境基準を満たし

ているが、環境目標値においては既に現況（バックグラウンド濃度）が環境目標値を上回っ

ている状況にあり、斎場施設の稼働による寄与は少なく、影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が 0.077mg/m3 であり、環境基準及び

環境目標値を満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

ダイオキシン類の予測結果は、年平均値が 0.14135 pg-TEQ/m3 であり、環境基準を満たし

ており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 
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表 9.1.1-57 年平均値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 

日平均値の 
年間 98％値

又は 
２％除外値 

評 価 指 標 

環 境 基 準
0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 二 酸 化 窒 素 

（ppm） 
0.02381 
(0.023) 

0.043 
(0.042) 

環境目標値 0.04ppm 以下 

環 境 基 準浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.03414 
(0.034) 

0.077 
(0.076) 環境目標値

0.10mg/m3 以下 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3) 

0.14135 
(0.14) － 環 境 基 準 0.6pg-TEQ/ｍ3 以下 

注 1）予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 

2）日平均値の年間 98％値等の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度のみを日平均値の年間 

98％値等に変換した値を示す。 
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１－７ 供用時の交通の集中（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

大気質の状況については、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

  イ 気象の状況 

     気象の状況については、「第９章 第１節 １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒

子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

ア 予測の基本的な手法 

大気の拡散式による方法とした。 

（ｱ） 予測項目 

斎場施設の利用車両、霊柩車及び通勤車両（以下、「施設関連車両」という。）の運行に

伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値とした。 

（ｲ） 予測手法 

予測方法は、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二

酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

 

イ  予測地域及び予測地点 

予測地域は、施設関連車両が集約される地域のうち、学校、病院、住居等が存在する地域、

あるいは将来の立地が見込まれる地域とした。 

予測地点は、図 9.1.1-20 に示す名古屋環状２号線（北）、東海橋線、戸田荒子線及び万場

藤前線の４地点とした。 

また、予測高さは、道路端上 1.5ｍとした。 

 

ウ 予測対象時期 

予測対象時期は、斎場施設が供用開始され、事業実施区域の都市機能が十分に整備された

時期とした。（平成29年度） 



凡　例事業実施区域「名古屋都市計画区域図
£
（財団法人
 
名古屋都市整備公社　平成
15
年８月発行）より作成　　：沿道大気質予測地点図
 9.1.1-20(1)
　大気質予測地点（施設関連車両）日光川Ｆ
AED
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［Ａ地点（名古屋環状２号線）］ 

 

 

［Ｄ地点（東海橋線）］ 
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図 9.1.1-20(2) 大気質予測地点 

車道 ▼▼
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（単位：ｍ）

▼ 予測地点

西 東



- 264 - 

エ 予測条件 

（ｱ） 排出源条件 

ａ 排出源の設定 

排出源の設定は、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

ｂ 走行速度 

予測に用いる走行速度は、規制速度の 50km/h とした。 

ｃ 排出係数の設定 

予測に用いる排出係数は平成 29 年を想定し、表 9.1.1-58 に示すとおり設定した。 

 

表 9.1.1-58 予測に用いる車種別排出係数 

                                単位：ｇ/km・台 

窒素酸化物 浮遊粒子状物質 
走行速度 

小型車類 大型車類 小型車類 大型車類 

50 km/h 0.064 1.15 0.004 0.060 

出典：「国土技術政策総合研究所資料第 141 号 自動車排出係数の算定根拠」 

（平成 15 年国土交通省国土技術政策総合研究所）より作成 

 

（ｲ） 交通量 

斎場施設の供用時における一般車両の交通量（背景交通量）は、「第９章  第１節  １－

３  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同

様に平成 17 年度名古屋市交通量調査の結果を基に設定した。 

施設関連車両の交通量は、１日最大 60 火葬を想定し設定した。 

また、施設関連車両の運行時間帯は、会葬車両については大型車（日交通量 67 台）は 9

時から 18 時、小型車（日交通量 293 台）は 9 時から 18 時に、通勤車両の小型車（日交通

量 50 台）については 8～9 時の出勤時及び 17～18 時の退勤時に配分した。 

なお、施設関連車両は、名古屋環状２号線（北）、東海橋線、戸田荒子線に施設関連車両

全体の各 30％、万場藤前線に 10％が運行するものとした。 

日交通量は、表 9.1.1-59 に示すとおり設定した。 
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表 9.1.1-59 日交通量 

一般車両（台/日） 施設関連車両（台/日） 
予測地点 

大型車 小型車 合 計 大型車 小型車 合 計

Ａ 名古屋環状 2 号線 7,643 12,196 19,839 40 206 246 

Ｄ 東海橋線 6,492 29,244 35,736 40 206 246 

Ｅ 戸田荒子線 2,800 12,634 15,434 40 206 246 

Ｆ 万場藤前線 3,059  8,534 11,593 14  68  82 

 

（ｳ） 気象条件 

予測に用いる気象条件（風向・風速）は、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

（ｴ） バックグラウンド濃度の設定 

バックグラウンド濃度の設定は、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の運搬に用

いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項と同じとした。 

 

オ 予測結果 

施設関連車両の運行における予測結果は表 9.1.1-60 に示すとおりである。 

施設関連車両からの寄与濃度の予測値は、二酸化窒素で 0.00000～0.00002ppm、浮遊粒子

状物質で 0.00000mg/m3 である。 

また、施設関連車両の運行時における二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～

0.049ppm で、環境基本法に基づく環境基準（0.06ppm 以下）を満たしている。名古屋市環境

基本条例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）については、すべての地点で目標値を上回っ

ている。しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求めた日平均値の年

間 98％値は 0.046～0.049ppm であり、施設関連車両を加えて求めた結果と変わらない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.084～0.085mg/m3 で、環境基準（0.10mg/m3

以下）及び名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値（0.10mg/m3 以下）を満たしている。 

以上のことから、施設関連車両の運行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質によ

る環境影響の程度は小さいものと予測される。 
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表 9.1.1-60(1) 施設関連車両の運行における二酸化窒素（NO2）の予測結果 

                                                          単位：ppm 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
施設関連
車   両

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度 

(合成値) 

日平均値

の年間

98％値 

西側 0.00061 0.00000 0.00061 0.024 
0.046 

(0.046)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00202 0.00001 0.00203 0.025 

0.048 

(0.048)

北側 0.00197 0.00001 0.00198 0.025 
0.048 

(0.048)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00245 0.00002 0.00247 0.025 
0.049 

(0.049)

北側 0.00100 0.00001 0.00101 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00124 0.00001 0.00125 0.024 
0.047 

(0.047)

西側 0.00102 0.00000 0.00102 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｆ 万場藤前線 

東側 0.00138 0.00000 0.00138

0.023 

0.024 
0.047 

(0.047)

   注）日平均値の年間 98％値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて 

求めた値である。 

 

表 9.1.1-60(2) 施設関連車両の運行における浮遊粒子状物質（SPM）の予測結果 

                                                        単位：mg/m3 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
施設関連
車   両

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度 

(合成値) 

日平均値

の２％ 

除外値 

西側 0.00019 0.00000 0.00019 0.034 
0.084 

(0.084)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00063 0.00000 0.00063 0.035 

0.085 

(0.085)

北側 0.00063 0.00000 0.00063 0.035 
0.085 

(0.085)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00079 0.00000 0.00079 0.035 
0.085 

(0.085)

北側 0.00032 0.00000 0.00032 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00039 0.00000 0.00039 0.034 
0.084 

(0.084)

西側 0.00032 0.00000 0.00032 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｆ 万場藤前線 

東側 0.00043 0.00000 0.00043

0.034 

0.034 
0.085 

(0.085)

     注）日平均値の２％除外値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求め 

た値である。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

ア  環境保全措置の検討 

施設関連車両の運行に伴う大気質の影響について、環境保全措置の検討を行った。 

環境保全措置の検討は、表 9.1.1-61 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-61  環境保全措置の検討 

措置の区分 環境保全措置 効果 新たに生じる影響 

低減 

 

施設関連車両の集中の回避

 

二酸化窒素等の濃度は低減

できる。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

低減 

 

 

 

マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗りの

呼びかけによる施設関連車

両台数の低減 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

 

 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

 

 

低減 

 

適正運転の周知及びＰＲ 

 

二酸化窒素等の排出量は低

減できる。 

騒音・振動への影響

が緩和される。 

 

イ  検討結果の検証 

環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で環境影響ができる限り回

避・低減されているかを検証した。 

環境保全措置の検討結果の検証は、表 9.1.1-62 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-62  環境保全措置の検討結果の検証 

措置の区分 環境保全措置 検討結果 

低減 

 

施設関連車両の集中の回避

 

施設関連車両の集中を回避することにより二酸

化窒素等の濃度が低減できると判断した。 

低減 

 

 

 

マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗りの

呼びかけによる施設関連車

両台数の低減 

施設関連車両台数の低減により二酸化窒素等の

排出量が低減できると判断した。 

 

 

低減 

 

適正運転の周知及びＰＲ 

 

適正運転の周知及びＰＲにより二酸化窒素等の

排出量が低減できると判断した。 

 

ウ  検討結果の整理 

実施する環境保全措置は、表 9.1.1-63 に示すとおりである。 
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表 9.1.1-63  実施する環境保全措置 

環境保全措置

の対象 
大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

実施主体 事業者 事業者 事業者 

環境保全措置

の内容 

 

 

予約時の時間調整により

施設関連車両の集中を回

避する。 

 

マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗り

の呼びかけにより施設関

連車両台数を低減する。 

適正運転の周知及びＰＲ

をする。 

 

 

環境保全措置

の効果 

二酸化窒素等の濃度は低

減できる。 

二酸化窒素等の排出量は

低減できる。 

二酸化窒素等の排出量は

低減できる。 

環境保全措置

を講じた後の

環境の状況の

変化 

二酸化窒素等の濃度の低

減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の排出量の

低減が期待できる。 

 

 

二酸化窒素等の排出量の

低減が期待できる。 

 

 

効果の不確実

性の程度 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

効果の不確実性の程度は

小さいと考える。 

新たに生ずる

おそれのある

環境への影響 

騒音・振動への影響が緩

和される。 

 

騒音・振動への影響が緩和

される。 

 

騒音・振動への影響が緩和

される。 

 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

施設関連車両の運行に伴う大気質の影響は、予約時の時間調整による施設関連車両の集中

の回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施設関連車両

台数の低減、適正運転の周知及びＰＲによる環境保全措置を講じることにより、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.046～0.049ppm であり、環境基本

法に基づく環境基準（0.06ppm 以下）をすべての地点で満たしている。名古屋市環境基本条

例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）については、すべての地点で目標値を上回っている。

しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求めた日平均値の年間 98％値

は 0.046～0.049ppm であり、施設関連車両を加えて求めた結果と変わらない。よって、本事

業に起因する二酸化窒素の影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が0.084～0.085mg/m3であり、環境

基本法に基づく環境基準（0.10mg/m3以下）及び名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値

（0.10mg/m3以下）をすべての地点で満たしており、基準又は目標との整合は図られるもの

と判断する。 
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